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規 則 

 

準 職 員 退 職 手 当 支 給 規 則 を 廃 止 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 八 月 十 六 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 五 十 二 号  

準 職 員 退 職 手 当 支 給 規 則 を 廃 止 す る 規 則  

準 職 員 退 職 手 当 支 給 規 則 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 規 則 第 六 十 二 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

警 察 職 員 の 退 職 手 当 の 控 除 額 に 関 す る 規 則 を 廃 止 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 八 月 十 六 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 五 十 三 号  

警 察 職 員 の 退 職 手 当 の 控 除 額 に 関 す る 規 則 を 廃 止 す る 規 則  

警 察 職 員 の 退 職 手 当 の 控 除 額 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 六 年 三 重 県 規 則 第 四 十 五 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

人 事 委 規 則 

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 六 ― 七 （ 職 員 の 再 任 用 に 関 す る 規 則 ） を 廃 止 す る 規 則 を こ こ に 公

布 し ま す 。  

令 和 四 年 八 月 十 六 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   降   簱   道   男    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 六 ― 七 （ 職 員 の 再 任 用 に 関 す る 規 則 ） を 廃 止 す る 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 六 ― 七 （ 職 員 の 再 任 用 に 関 す る 規 則 ） は 、 廃 止 す る 。  

  附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 に よ る 廃 止 前 の 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 六 ― 七 （ 職 員 の 再 任 用 に 関 す る 規 則 ） 第 四 条 の 規 定 は 、 こ の

規 則 の 施 行 後 も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 四 年 三 重 県 条 例 第 三 十 一 号 ） の

規 定 に 基 づ き 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 六 ― 九 （ 定 年 退 職 者 等 の 暫 定 再 任 用 に 関 す る 規 則 ） を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 八 月 十 六 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   降   簱   道   男    

定 年 退 職 者 等 の 暫 定 再 任 用 に 関 す る 規 則  

（ 総 則 ）  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 四 年 三 重 県 条 例 第 三 十 一 号 。 以 下

「 令 和 四 年 改 正 定 年 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 五 項 、 第 六 項 、 第 十 項 、 第 十 一 項 、 第 十 三 項 、 第 十 四 項 、 第 十 六 項

又 は 第 十 七 項 に 規 定 す る 者 （ 第 二 条 及 び 第 四 条 に お い て 「 定 年 退 職 者 等 」 と い う 。 ） の 暫 定 再 任 用 （ 令 和 四 年 改

正 定 年 条 例 附 則 第 五 項 、 第 六 項 、 第 十 項 、 第 十 一 項 、 第 十 三 項 、 第 十 四 項 、 第 十 六 項 又 は 第 十 七 項 の 規 定 に よ

り 採 用 す る こ と を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。   

（ 暫 定 再 任 用 の 原 則 ）  

第 二 条  任 命 権 者 は 、 暫 定 再 任 用 を 行 う に 当 た っ て は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下
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「 法 」 と い う 。 ） 第 十 三 条 に 定 め る 平 等 取 扱 い の 原 則 、 法 第 十 五 条 に 定 め る 任 用 の 根 本 基 準 及 び 法 第 二 十 三 条 の

人 事 評 価 の 根 本 基 準 に 違 反 し て は な ら な い 。  
２  定 年 退 職 者 等 が 法 第 五 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 員 団 体 の 構 成 員 で あ っ た こ と そ の 他 法 第 五 十 六 条 に 規 定 す

る 事 由 を 理 由 と し て 暫 定 再 任 用 に 関 し 不 利 益 な 取 扱 い を し て は な ら な い 。  

  （ 暫 定 再 任 用 を さ れ る こ と を 希 望 す る 者 に 明 示 す る 事 項 ）  

第 三 条  任 命 権 者 は 、 暫 定 再 任 用 を 行 う に 当 た っ て は 、 あ ら か じ め 、 暫 定 再 任 用 を さ れ る こ と を 希 望 す る 者 に 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 明 示 す る も の と す る 。  

一  暫 定 再 任 用 を 行 う 職 に 係 る 職 務 内 容  

二  暫 定 再 任 用 を 行 う 日 及 び 任 期 の 末 日  

三  暫 定 再 任 用 を さ れ た 場 合 の 給 与  

四  暫 定 再 任 用 を さ れ た 場 合 の 一 週 間 当 た り の 勤 務 時 間  

五  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 任 命 権 者 が 必 要 と 認 め る 事 項  

（ 暫 定 再 任 用 の 選 考 に 用 い る 情 報 ）  

第 四 条  令 和 四 年 改 正 定 年 条 例 附 則 第 五 項 、 第 六 項 、 第 十 項 、 第 十 一 項 、 第 十 三 項 、 第 十 四 項 、 第 十 六 項 及 び 第

十 七 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 情 報 は 、 定 年 退 職 者 等 に つ い て の 次 に 掲 げ る 情 報 と す る 。  

一  人 事 評 価 の 結 果 そ の 他 勤 務 の 状 況 を 示 す 事 実 に 基 づ く 従 前 の 勤 務 実 績  

二  暫 定 再 任 用 を 行 う 職 の 職 務 遂 行 に 必 要 と さ れ る 経 験 又 は 資 格 の 有 無 そ の 他 暫 定 再 任 用 を 行 う 職 の 職 務 遂 行

上 必 要 な 事 項  

（ 人 事 異 動 通 知 書 の 交 付 ）  

第 五 条  任 命 権 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 人 事 異 動 通 知 書 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。 た

だ し 、 第 三 号 に 該 当 す る 場 合 の う ち 、 人 事 異 動 通 知 書 の 交 付 に よ ら な い こ と を 適 当 と 認 め る と き は 、 人 事 異 動

通 知 書 に 代 わ る 文 書 の 交 付 そ の 他 適 当 な 方 法 を も っ て 人 事 異 動 通 知 書 の 交 付 に 代 え る こ と が で き る 。  

一  暫 定 再 任 用 を 行 う 場 合  

二  暫 定 再 任 用 を さ れ た 職 員 の 任 期 を 更 新 す る 場 合  

三  任 期 の 満 了 に よ り 暫 定 再 任 用 を さ れ た 職 員 が 当 然 に 退 職 す る 場 合  

（ 報 告 ）  

第 六 条  任 命 権 者 は 、 毎 年 五 月 末 日 ま で に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 人 事 委 員 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

一  前 年 度 に お け る 暫 定 再 任 用 の 状 況  

二  前 年 度 に お け る 暫 定 再 任 用 を さ れ た 職 員 の 任 期 の 更 新 の 状 況  

（ 雑 則 ）  

第 七 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 暫 定 再 任 用 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 。  

附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  第 三 条 の 規 定 に よ る 暫 定 再 任 用 の 手 続 は 、 こ の 規 則 の 施 行 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 四 年 三 重 県 条 例 第 二 十 九 号 ） 等 の

施 行 に 伴 い 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 ○ （ 職 員 の 定 年 の 引 上 げ 等 に 伴 う 関 係 人 事 委 員 会 規 則 の 整 備 に 関 す る

規 則 ） を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 八 月 十 六 日  

                        三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   降   簱   道   男    

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 ○ （ 職 員 の 定 年 の 引 上 げ 等 に 伴 う 関 係 人 事 委 員 会 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則 ） 

 （ 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 （ 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 三 条  （ 略 ）  第 三 条  （ 略 ）  

 （ 適 用 除 外 ）   

第 三 条 の 二  十 一 年 未 満 の 期 間 勤 続 し た 者 で あ つ て 、 六

十 歳 に 達 し た 日 以 後 そ の 者 の 非 違 に よ る こ と な く 退

職 し た 者 （ 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年
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三 重 県 条 例 第 十 九 号 ） 第 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 職 員 を

除 く 。 ） に 対 し て は 、 条 例 第 三 条 第 二 項 の 規 定 は 、 適

用 し な い 。  
（ 基 礎 在 職 期 間 ）  （ 基 礎 在 職 期 間 ）  

第 四 条  条 例 第 五 条 の 二 第 二 項 第 二 十 一 号 に 規 定 す る 人

事 委 員 会 規 則 で 定 め る 在 職 期 間 は 、 次 に 掲 げ る 在 職 期

間 と す る 。  

第 四 条  条 例 第 五 条 の 二 第 二 項 第 二 十 一 号 に 規 定 す る 人

事 委 員 会 規 則 で 定 め る 在 職 期 間 は 、 次 に 掲 げ る 在 職 期

間 と す る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  条 例 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定 の

基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て の

引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 旧 専 売 公 社 、 旧 電

信 電 話 公 社 又 は 旧 国 有 鉄 道 の 職 員 と し て の 在 職 期

間  

二  条 例 附 則 第 二 十 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定 の

基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て の 引

き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 旧 専 売 公 社 、 旧 電 信

電 話 公 社 又 は 旧 国 有 鉄 道 の 職 員 と し て の 在 職 期 間  

三  条 例 附 則 第 三 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定 の

基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て の

引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 日 本 た ば こ 産 業

株 式 会 社 及 び 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 の 職 員 と し て

の 在 職 期 間  
三  条 例 附 則 第 二 十 一 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定

の 基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て の

引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 日 本 た ば こ 産 業 株

式 会 社 及 び 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 の 職 員 と し て の 在

職 期 間  

四  条 例 附 則 第 四 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定 の

基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て の

引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 昭 和 六 十 二 年 三

月 三 十 一 日 ま で の 旧 国 有 鉄 道 の 職 員 と し て の 在 職

期 間 及 び 昭 和 六 十 二 年 四 月 一 日 以 後 の 承 継 法 人 等

の 職 員 と し て の 在 職 期 間  

四  条 例 附 則 第 二 十 二 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定

の 基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て の

引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 昭 和 六 十 二 年 三 月

三 十 一 日 ま で の 旧 国 有 鉄 道 の 職 員 と し て の 在 職 期 間

及 び 昭 和 六 十 二 年 四 月 一 日 以 後 の 承 継 法 人 等 の 職 員

と し て の 在 職 期 間  

五  条 例 附 則 第 八 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定 の

基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て の

引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 旧 国 有 鉄 道 の 職

員 と し て の 在 職 期 間 、 旧 事 業 団 の 職 員 と し て の 在 職

期 間 及 び 旧 公 団 の 職 員 と し て の 在 職 期 間  

五  条 例 附 則 第 二 十 六 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定

の 基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て の

引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 旧 国 有 鉄 道 の 職 員

と し て の 在 職 期 間 、 旧 事 業 団 の 職 員 と し て の 在 職 期

間 及 び 旧 公 団 の 職 員 と し て の 在 職 期 間  

六  条 例 附 則 第 九 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定 の

基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て の

引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 国 立 大 学 法 人 等

の 職 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間  

六  条 例 附 則 第 二 十 九 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定

の 基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て の

引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 国 立 大 学 法 人 等 の

職 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間  

七  （ 略 ）  七  （ 略 ）  

 （ 条 例 第 十 条 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 業 ）   （ 条 例 第 十 条 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 業 ）  

第 十 二 条 の 四  条 例 第 十 条 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 事 業 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す

る 。  

第 十 二 条 の 四  条 例 第 十 条 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 事 業 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す

る 。  

 一  （ 略 ）   一  （ 略 ）  

 二  そ の 事 業 に つ い て 当 該 事 業 を 実 施 す る 受 給 資 格 者

が 雇 用 保 険 法 第 五 十 六 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ に 該 当

す る 者 に 係 る 就 業 促 進 手 当 又 は 同 号 ロ に 該 当 す る 者

に 係 る 就 業 促 進 手 当 （ 雇 用 保 険 法 施 行 規 則 （ 昭 和 五

十 年 労 働 省 令 第 三 号 ） 第 八 十 三 条 の 四 に 規 定 す る 就

業 促 進 定 着 手 当 を 除 く 。 ） に 相 当 す る 退 職 手 当 の 支 給

を 受 け た も の  

 二  そ の 事 業 に つ い て 当 該 事 業 を 実 施 す る 受 給 資 格 者

が 雇 用 保 険 法 第 五 十 六 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ に 該 当

す る 者 に 係 る 就 業 促 進 手 当 又 は 同 号 ロ に 該 当 す る 者

に 係 る 就 業 促 進 手 当 （ 雇 用 保 険 法 施 行 規 則 （ 昭 和 五

十 年 労 働 省 令 第 三 号 ） 第 八 十 三 条 の 四 に 規 定 す る 就

業 促 進 定 着 手 当 を 除 く 。 ） の 支 給 を 受 け た も の  

 三  （ 略 ）   三  （ 略 ）  

附  則     附  則  

１ ・ ２  （ 略 ）  １ ・ ２  （ 略 ）  

３  条 例 附 則 第 十 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 ３  条 例 附 則 第 三 十 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 人 事 委 員 会
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で 定 め る 額 は 、 第 九 条 に 規 定 す る 給 料 の 月 額 と す る 。  で 定 め る 額 は 、 第 九 条 に 規 定 す る 給 料 の 月 額 と す る 。 

４  （ 略 ）  ４  （ 略 ）  
別 表 （ 第 七 条 関 係 ）  別 表 （ 第 七 条 関 係 ）  

 イ  （ 略 ）   イ  （ 略 ）  

 ロ  平 成 十 八 年 四 月 一 日 以 後 の 基 礎 在 職 期 間 に お け る

職 員 の 区 分 に つ い て の 表  

 ロ  平 成 十 八 年 四 月 一 日 以 後 の 基 礎 在 職 期 間 に お け る

職 員 の 区 分 に つ い て の 表  

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

 第 二 号 区 分 一  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て

い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 九 級 で あ

つ た も の  

  第 二 号 区 分  一  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て

い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 九 級 で あ

つ た も の  

 

  二  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 医 療 職 給 料 表 （一
）

の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 四 級 で

あ つ た も の の う ち 人 事 委 員 会 の 定 め る も

の  

   二  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 医 療 職 給 料 表 （一
）

の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 四 級 で

あ つ た も の の う ち 人 事 委 員 会 の 定 め る も

の  

 

  三  平 成 十 八 年 四 月 一 日 以 後 適 用 さ れ て い

る 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 （ 他 の 条 例 及 び 規 則 に お い て 引 用 す

る 場 合 を 含 む 。 以 下 「 平 成 十 八 年 四 月 以 後

の 任 期 付 研 究 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 条 第

一 項 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で 同

表 五 号 給 の 給 料 月 額 を 受 け て い た も の  

   三  平 成 十 八 年 四 月 一 日 以 後 適 用 さ れ て い

る 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 （ 他 の 条 例 及 び 規 則 に お い て 引 用 す

る 場 合 を 含 む 。 以 下 「 平 成 十 八 年 四 月 以 後

の 任 期 付 研 究 員 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 条 第

一 項 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い た 者 で 同

表 五 号 給 の 給 料 月 額 を 受 け て い た も の  

 

  四  平 成 十 八 年 四 月 一 日 以 後 適 用 さ れ て い

る 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る

条 例 （ 他 の 条 例 及 び 規 則 に お い て 、 引 用 し 、

又 は 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 「 平 成 十 八

年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員 条 例 」 と い う 。 ）

第 四 条 第 一 項 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い

た 者 で 同 表 六 号 給 の 給 料 月 額 を 受 け て い

た も の  

   四  平 成 十 八 年 四 月 一 日 以 後 適 用 さ れ て い

る 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る

条 例 （ 他 の 条 例 及 び 規 則 に お い て 、 引 用 し 、

又 は 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 「 平 成 十 八

年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員 条 例 」 と い う 。 ）

第 四 条 第 一 項 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い

た 者 で 同 表 六 号 給 の 給 料 月 額 を 受 け て い

た も の  

 

  五  警 察 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 六 十 二

号 ） 第 五 十 六 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 任

命 （ 以 下 「 特 定 任 命 」 と い う 。 ） に よ り 職

員 と な つ た 者 の う ち 、 平 成 十 八 年 四 月 一 日

以 後 適 用 さ れ て い る 一 般 職 の 職 員 の 給 与

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 九 十 五

号 ） （ 他 の 法 令 に お い て 、 引 用 し 、 準 用 し 、

又 は そ の 例 に よ る 場 合 を 含 む 。 以 下 「 平 成

十 八 年 四 月 以 後 の 一 般 職 給 与 法 」 と い う 。 ）

の 公 安 職 俸 給 表 （一
）

の 適 用 を 受 け て い た 者

で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 十 級 で あ つ た も

の  

     

  六  前 各 号 に 掲 げ る 者 に 準 ず る も の と し て

人 事 委 員 会 が 認 め る も の  

   五  前 各 号 に 掲 げ る 者 に 準 ず る も の と し て

人 事 委 員 会 が 認 め る も の  

 

 第 三 号 区 分  一  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て

い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 八 級 で あ

つ た も の  

  第 三 号 区 分  一  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て

い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 八 級 で あ

つ た も の  

 

  二  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 職 員 の 給 与 に 関    二  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 職 員 の 給 与 に 関  
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す る 条 例 の 公 安 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て

い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 九 級 で あ

つ た も の  

す る 条 例 の 公 安 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て

い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 九 級 で あ

つ た も の  

  三  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 医 療 職 給 料 表 （一
）

の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 四 級 で

あ つ た も の （ 第 二 号 区 分 の 項 第 二 号 に 掲 げ

る 者 を 除 く 。 ） の う ち 人 事 委 員 会 の 定 め る

も の  

   三  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 医 療 職 給 料 表 （一
）

の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 四 級 で

あ つ た も の （ 第 二 号 区 分 の 項 第 二 号 に 掲 げ

る 者 を 除 く 。 ） の う ち 人 事 委 員 会 の 定 め る

も の  

 

  四  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員 条 例

第 四 条 第 一 項 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い

た 者 で 同 表 五 号 給 の 給 料 月 額 を 受 け て い

た も の  

   四  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員 条 例

第 四 条 第 一 項 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い

た 者 で 同 表 五 号 給 の 給 料 月 額 を 受 け て い

た も の  

 

  五  特 定 任 命 に よ り 職 員 と な つ た 者 の う ち 、

平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 一 般 職 給 与 法 の 公

安 職 給 料 表 （一
）

の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ

の 属 す る 職 務 の 級 が 九 級 で あ つ た も の  

     

  六  前 各 号 に 掲 げ る 者 に 準 ず る も の と し て

人 事 委 員 会 が 認 め る も の  

   五  前 各 号 に 掲 げ る 者 に 準 ず る も の と し て

人 事 委 員 会 が 認 め る も の  

 

 第 四 号 区 分  一  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て

い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 七 級 で あ

つ た も の  

  第 四 号 区 分  一  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て

い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 七 級 で あ

つ た も の  

 

  二  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 公 安 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て

い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 八 級 で あ

つ た も の  

   二  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 公 安 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け て

い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 八 級 で あ

つ た も の  

 

  三  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 医 療 職 給 料 表 （一
）

の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 四 級 で

あ つ た も の （ 第 二 号 区 分 の 項 第 二 号 及 び 第

三 号 区 分 の 項 第 三 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ）  

   三  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 医 療 職 給 料 表 （一
）

の 適 用 を 受 け

て い た 者 で そ の 属 す る 職 務 の 級 が 四 級 で

あ つ た も の （ 第 二 号 区 分 の 項 第 二 号 及 び 第

三 号 区 分 の 項 第 三 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ）  

 

  四  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 研 究 員 条

例 の 第 五 条 第 一 項 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で 同 表 四 号 給 の 給 料 月 額 を 受 け

て い た も の  

   四  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 研 究 員 条

例 の 第 五 条 第 一 項 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け

て い た 者 で 同 表 四 号 給 の 給 料 月 額 を 受 け

て い た も の  

 

  五  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員 条 例

第 四 条 第 一 項 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い

た 者 で 同 表 四 号 給 の 給 料 月 額 を 受 け て い

た も の  

   五  平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 任 期 付 職 員 条 例

第 四 条 第 一 項 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い

た 者 で 同 表 四 号 給 の 給 料 月 額 を 受 け て い

た も の  

 

  六  特 定 任 命 に よ り 職 員 と な つ た 者 の う ち 、

平 成 十 八 年 四 月 以 後 の 一 般 職 給 与 法 の 公

安 職 給 料 表 （一
）

の 適 用 を 受 け て い た 者 で そ

の 属 す る 職 務 の 級 が 八 級 で あ つ た も の  

     

  七  前 各 号 に 掲 げ る 者 に 準 ず る も の と し て

人 事 委 員 会 が 認 め る も の  

   六  前 各 号 に 掲 げ る 者 に 準 ず る も の と し て

人 事 委 員 会 が 認 め る も の  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

  

（ 職 員 の 給 与 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 （ 職 員 の 給 与 の 支 給 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  
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  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  
（ 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 等 の 額 の 算 出 ）  （ 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 等 の 額 の 算 出 ）  

第 十 五 条 の 二  条 例 第 二 十 五 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ

れ 当 該 各 号 に 定 め る 時 間 に 、 毎 年 四 月 一 日 か ら 翌 年 の

三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 国 民 の 祝 日 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ） に 規 定 す る 休

日 （ 土 曜 日 に 当 た る 日 を 除 く 。 ） 及 び 十 二 月 二 十 九 日

か ら 翌 年 の 一 月 三 日 ま で の 日 （ 同 法 に 規 定 す る 休 日 及

び 日 曜 日 又 は 土 曜 日 に 当 た る 日 を 除 く 。 ） の 日 数 の 合

計 を 乗 じ て 得 た 数 と す る 。  

第 十 五 条 の 二  条 例 第 二 十 五 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ

れ 当 該 各 号 に 定 め る 時 間 に 、 毎 年 四 月 一 日 か ら 翌 年 の

三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 国 民 の 祝 日 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ） に 規 定 す る 休

日 （ 土 曜 日 に 当 た る 日 を 除 く 。 ） 及 び 十 二 月 二 十 九 日

か ら 翌 年 の 一 月 三 日 ま で の 日 （ 同 法 に 規 定 す る 休 日 及

び 日 曜 日 又 は 土 曜 日 に 当 た る 日 を 除 く 。 ） の 日 数 の 合

計 を 乗 じ て 得 た 数 と す る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第

一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員

（ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ）  

七 時 間 四 十 五 分 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 三 項 の 規

定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一

項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し た 数 を 乗 じ て 得 た 時

間  

二  法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第 二 十 八 条 の

五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二

項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 で 法 第 二 十 八 条 の

五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の

（ 以 下 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ）  七 時

間 四 十 五 分 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 三 項 の 規 定 に

よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に

規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し た 数 を 乗 じ て 得 た 時 間  

三 ・ 四  （ 略 ）  三 ・ 四  （ 略 ）  

（ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 の 給 料 月 額 の 端 数

計 算 ）  

（ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 の 給 料 月 額 の 端 数 計 算 ）  

第 十 七 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に つ い て 、 当 該 各 号 に

定 め る 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る

と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を も つ て 当 該 職 員 の

給 料 月 額 と す る 。  

第 十 七 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に つ い て 、 当 該 各 号 に

定 め る 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る

と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を も つ て 当 該 職 員 の

給 料 月 額 と す る 。  

一  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  条 例 第 八 条 の 二  一 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 条 例 第 八 条 の 二 第 二 項 

二  育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等  職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 育 児 休

業 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 八 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら

れ た 条 例 第 八 条 第 三 項 、 育 児 休 業 条 例 第 二 十 条 の 規

定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採

用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 七 十 二

号 ） 第 五 条 第 三 項 若 し く は 第 四 項 又 は 育 児 休 業 条 例

第 二 十 一 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 一 般 職 の 任

期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重 県

条 例 第 六 十 一 号 ） 第 四 条 第 二 項 若 し く は 第 三 項  

 二  育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等  職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 育 児 休

業 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 八 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら

れ た 条 例 第 八 条 第 四 項 若 し く は 第 八 条 の 二 第 一 項 、

育 児 休 業 条 例 第 二 十 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た

一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成

十 二 年 三 重 県 条 例 第 七 十 二 号 ） 第 五 条 第 三 項 若 し く

は 第 四 項 又 は 育 児 休 業 条 例 第 二 十 一 条 の 規 定 に よ り

読 み 替 え ら れ た 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第 四 条

第 二 項 若 し く は 第 三 項  

三  任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員  育 児 休 業 条 例 第 二 十 四 条

の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 条 例 第 八 条 第 三 項  

 三  任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員  育 児 休 業 条 例 第 二 十 四 条

の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 条 例 第 八 条 第 四 項  

  附  則    附  則  

１ ～ ６  （ 略 ）  １ ～ ６  （ 略 ）  

７  育 児 休 業 条 例 附 則 第 十 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ

た 条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 育 児 短

時 間 勤 務 職 員 等 に つ い て 、 同 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額

に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て

た 額 を も つ て 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 の 給 料 月 額

と す る 。  
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８  条 例 附 則 第 二 十 四 項 又 は 第 二 十 五 項 の 規 定 の 適 用 に

よ り 給 料 月 額 が 異 動 す る こ と と な つ た 職 員 に 対 し て

は 、 人 事 異 動 通 知 書 又 は こ れ に 代 わ る 文 書 に よ り そ の

旨 を 通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、 通 知 書 等 の 交 付 に

よ ら な い こ と を 適 当 と 認 め る 場 合 に は 、 適 当 な 方 法 を

も つ て 通 知 書 等 の 交 付 に 代 え る こ と が で き る 。  

 

 （ 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四 （ 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

 （ 手 当 の 支 給 ）   （ 手 当 の 支 給 ）  

第 二 十 九 条  （ 略 ）  第 二 十 九 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ）

第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若

し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 に 対 す る

月 額 手 当 の 額 は そ の 額 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 三 項

の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第

一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 、 地 方 公 務

員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十

号 ） 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 を し て い

る 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を

し て い る 職 員 に 対 す る 月 額 手 当 の 額 は そ の 額 に 勤 務

時 間 条 例 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の

者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除

し て 得 た 数 を 、 同 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用

さ れ た 職 員 に 対 す る 月 額 手 当 の 額 は そ の 額 に 勤 務 時

間 条 例 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者

の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し

て 得 た 数 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満

の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） と す

る 。  

３  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ）

第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第 二 十 八 条 の 五 第 一

項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定

に よ り 採 用 さ れ た 職 員 で 同 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項

に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の に 対 す る 月

額 手 当 の 額 は そ の 額 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 三 項 の

規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一

項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 、 地 方 公 務 員

の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ）

第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 を し て い る

職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し

て い る 職 員 に 対 す る 月 額 手 当 の 額 は そ の 額 に 勤 務 時

間 条 例 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者

の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し

て 得 た 数 を 、 同 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ

れ た 職 員 に 対 す る 月 額 手 当 の 額 は そ の 額 に 勤 務 時 間

条 例 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の

勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て

得 た 数 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の

端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。 

４ ・ ５  （ 略 ）  ４ ・ ５  （ 略 ）  

   附  則     附  則  

１ ～ 1
4  （ 略 ）  １ ～ 1
4  （ 略 ）  

（ 給 与 条 例 附 則 第 二 十 六 項 、 第 二 十 八 項 、 第 三 十 項 又

は 第 三 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 に

関 す る 手 当 の 額 ）  

 

1
5  給 与 条 例 附 則 第 二 十 六 項 、 第 二 十 八 項 、 第 三 十 項 又

は 第 三 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 に

関 す る 別 表 第 二 及 び 別 表 第 三 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 こ れ ら の 規 定 中 「 給 料 月 額 」 と あ る の は 、 「 給 料

月 額 と 給 与 条 例 附 則 第 二 十 六 項 、 第 二 十 八 項 、 第 三 十

項 又 は 第 三 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と の 合 計 額 」

と す る 。  

 

 （ 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 四 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 （ 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  
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改   正   後  改   正   前  

 （ 昇 格 の 場 合 の 号 給 ）   （ 昇 格 の 場 合 の 号 給 ）  
第 二 十 三 条  （ 略 ）  第 二 十 三 条  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

４  降 格 し た 職 員 を 当 該 降 格 後 最 初 に 昇 格 さ せ る 場 合 に

お い て 、 前 三 項 の 規 定 に よ り 決 定 さ れ る 号 給 が 部 内 の

他 の 職 員 と の 均 衡 を 著 し く 失 す る と 認 め ら れ る と き

は 、 前 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 あ ら か じ め 人 事 委 員

会 の 承 認 を 得 て 、 そ の 者 の 号 給 を 決 定 す る こ と が で き

る 。  

４  降 格 し た 職 員 を 当 該 降 格 後 最 初 に 昇 格 さ せ た 場 合 に

お け る そ の 者 の 号 給 は 、 前 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

人 事 委 員 会 の 定 め る 号 給 と す る 。  

 （ 降 格 の 場 合 の 号 給 ）   （ 降 格 の 場 合 の 号 給 ）  

第 二 十 四 条  職 員 を 降 格 さ せ た 場 合 に お け る そ の 者 の 号

給 は 、 そ の 者 に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 別 に 応 じ 、 か つ 、

降 格 し た 日 の 前 日 に 受 け て い た 号 給 に 対 応 す る 降 格

時 号 給 対 応 表 （ 別 表 第 八 ） に 定 め る 降 格 後 の 号 給 欄 に

定 め る 号 給 と す る 。  

第 二 十 四 条  職 員 を 降 格 さ せ た 場 合 に お け る そ の 者 の 号

給 は 、 降 格 し た 日 の 前 日 に 受 け て い た 号 給 と 同 じ 額 の

号 給 （ 同 じ 額 の 号 給 が な い と き は 、 直 近 下 位 の 額 の 号

給 ） と す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  前 二 項 の 規 定 に よ り 職 員 の 号 給 を 決 定 す る こ と が 著

し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 こ れ ら の 規

定 に か か わ ら ず 、 あ ら か じ め 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得

て 、 そ の 者 の 号 給 を 決 定 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合

に お い て 、 当 該 号 給 は 、 当 該 職 員 が 降 格 し た 日 の 前 日

に 受 け て い た 給 料 月 額 に 達 し な い 額 の 号 給 で な け れ

ば な ら な い 。  

３  前 二 項 の 規 定 に よ り 職 員 の 号 給 を 決 定 す る こ と が 著

し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 こ れ ら の 規

定 に か か わ ら ず 、 あ ら か じ め 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得

て 、 そ の 者 の 号 給 を 決 定 す る こ と が で き る 。  

 （ 特 定 の 職 員 に 対 す る 特 例 ）   （ 特 定 の 職 員 に 対 す る 特 例 ）  

第 四 十 三 条 の 三  （ 略 ）  第 四 十 三 条 の 三  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

４  第 一 項 の 職 を 占 め る 職 員 を 降 格 さ せ た 場 合 に お け る

そ の 者 の 降 格 し た 日 以 後 の 号 給 は 、 任 命 権 者 が 人 事 委

員 会 と 協 議 し て 定 め る 。  

 

 別 表 第 七 ヘ の 表 中 「 昇格後の号俸 」 を 「昇格後の号給 」 に 改 め 、 別 表 第 七 の 次 に 次 の 一 表 を 加 え る 。  

別表第八 降格時号給対応表（第二十四条関係） 

イ 行政職給料表降格時号給対応表 

降格した日の前日
に受けていた号給 

降 格 後 の 号 給 

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 9 級 

1 33 17 17 9 9 13 13 17 21 

2 33 18 18 10 10 14 14 18 22 

3 33 19 19 11 11 15 15 19 23 

4 34 20 20 12 12 16 16 20 24 

5 35 21 21 13 13 17 17 21 25 

6 36 22 22 14 14 18 18 22 26 

7 37 23 23 15 15 19 19 23 27 

8 39 24 24 16 16 20 20 24 28 

9 40 25 25 17 17 21 21 25 29 

10 42 26 26 18 18 22 22 26 30 

11 43 27 27 19 19 23 23 27 31 

12 44 28 28 20 20 24 24 28 32 

13 45 29 29 21 21 25 25 33 35 
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14 46 30 30 22 22 26 26 38 38 

15 47 31 31 23 23 27 27 43 41 

16 48 32 32 24 24 28 28 45 41 

17 49 33 33 25 25 29 29 45 41 

18 50 34 34 26 26 30 30 45 41 

19 51 35 35 27 27 31 31 45 41 

20 52 36 36 28 28 32 32 45 41 

21 53 37 37 29 29 34 33 45 41 

22 54 38 38 30 30 36 34 45  

23 55 39 39 31 31 38 35 45  

24 56 40 40 32 32 40 36 45  

25 58 41 41 33 33 42 38 45  

26 60 42 42 34 34 44 40 45  

27 62 43 43 35 35 46 42 45  

28 64 44 44 36 36 48 47 45  

29 66 45 45 37 37 52 52 45  

30 68 46 46 38 38 56 57 45  

31 70 47 47 39 39 67 61 45  

32 72 48 48 40 40 80 61 45  

33 74 49 49 41 41 82 61 45  

34 76 50 50 42 42 84 61 45  

35 78 51 51 43 43 85 61 45  

36 80 52 52 44 44 85 61 45  

37 81 53 53 45 45 85 61 45  

38 82 54 54 46 46 85 61 45  

39 83 55 55 47 47 85 61 45  

40 84 56 56 48 48 85 61 45  

41 86 58 57 49 50 85 61 45  

42 88 60 58 50 52 85 61   

43 90 62 59 51 54 85 61   

44 92 64 60 52 56 85 61   

45 93 66 63 53 58 85 61   

46 93 68 66 54 60 85    

47 93 70 69 55 62 85    

48 93 72 72 56 64 85    

49 93 76 75 57 66 85    

50 93 80 78 58 76 85    

51 93 84 81 59 88 85    

52 93 88 84 60 92 85    

53 93 93 88 61 93 85    

54 93 98 92 62 93 85    

55 93 103 97 63 93 85    

56 93 109 102 64 93 85    

57 93 115 107 65 93 85    

58 93 121 112 66 93 85    
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59 93 125 113 67 93 85    

60 93 125 113 68 93 85    

61 93 125 113 69 93 85    

62 93 125 113 70 93     

63 93 125 113 71 93     

64 93 125 113 72 93     

65 93 125 113 73 93     

66 93 125 113 74 93     

67 93 125 113 75 93     

68 93 125 113 80 93     

69 93 125 113 85 93     

70 93 125 113 88 93     

71 93 125 113 89 93     

72 93 125 113 90 93     

73 93 125 113 91 93     

74 93 125 113 92 93     

75 93 125 113 93 93     

76 93 125 113 93 93     

77 93 125 113 93 93     

78 93 125 113 93 93     

79 93 125 113 93 93     

80 93 125 113 93 93     

81 93 125 113 93 93     

82 93 125 113 93 93     

83 93 125 113 93 93     

84 93 125 113 93 93     

85 93 125 113 93 93     

86 93 125 113 93      

87 93 125 113 93      

88 93 125 113 93      

89 93 125 113 93      

90 93 125 113 93      

91 93 125 113 93      

92 93 125 113 93      

93 93 125 113 93      

94 93 125        

95 93 125        

96 93 125        

97 93 125        

98 93 125        

99 93 125        

100 93 125        

101 93 125        

102 93 125        

103 93 125        
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104 93 125        

105 93 125        

106 93 125        

107 93 125        

108 93 125        

109 93 125        

110 93 125        

111 93 125        

112 93 125        

113 93 125        

114 93         

115 93         

116 93         

117 93         

118 93         

119 93         

120 93         

121 93         

122 93         

123 93         

124 93         

125 93         

ロ 公安職給料表降格時号給対応表 

降格した日の前日
に受けていた号給 

降 格 後 の 号 給 

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 

1 9 13 17 25 9 9 13 13 

2 9 13 18 26 10 10 14 14 

3 9 13 19 27 11 11 15 15 

4 11 14 20 28 12 12 16 16 

5 12 15 21 29 13 13 17 17 

6 13 16 22 30 14 14 18 18 

7 13 17 23 31 15 15 19 19 

8 15 18 24 32 16 16 20 20 

9 16 19 25 33 17 17 21 21 

10 17 20 26 34 18 18 22 22 

11 18 21 27 35 19 19 23 23 

12 19 22 28 36 20 20 24 24 

13 20 23 29 37 21 21 25 25 

14 21 24 30 38 22 22 26 26 

15 22 26 31 39 23 23 27 27 

16 23 27 32 40 24 24 28 28 

17 24 28 33 41 25 25 29 29 

18 25 29 34 42 26 26 30 30 

19 26 30 35 43 27 27 31 31 

20 27 31 36 44 28 28 32 32 
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21 28 32 37 45 29 29 33 33 

22 29 33 38 46 30 30 34 34 

23 30 35 39 47 31 31 35 35 

24 31 36 40 48 32 32 36 36 

25 32 36 41 49 33 33 37 37 

26 33 37 42 50 34 34 38 38 

27 34 39 43 51 35 35 39 39 

28 35 40 44 52 36 36 40 40 

29 36 41 45 53 37 37 41 43 

30 37 42 46 54 38 38 42 49 

31 38 43 47 55 39 39 43 55 

32 39 44 48 56 40 40 44 61 

33 40 45 49 57 41 41 45 61 

34 42 46 50 58 42 42 46 61 

35 43 47 51 59 43 43 47 61 

36 44 48 52 60 44 44 48 61 

37 45 49 53 61 45 45 49 61 

38 46 50 54 62 46 46 50 61 

39 47 51 55 63 47 47 51 61 

40 48 52 56 64 48 48 52 61 

41 49 53 57 65 49 49 54 61 

42 50 54 58 66 50 50 56 61 

43 51 55 59 67 51 51 58 61 

44 52 56 60 68 52 52 68 61 

45 53 57 61 70 53 53 79 61 

46 54 58 62 72 54 54 82  

47 55 58 63 74 55 55 85  

48 56 59 64 76 56 56 85  

49 57 60 65 77 57 59 85  

50 58 61 66 78 58 62 85  

51 59 62 67 79 59 65 85  

52 60 64 68 80 60 75 85  

53 61 65 69 81 61 87 85  

54 62 66 70 82 62 90 85  

55 63 67 71 83 63 93 85  

56 64 68 72 84 64 93 85  

57 65 69 73 86 65 93 85  

58 66 70 74 88 66 93 85  

59 67 71 75 90 67 93 85  

60 68 72 76 92 68 93 85  

61 69 73 77 95 69 93 85  

62 70 74 78 98 70 93   

63 71 75 79 101 71 93   

64 72 76 80 104 72 93   

65 73 77 81 105 73 93   
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66 74 78 82 106 74 93   

67 75 79 83 107 75 93   

68 76 80 84 116 78 93   

69 77 81 86 125 79 93   

70 78 82 88 125 80 93   

71 79 83 90 125 81 93   

72 80 84 92 125 82 93   

73 81 85 93 125 83 93   

74 82 86 94 125 84 93   

75 83 87 95 125 85 93   

76 84 88 96 125 86 93   

77 85 89 97 125 87 93   

78 86 90 98 125 88 93   

79 87 91 99 125 89 93   

80 88 92 100 125 90 93   

81 90 93 101 125 91 93   

82 92 94 102 125 92 93   

83 94 95 103 125 93 93   

84 96 96 104 125 93 93   

85 97 97 105 125 93 93   

86 98 98 106 125 93    

87 99 99 107 125 93    

88 100 100 108 125 93    

89 101 102 110 125 93    

90 102 104 112 125 93    

91 103 106 114 125 93    

92 104 108 116 125 93    

93 106 109 118 125 93    

94 108 110 120      

95 110 111 122      

96 112 112 132      

97 114 113 137      

98 116 114 138      

99 118 115 139      

100 120 116 141      

101 122 119 141      

102 124 122 141      

103 125 125 141      

104 125 128 141      

105 125 131 141      

106 125 134 141      

107 125 137 141      

108 125 140 141      

109 125 142 141      

110 125 144 141      
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111 125 145 141      

112 125 145 141      

113 125 145 141      

114 125 145 141      

115 125 145 141      

116 125 145 141      

117 125 145 141      

118 125 145 141      

119 125 145 141      

120 125 145 141      

121 125 145 141      

122 125 145 141      

123 125 145 141      

124 125 145 141      

125 125 145 141      

126 125 145       

127 125 145       

128 125 145       

129 125 145       

130 125 145       

131 125 145       

132 125 145       

133 125 145       

134 125 145       

135 125 145       

136 125 145       

137 125 145       

138 125 145       

139 125 145       

140 125 145       

141 125 145       

142 125        

143 125        

144 125        

145 125        

ハ 研究職給料表降格時号給対応表 

降格した日の前日
に受けていた号給 

降 格 後 の 号 給 

1 級 2 級 3 級 4 級 

1 25 33 17 21 

2 26 34 18 22 

3 27 35 19 23 

4 28 36 20 24 

5 29 37 21 26 

6 30 38 22 28 

7 31 39 23 30 
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8 32 40 24 32 

9 33 41 25 33 

10 34 42 26 34 

11 35 43 27 35 

12 36 44 28 36 

13 37 45 29 37 

14 38 46 30 38 

15 39 47 31 39 

16 40 48 32 40 

17 41 50 33 42 

18 42 52 34 44 

19 43 54 35 46 

20 44 56 36 48 

21 46 58 38 49 

22 48 60 40 50 

23 50 62 42 51 

24 52 64 44 52 

25 53 66 46 54 

26 54 68 48 56 

27 55 70 50 58 

28 56 72 52 60 

29 59 74 53 62 

30 62 76 54 64 

31 65 78 55 66 

32 68 80 56 68 

33 69 83 58 69 

34 70 86 60 69 

35 71 89 62 69 

36 72 92 64 69 

37 74 95 67 69 

38 76 98 70 69 

39 78 101 74 69 

40 80 106 78 69 

41 82 111 82 69 

42 84 116 86 69 

43 86 121 89 69 

44 88 121 89 69 

45 89 121 89 69 

46 90 121 89 69 

47 91 121 89 69 

48 92 121 89 69 

49 93 121 89 69 

50 94 121 89 69 

51 95 121 89 69 

52 96 121 89 69 
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53 97 121 89 69 

54 98 121 89 69 

55 99 121 89 69 

56 100 121 89 69 

57 102 121 89 69 

58 104 121 89  

59 106 121 89  

60 108 121 89  

61 112 121 89  

62 116 121 89  

63 120 121 89  

64 121 121 89  

65 121 121 89  

66 121 121 89  

67 121 121 89  

68 121 121 89  

69 121 121 89  

70 121 121   

71 121 121   

72 121 121   

73 121 121   

74 121 121   

75 121 121   

76 121 121   

77 121 121   

78 121 121   

79 121 121   

80 121 121   

81 121 121   

82 121 121   

83 121 121   

84 121 121   

85 121 121   

86 121 121   

87 121 121   

88 121 121   

89 121 121   

90 121    

91 121    

92 121    

93 121    

94 121    

95 121    

96 121    

97 121    
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98 121    

99 121    

100 121    

101 121    

102 121    

103 121    

104 121    

105 121    

106 121    

107 121    

108 121    

109 121    

110 121    

111 121    

112 121    

113 121    

114 121    

115 121    

116 121    

117 121    

118 121    

119 121    

120 121    

121 121    

ニ 医療職給料表（一）降格時号給対応表 

降格した日の前日
に受けていた号給 

降 格 後 の 号 給 

1 級 2 級 3 級 

1 21 17 25 

2 22 18 26 

3 23 19 27 

4 24 20 28 

5 25 21 29 

6 26 22 30 

7 27 23 31 

8 28 24 32 

9 29 25 33 

10 30 26 34 

11 31 27 35 

12 32 28 36 

13 33 29 37 

14 34 30 38 

15 35 31 39 

16 36 32 40 

17 37 33 41 

18 38 34 42 
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19 39 35 43 

20 40 36 44 

21 41 37 45 

22 42 38 46 

23 43 39 47 

24 44 40 48 

25 45 41 49 

26 46 42 50 

27 47 43 51 

28 50 44 52 

29 53 45 53 

30 56 46 54 

31 59 47 55 

32 62 48 56 

33 65 49 57 

34 65 50 58 

35 65 51 59 

36 65 52 60 

37 65 54 62 

38 65 56 64 

39 65 58 66 

40 65 60 68 

41 65 62 70 

42 65 64 74 

43 65 66 78 

44 65 68 82 

45 65 71 86 

46 65 74 88 

47 65 77 89 

48 65 82 89 

49 65 87 89 

50 65 92 89 

51 65 97 89 

52 65 97 89 

53 65 97 89 

54 65 97 89 

55 65 97 89 

56 65 97 89 

57 65 97 89 

58 65 97 89 

59 65 97 89 

60 65 97 89 

61 65 97 89 

62 65 97 89 

63 65 97 89 
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64 65 97 89 

65 65 97 89 

66 65 97  

67 65 97  

68 65 97  

69 65 97  

70 65 97  

71 65 97  

72 65 97  

73 65 97  

74 65 97  

75 65 97  

76 65 97  

77 65 97  

78 65 97  

79 65 97  

80 65 97  

81 65 97  

82 65 97  

83 65 97  

84 65 97  

85 65 97  

86 65 97  

87 65 97  

88 65 97  

89 65 97  

90 65   

91 65   

92 65   

93 65   

94 65   

95 65   

96 65   

97 65   

ホ 医療職給料表（二）降格時号給対応表 

降格した日の前日
に受けていた号給 

降 格 後 の 号 給 

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 

1 21 17 33 17 17 

2 22 18 34 18 18 

3 23 19 35 19 19 

4 24 20 36 20 20 

5 25 21 37 21 21 

6 26 22 38 22 22 

7 27 23 39 23 23 

8 28 24 40 24 24 
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9 29 25 41 25 25 

10 30 26 42 26 26 

11 31 27 43 27 27 

12 32 28 44 28 28 

13 33 29 45 29 29 

14 34 30 46 30 30 

15 35 31 47 31 31 

16 36 32 48 32 32 

17 37 33 49 33 33 

18 38 34 50 34 34 

19 39 35 51 35 35 

20 40 36 52 36 36 

21 41 37 54 37 38 

22 42 38 56 38 40 

23 43 39 58 39 42 

24 44 40 60 40 44 

25 45 41 61 41 50 

26 46 42 62 42 56 

27 47 43 63 43 62 

28 48 44 64 44 65 

29 50 45 66 45 65 

30 52 46 68 46 65 

31 54 47 70 47 65 

32 56 48 72 48 65 

33 57 49 76 50 65 

34 58 50 80 52 65 

35 59 51 84 54 65 

36 60 52 88 56 65 

37 62 53 94 59 65 

38 64 54 101 62 65 

39 66 55 108 65 65 

40 68 56 113 69 65 

41 70 57 113 73 65 

42 72 58 113 77 65 

43 74 59 113 81 65 

44 76 60 113 85 65 

45 78 61 113 85 65 

46 80 62 113 85 65 

47 82 63 113 85 65 

48 84 64 113 85 65 

49 85 65 113 85 65 

50 85 66 113 85 65 

51 85 67 113 85 65 

52 85 68 113 85 65 

53 85 70 113 85 65 
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54 85 72 113 85  

55 85 74 113 85  

56 85 76 113 85  

57 85 78 113 85  

58 85 80 113 85  

59 85 82 113 85  

60 85 84 113 85  

61 85 91 113 85  

62 85 98 113 85  

63 85 105 113 85  

64 85 105 113 85  

65 85 105 113 85  

66 85 105 113   

67 85 105 113   

68 85 105 113   

69 85 105 113   

70 85 105 113   

71 85 105 113   

72 85 105 113   

73 85 105 113   

74 85 105 113   

75 85 105 113   

76 85 105 113   

77 85 105 113   

78 85 105 113   

79 85 105 113   

80 85 105 113   

81 85 105 113   

82 85 105 113   

83 85 105 113   

84 85 105 113   

85 85 105 113   

86 85 105    

87 85 105    

88 85 105    

89 85 105    

90 85 105    

91 85 105    

92 85 105    

93 85 105    

94 85 105    

95 85 105    

96 85 105    

97 85 105    

98 85 105    
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99 85 105    

100 85 105    

101 85 105    

102 85 105    

103 85 105    

104 85 105    

105 85 105    

106  105    

107  105    

108  105    

109  105    

110  105    

111  105    

112  105    

113  105    

ヘ 医療職給料表（三）降格時号給対応表 

降格した日の前日
に受けていた号給 

降 格 後 の 号 給 

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 

1 17 25 13 17 21 

2 17 26 14 18 22 

3 17 27 15 19 23 

4 18 28 16 20 24 

5 19 29 17 21 25 

6 20 30 18 22 26 

7 21 31 19 23 27 

8 22 32 20 24 28 

9 23 33 21 25 29 

10 24 34 22 26 30 

11 26 35 23 27 31 

12 27 36 24 28 32 

13 28 37 25 29 33 

14 29 38 26 30 34 

15 30 39 27 31 35 

16 32 40 28 32 36 

17 33 41 29 33 37 

18 34 42 30 34 38 

19 35 43 31 35 39 

20 36 44 32 36 40 

21 37 45 33 37 41 

22 38 46 34 38 42 

23 39 47 35 39 43 

24 40 48 36 40 44 

25 41 49 37 41 45 

26 42 50 38 42 46 

27 43 51 39 43 47 
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28 44 52 40 44 48 

29 45 53 41 45 50 

30 46 54 42 46 52 

31 47 55 43 47 54 

32 48 56 44 48 56 

33 49 57 45 49 58 

34 50 58 46 50 60 

35 51 59 47 51 62 

36 52 60 48 52 64 

37 53 61 49 53 66 

38 54 62 50 54 68 

39 55 63 51 55 70 

40 56 64 52 56 72 

41 57 65 53 57 78 

42 58 66 54 58 84 

43 59 67 55 59 90 

44 60 68 56 60 93 

45 61 69 57 61 93 

46 62 70 58 62 93 

47 63 71 59 63 93 

48 64 72 60 64 93 

49 65 73 61 65 93 

50 66 74 62 66 93 

51 67 75 63 67 93 

52 68 76 64 68 93 

53 69 77 65 70 93 

54 70 78 66 72 93 

55 71 79 67 74 93 

56 72 80 68 76 93 

57 73 81 69 77 93 

58 74 82 70 78 93 

59 75 83 71 79 93 

60 76 84 72 80 93 

61 77 85 73 82 93 

62 78 86 74 84 93 

63 79 87 75 86 93 

64 80 88 76 88 93 

65 82 89 77 90 93 

66 84 90 78 92 93 

67 86 91 79 94 93 

68 88 92 80 98 93 

69 89 93 81 102 93 

70 90 94 82 106  

71 91 95 83 110  

72 92 96 84 112  
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73 94 97 85 113  

74 96 98 86 113  

75 98 99 87 113  

76 100 100 88 113  

77 101 101 89 113  

78 102 102 90 113  

79 103 103 91 113  

80 104 104 92 113  

81 108 107 93 113  

82 112 110 94 113  

83 116 113 95 113  

84 120 116 96 113  

85 124 120 98 113  

86 128 124 100 113  

87 132 128 102 113  

88 136 132 104 113  

89 140 135 105 113  

90 144 140 106 113  

91 148 145 107 113  

92 152 150 110 113  

93 156 153 113 113  

94 160 153 116   

95 164 153 119   

96 168 153 122   

97 169 153 125   

98 169 153 125   

99 169 153 125   

100 169 153 125   

101 169 153 125   

102 169 153 125   

103 169 153 125   

104 169 153 125   

105 169 153 125   

106 169 153 125   

107 169 153 125   

108 169 153 125   

109 169 153 125   

110 169 153 125   

111 169 153 125   

112 169 153 125   

113 169 153 125   

114 169 153    

115 169 153    

116 169 153    

117 169 153    
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118 169 153    

119 169 153    

120 169 153    

121 169 153    

122 169 153    

123 169 153    

124 169 153    

125 169 153    

126 169     

127 169     

128 169     

129 169     

130 169     

131 169     

132 169     

133 169     

134 169     

135 169     

136 169     

137 169     

138 169     

139 169     

140 169     

141 169     

142 169     

143 169     

144 169     

145 169     

146 169     

147 169     

148 169     

149 169     

150 169     

151 169     

152 169     

153 169     

 備考 これらの表の降格後の号給欄中「1 級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。 

 （ 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 五 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 （ 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 に 係 る 通 勤 手 当 の

減 額 ）  

（ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 に 係 る 通 勤 手 当 の 減 額 ）  

第 七 条 の 二  条 例 第 十 三 条 第 二 項 第 二 号 （ 職 員 の 育 児 休

業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） 第 十

八 条 若 し く は 第 二 十 四 条 又 は 職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業
第 七 条 の 二  条 例 第 十 三 条 第 二 項 第 二 号 （ 職 員 の 育 児 休

業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） 第 十

八 条 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す
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に 関 す る 条 例 （ 令 和 四 年 三 重 県 条 例 第 二 十 七 号 ） 第 三

条 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 平 均 一 箇 月

当 た り の 通 勤 所 要 回 数 が 十 回 に 満 た な い 職 員 と し 、 同

号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 は 、 百 分 の 五 十 と す

る 。  

る 場 合 を 含 む 。 ） の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、

平 均 一 箇 月 当 た り の 通 勤 所 要 回 数 が 十 回 に 満 た な い

職 員 と し 、 同 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 は 、 百

分 の 五 十 と す る 。  

（ 支 給 単 位 期 間 ）  （ 支 給 単 位 期 間 ）  

第 十 六 条 の 三  （ 略 ）  第 十 六 条 の 三  （ 略 ）  

２  前 項 第 一 号 に 掲 げ る 交 通 機 関 等 に つ い て 、 次 の 各 号

の い ず れ か に 掲 げ る 事 由 （ 前 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事

由 に 該 当 す る 事 由 に 限 る 。 ） が 前 項 第 一 号 に 定 め る 期

間 に 係 る 最 後 の 月 の 前 月 以 前 に 生 ず る こ と が 当 該 期

間 に 係 る 最 初 の 月 の 初 日 に お い て 明 ら か で あ る 場 合

に は 、 当 該 事 由 が 生 ず る こ と と な る 日 の 属 す る 月 （ そ

の 日 が 月 の 初 日 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 そ の 日 の 属 す

る 月 の 前 月 ） ま で の 期 間 に つ い て 、 同 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に 準 じ て 支 給 単 位 期 間 を 定 め る こ

と が で き る 。  
２  前 項 第 一 号 に 掲 げ る 交 通 機 関 等 に つ い て 、 次 の 各 号

の い ず れ か に 掲 げ る 事 由 （ 前 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事

由 に 該 当 す る 事 由 に 限 る 。 ） が 前 項 第 一 号 に 定 め る 期

間 に 係 る 最 後 の 月 の 前 月 以 前 に 生 ず る こ と が 当 該 期

間 に 係 る 最 初 の 月 の 初 日 に お い て 明 ら か で あ る 場 合

に は 、 当 該 事 由 が 生 ず る こ と と な る 日 の 属 す る 月 （ そ

の 日 が 月 の 初 日 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 そ の 日 の 属 す

る 月 の 前 月 ） ま で の 期 間 に つ い て 、 同 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に 準 じ て 支 給 単 位 期 間 を 定 め る こ

と が で き る 。  

 一  法 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ る 退 職 そ の 他

の 離 職 を す る こ と 。  

 一  法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 退 職 そ の 他

の 離 職 を す る こ と 。  

二 ～ 五  （ 略 ）   二 ～ 五  （ 略 ）  

（ 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 六 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 二 （ 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 手 当 の 額 ）  （ 手 当 の 額 ）  

第 三 条  前 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 職 員 の う ち 地

方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二

条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ

た 職 員 （ 次 項 に お い て 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」

と い う 。 ） 以 外 の 職 員 に 支 給 す る 手 当 の 月 額 は 、 当 該

職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 別 並 び に 当 該 職 員 の 属 す

る 職 務 の 級 及 び 当 該 職 に 係 る 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 区 分 （ 次 項 に お い て 「 職 の 区 分 」 と い う 。 ） に 応 じ 、

別 表 第 二 の 手 当 額 欄 に 定 め る 額 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休

業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 条 第

一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 及 び

同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職

員 に あ つ て は そ の 額 に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 こ の 項 及 び

次 項 に お い て 「 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 二

項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条

第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 、 同 法 第

十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 に あ つ て

は そ の 額 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ り

定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す

る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額

と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端

数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） と す る 。  

第 三 条  前 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 職 員 の う ち 地

方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条

の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二

項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 次 項 に お い て 「 再 任

用 職 員 」 と い う 。 ） 以 外 の 職 員 に 支 給 す る 手 当 の 月 額

は 、 当 該 職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 別 並 び に 当 該 職 員

の 属 す る 職 務 の 級 及 び 当 該 職 に 係 る 前 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 区 分 （ 次 項 に お い て 「 職 の 区 分 」 と い う 。 ）

に 応 じ 、 別 表 第 二 の 手 当 額 欄 に 定 め る 額 （ 地 方 公 務 員

の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ）

第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 を し て い る

職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し

て い る 職 員 （ 次 項 に お い て 「 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 」

と い う 。 ） に あ つ て は そ の 額 に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇

等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 こ

の 項 及 び 次 項 に お い て 「 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ） 第

三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時

間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数

（ 次 項 に お い て 「 算 出 率 」 と い う 。 ） を 、 同 法 第 十 八

条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 に あ つ て は そ

の 額 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 定 め

ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤

務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 と し 、
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そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切

り 捨 て た 額 と す る 。 ） と す る 。  
２  前 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 職 員 の う ち 定 年 前

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 支 給 す る 手 当 の 月 額 は 、 当 該

職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 別 並 び に 当 該 職 員 の 属 す る

職 務 の 級 及 び 当 該 職 の 区 分 に 応 じ 、 別 表 第 三 の 手 当 額

欄 に 定 め る 額 に 、 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 三 項 の 規 定 に

よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定

す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ

の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り

捨 て た 額 と す る 。  

２  前 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 職 員 の う ち 再 任 用

職 員 に 支 給 す る 手 当 の 月 額 は 、 当 該 職 員 に 適 用 さ れ る

給 料 表 の 別 並 び に 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 及 び 当 該

職 の 区 分 に 応 じ 、 別 表 第 三 の 手 当 額 欄 に 定 め る 額 （ 法

第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占

め る も の に あ つ て は そ の 額 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 三

項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第

一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 、 育 児 短 時

間 勤 務 職 員 等 に あ つ て は そ の 額 に 算 出 率 を そ れ ぞ れ 乗

じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き

は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） と す る 。  

   附  則     附  則  

１ ～ ４  （ 略 ）  １ ～ ４  （ 略 ）  

 （ 条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 支

給 額 ）  

 

５  条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対

す る 第 三 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、

同 項 中 の 「 定 め る 額 」 と あ る の は 、 「 定 め る 額 に 百 分 の

七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を

生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の

端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 ） 」 と す

る 。  

  

 （ 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 七 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 五 （ 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 支 給 要 件 ）  （ 支 給 要 件 ）  

第 三 条  農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 は 、 前 条 各 号 に 掲 げ る 職

員 で あ つ て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 以 外 の

者 に 支 給 す る 。  

第 三 条  農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 は 、 前 条 各 号 に 掲 げ る 職

員 で あ つ て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 以 外 の

者 に 支 給 す る 。  

 一  （ 略 ）   一  （ 略 ）  

二 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ）

第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若

し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 、 地 方 公

務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百

十 号 。 こ の 号 に お い て 「 育 児 休 業 法 」 と い う 。 ） 第 十

条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 を し て い る 職

員 、 育 児 休 業 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を

し て い る 職 員 及 び 育 児 休 業 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定

に よ り 採 用 さ れ た 職 員 に 対 す る 前 号 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 同 号 中 「 休 日 等 を 除 い た 日 」 と あ る の は

「 休 日 等 の 事 由 に よ り 勤 務 を し て い な い 時 間 を 除 い

た 時 間 」 と 、 「 勤 務 日 等 」 と あ る の は 「 勤 務 時 間 等 」

と 、 「 し て い る 日 」 と あ る の は 「 し て い る 時 間 」 と 、

「 受 け て い る 日 」 と あ る の は 「 受 け て い る 時 間 」 と 、

「 し て い な い 日 」 と あ る の は 「 し て い な い 時 間 」 と

す る 。  

 二  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ）

第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第 二 十 八 条 の 五 第 一

項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定

に よ り 採 用 さ れ た 職 員 で 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 の

五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の 、

地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法

律 第 百 十 号 。 こ の 号 に お い て 「 育 児 休 業 法 」 と い う 。 ）

第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 を し て い る

職 員 、 育 児 休 業 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務

を し て い る 職 員 及 び 育 児 休 業 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規

定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 に 対 す る 前 号 の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 同 号 中 「 休 日 等 を 除 い た 日 」 と あ る の

は 「 休 日 等 の 事 由 に よ り 勤 務 を し て い な い 時 間 を 除

い た 時 間 」 と 、 「 勤 務 日 等 」 と あ る の は 「 勤 務 時 間 等 」

と 、 「 し て い る 日 」 と あ る の は 「 し て い る 時 間 」 と 、

「 受 け て い る 日 」 と あ る の は 「 受 け て い る 時 間 」 と 、

「 し て い な い 日 」 と あ る の は 「 し て い な い 時 間 」 と
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す る 。  

 第 五 条  職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 （ 平 成 十 八 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ） 附 則 第 八 項 か ら 第

十 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 に 関 す

る 第 四 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 給 料 月 額 」

と あ る の は 、 「 給 料 月 額 と 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 三 重 県 条 例 第 十

号 ） 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 の 額

と の 合 計 額 」 と す る 。  

第 五 条  （ 略 ）  第 六 条  （ 略 ）  

附  則     附  則  

１ ～ ４  （ 略 ）  １ ～ ４  （ 略 ）  

（ 条 例 附 則 第 二 十 六 項 、 第 三 十 項 又 は 第 三 十 一 項 の 規

定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 に 関 す る 手 当 の 額 ）  

 

５  条 例 附 則 第 二 十 六 項 、 第 三 十 項 又 は 第 三 十 一 項 の 規

定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 に 対 す る 第 四 条 の 規

定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 給 料 月 額 」 と あ る の は 、

「 給 料 月 額 と 条 例 附 則 第 二 十 六 項 、 第 三 十 項 又 は 第 三

十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と の 合 計 額 」 と す る 。  

 

（ 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 八 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 第 七 ― 一 六 （ 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 二 条  条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 後 段 の 規 則 で 定 め る 職 員

は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と し 、 こ れ ら の 職 員 に は 、 期 末 手

当 を 支 給 し な い 。  

第 二 条  条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 後 段 の 規 則 で 定 め る 職 員

は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と し 、 こ れ ら の 職 員 に は 、 期 末 手

当 を 支 給 し な い 。  

 一  （ 略 ）   一  （ 略 ）  

二  そ の 退 職 の 後 基 準 日 ま で の 間 に お い て 、 次 に 掲 げ

る 者 で あ つ て 非 常 勤 の 職 員 （ 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一

項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定

に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 、 育 児 休 業 法 第 十 八 条 第 一 項 の

規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 任 期 付 短 時 間 勤

務 職 員 」 と い う 。 ） 又 は 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費

用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県

条 例 第 一 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 企 業 庁 又 は 病 院

事 業 庁 に お い て 、 当 該 条 例 の 規 定 の 例 に よ る 職 員 を

含 む 。 ） の う ち 期 末 手 当 の 支 給 対 象 者 で あ る も の （ 以

下 「 会 計 年 度 任 用 職 員 」 と い う 。 ） 若 し く は 公 立 学 校

の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当

に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第 三 号 ） の 適 用

を 受 け る 職 員 の う ち 期 末 手 当 の 支 給 対 象 者 で あ る も

の （ 以 下 「 公 立 学 校 会 計 年 度 任 用 職 員 」 と い う 。 ） そ

の 他 人 事 委 員 会 の 定 め る 者 を 除 く 。 ） 以 外 の 職 員 と な

つ た も の  

二  そ の 退 職 の 後 基 準 日 ま で の 間 に お い て 、 次 に 掲 げ

る 者 で あ つ て 非 常 勤 の 職 員 （ 法 第 二 十 八 条 の 四 第 一

項 若 し く は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の

六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職

員 （ 以 下 「 再 任 用 職 員 」 と い う 。 ） で 法 第 二 十 八 条 の

五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の

（ 以 下 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 、 育 児 休

業 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員

（ 以 下 「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 又 は 会 計

年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す

る 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） の 適 用 を 受 け

る 職 員 （ 企 業 庁 又 は 病 院 事 業 庁 に お い て 、 当 該 条 例

の 規 定 の 例 に よ る 職 員 を 含 む 。 ） の う ち 期 末 手 当 の 支

給 対 象 者 で あ る も の （ 以 下 「 会 計 年 度 任 用 職 員 」 と

い う 。 ） 若 し く は 公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報

酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年

三 重 県 条 例 第 三 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 期 末

手 当 の 支 給 対 象 者 で あ る も の （ 以 下 「 公 立 学 校 会 計

年 度 任 用 職 員 」 と い う 。 ） そ の 他 人 事 委 員 会 の 定 め る

者 を 除 く 。 ） 以 外 の 職 員 と な つ た も の  

イ ～ ヌ  （ 略 ）  イ ～ ヌ  （ 略 ）  

三  そ の 退 職 に 引 き 続 き 他 の 地 方 公 共 団 体 の 職 員 、 三  三  そ の 退 職 に 引 き 続 き 他 の 地 方 公 共 団 体 の 職 員 、 三
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重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条

例 第 六 十 一 号 ） 第 七 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 一 般

地 方 独 立 行 政 法 人 の 職 員 及 び 同 条 例 第 八 条 の 二 第 一

項 に 規 定 す る 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 、

国 家 公 務 員 、 独 立 行 政 法 人 （ 独 立 行 政 法 人 通 則 法 （ 平

成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 独

立 行 政 法 人 を い う 。 ） の 職 員 若 し く は 国 立 大 学 法 人

（ 国 立 大 学 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 二 号 ） 第

二 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 立 大 学 法 人 を い う 。 ） の 職 員

の う ち 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 者 （ 非 常 勤 で あ る 者 に

あ つ て は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 、 任 期 付 短

時 間 勤 務 職 員 そ の 他 人 事 委 員 会 の 定 め る 者 に 限 る 。 ）

又 は 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 第

十 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 退 職 派 遣 者 と な つ た も の  

重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条

例 第 六 十 一 号 ） 第 七 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 一 般

地 方 独 立 行 政 法 人 の 職 員 及 び 同 条 例 第 八 条 の 二 第 一

項 に 規 定 す る 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 、

国 家 公 務 員 、 独 立 行 政 法 人 （ 独 立 行 政 法 人 通 則 法 （ 平

成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 独

立 行 政 法 人 を い う 。 ） の 職 員 若 し く は 国 立 大 学 法 人

（ 国 立 大 学 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 二 号 ） 第

二 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 立 大 学 法 人 を い う 。 ） の 職 員

の う ち 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 者 （ 非 常 勤 で あ る 者 に

あ つ て は 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 、 任 期 付 短 時 間 勤

務 職 員 そ の 他 人 事 委 員 会 の 定 め る 者 に 限 る 。 ） 又 は 公

益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 第 十 二 条

第 一 号 に 規 定 す る 退 職 派 遣 者 と な つ た も の  

第 四 条  基 準 日 前 一 箇 月 以 内 に お い て 条 例 の 適 用 を 受 け

る 常 勤 の 職 員 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 又 は 任 期

付 短 時 間 勤 務 職 員 と し て の 退 職 が 二 回 以 上 あ る 者 に つ

い て 前 二 条 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に は 、 基 準 日 に 最 も

近 い 日 の 退 職 の み を も つ て 、 当 該 退 職 と す る 。  

第 四 条  基 準 日 前 一 箇 月 以 内 に お い て 条 例 の 適 用 を 受 け

る 常 勤 の 職 員 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 又 は 任 期 付 短 時

間 勤 務 職 員 と し て の 退 職 が 二 回 以 上 あ る 者 に つ い て 前

二 条 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に は 、 基 準 日 に 最 も 近 い 日

の 退 職 の み を も つ て 、 当 該 退 職 と す る 。  

 （ 期 末 手 当 に 係 る 在 職 期 間 ）   （ 期 末 手 当 に 係 る 在 職 期 間 ）  

第 五 条  （ 略 ）  第 五 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 期 間 の 算 定 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 期

間 を 除 算 す る 。  

２  前 項 の 期 間 の 算 定 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 期

間 を 除 算 す る 。  

 一 ～ 四  （ 略 ）   一 ～ 四  （ 略 ）  

 五  法 第 二 十 六 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 高 齢 者 部 分

休 業 の 承 認 を 受 け て 勤 務 し な か つ た 期 間 に つ い て

は 、 そ の 二 分 の 一 の 期 間  

 

 六  （ 略 ）   五  （ 略 ）  

 （ 勤 勉 手 当 に 係 る 勤 務 期 間 ）   （ 勤 勉 手 当 に 係 る 勤 務 期 間 ）  

第 十 一 条  （ 略 ）  第 十 一 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 期 間 の 算 定 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 期

間 を 除 算 す る 。 た だ し 、 こ の 場 合 に お い て 、 除 算 さ れ

る 期 間 が 一 日 未 満 の 場 合 は 切 り 捨 て る 。  

２  前 項 の 期 間 の 算 定 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 期

間 を 除 算 す る 。 た だ し 、 こ の 場 合 に お い て 、 除 算 さ れ

る 期 間 が 一 日 未 満 の 場 合 は 切 り 捨 て る 。  

 一 ～ 十 一  （ 略 ）   一 ～ 十 一  （ 略 ）  

 十 二  法 第 二 十 六 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 高 齢 者 部

分 休 業 の 承 認 を 受 け て 勤 務 し な か つ た 期 間  

 

 十 三  （ 略 ）   十 二  （ 略 ）  

（ 勤 勉 手 当 の 成 績 率 ）  （ 勤 勉 手 当 の 成 績 率 ）  

第 十 三 条  成 績 率 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応

じ て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 割 合 の 範 囲 内 で 、 任 命 権 者 が

定 め る も の と す る 。  

第 十 三 条  成 績 率 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応

じ て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 割 合 の 範 囲 内 で 、 任 命 権 者 が

定 め る も の と す る 。  

一  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員  百 分 の

百 九 十  

一  再 任 用 職 員 以 外 の 職 員  百 分 の 百 九 十  

 二  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  百 分 の 九 十   二  再 任 用 職 員  百 分 の 九 十  

（ 初 任 給 調 整 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 九 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 七 （ 初 任 給 調 整 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 六 条  第 三 条 第 一 号 又 は 第 二 号 に 規 定 す る 職 員 及 び 第

四 条 に 規 定 す る 職 員 に 支 給 す る 初 任 給 調 整 手 当 の 月 額
第 六 条  第 三 条 第 一 号 又 は 第 二 号 に 規 定 す る 職 員 及 び 第

四 条 に 規 定 す る 職 員 に 支 給 す る 初 任 給 調 整 手 当 の 月 額

令和4年8月16日 三　重　県　公　報 号　　外

30



は 、 職 員 の 区 分 及 び 期 間 の 区 分 に 応 じ た 別 表 第 一 に 掲

げ る 額 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時

間 勤 務 を し て い る 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る

短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 に あ つ て は そ の 額 に 職 員 の

勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例

第 一 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ）

第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時

間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数

を 、 同 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員

に あ つ て は そ の 額 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 四 項 の 規 定

に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規

定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た

額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の

端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） と す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 第 三 条 第 一 号 に 規 定 す る 職 員 又 は 第 四 条 の 規 定 に

よ り 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る こ と と な つ た

職 員 で 大 学 卒 業 の 日 か ら 採 用 の 日 又 は 第 四 条 の 規 定 に

よ り 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る こ と と な つ た

日 ま で の 期 間 が 四 年 （ 臨 床 研 修 を 経 た 場 合 に あ つ て は

六 年 、 実 地 修 練 を 経 た 場 合 に あ つ て は 五 年 ） を 超 え る

こ と と な る も の （ 学 校 教 育 法 に 規 定 す る 大 学 院 の 博 士

課 程 の 所 定 の 単 位 を 修 得 し 、 か つ 、 同 課 程 の 所 定 の 期

間 を 経 過 し た 日 か ら 三 年 内 の も の を 除 く 。 ） に 対 す る 同

表 の 適 用 に つ い て は 、 採 用 の 日 又 は 第 四 条 の 規 定 に よ

り 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る こ と と な つ た 日

か ら そ の 超 え る こ と と な る 期 間 （ 一 年 に 満 た な い 期 間

が あ る と き は 、 そ の 期 間 を 一 年 と し て 算 定 し た 期 間 ）

に 相 当 す る 期 間 初 任 給 調 整 手 当 が 支 給 さ れ て い た も の

と す る 。  

は 、 職 員 の 区 分 及 び 期 間 の 区 分 に 応 じ た 別 表 に 掲 げ る

額 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年

法 律 第 百 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤

務 を し て い る 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時

間 勤 務 を し て い る 職 員 に あ つ て は そ の 額 に 職 員 の 勤 務

時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 一

号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ） 第

三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間

を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 、

同 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 に あ

つ て は そ の 額 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ

り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す

る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 と

し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数

を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

第 三 条 第 一 号 に 規 定 す る 職 員 又 は 第 四 条 の 規 定 に よ り

第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る こ と と な つ た 職 員

で 大 学 卒 業 の 日 か ら 採 用 の 日 又 は 第 四 条 の 規 定 に よ り

第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る こ と と な つ た 日 ま

で の 期 間 が 四 年 （ 臨 床 研 修 を 経 た 場 合 に あ つ て は 六 年 、

実 地 修 練 を 経 た 場 合 に あ つ て は 五 年 ） を 超 え る こ と と

な る も の （ 学 校 教 育 法 に 規 定 す る 大 学 院 の 博 士 課 程 の

所 定 の 単 位 を 修 得 し 、 か つ 、 同 課 程 の 所 定 の 期 間 を 経

過 し た 日 か ら 三 年 内 の も の を 除 く 。 ） に 対 す る 同 表 の 適

用 に つ い て は 、 採 用 の 日 又 は 第 四 条 の 規 定 に よ り 第 二

条 第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る こ と と な つ た 日 か ら そ

の 超 え る こ と と な る 期 間 （ 一 年 に 満 た な い 期 間 が あ る

と き は 、 そ の 期 間 を 一 年 と し て 算 定 し た 期 間 ） に 相 当

す る 期 間 初 任 給 調 整 手 当 が 支 給 さ れ て い た も の と す

る 。  

２  初 任 給 調 整 手 当 を 支 給 さ れ て い る 職 員 が 休 職 に さ

れ 、 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の

処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ）

第 二 条 第 一 項 若 し く は 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等

に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例 第 六 十 六 号 ） 第

二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 派 遣 さ れ 、 又 は 公 益 的 法 人 等

へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

十 二 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 の 任 命 権 者 の 要 請

に 応 じ て 退 職 し た 場 合 に お け る 当 該 職 員 に 対 す る 別 表

第 一 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 休 職 の 期 間 （ 条 例 第 二 十

六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 給 与 の 全 額 を 支 給 さ れ る 休 職

の 期 間 を 除 く 。 ） 又 は 当 該 派 遣 若 し く は 退 職 の 期 間 は 、

同 表 の 期 間 の 区 分 欄 に 掲 げ る 期 間 に は 算 入 し な い 。  

２  初 任 給 調 整 手 当 を 支 給 さ れ て い る 職 員 が 休 職 に さ

れ 、 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の

処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ）

第 二 条 第 一 項 若 し く は 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等

に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例 第 六 十 六 号 ） 第

二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 派 遣 さ れ 、 又 は 公 益 的 法 人 等

へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

十 二 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 の 任 命 権 者 の 要 請

に 応 じ て 退 職 し た 場 合 に お け る 当 該 職 員 に 対 す る 別 表

の 適 用 に つ い て は 、 当 該 休 職 の 期 間 （ 条 例 第 二 十 六 条

第 一 項 の 規 定 に よ り 給 与 の 全 額 を 支 給 さ れ る 休 職 の

期 間 を 除 く 。 ） 又 は 当 該 派 遣 若 し く は 退 職 の 期 間 は 、

同 表 の 期 間 の 区 分 欄 に 掲 げ る 期 間 に は 算 入 し な い 。  

３  第 一 項 後 段 に 規 定 す る 職 員 の う ち 同 項 後 段 の 規 定 の

適 用 に よ り 初 任 給 調 整 手 当 の 月 額 が 別 表 第 一 に 掲 げ ら

れ て い な い こ と と な つ た 職 員 で 特 別 の 事 情 が あ る と 認

め ら れ る も の に つ い て 任 命 権 者 が あ ら か じ め 人 事 委 員

会 の 承 認 を 得 た 場 合 の 当 該 職 員 に 支 給 す る 初 任 給 調 整

手 当 の 月 額 及 び 支 給 期 間 は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

３  第 一 項 後 段 に 規 定 す る 職 員 の う ち 同 項 後 段 の 規 定 の

適 用 に よ り 初 任 給 調 整 手 当 の 月 額 が 別 表 に 掲 げ ら れ て

い な い こ と と な つ た 職 員 で 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め ら

れ る も の に つ い て 任 命 権 者 が あ ら か じ め 人 事 委 員 会 の

承 認 を 得 た 場 合 の 当 該 職 員 に 支 給 す る 初 任 給 調 整 手 当

の 月 額 及 び 支 給 期 間 は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 人

事 委 員 会 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  
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   附  則     附  則  

１ ～ ５  （ 略 ）  １ ～ ５  （ 略 ）  

 （ 条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 支

給 期 間 及 び 支 給 額 ）  

 

６  条 例 附 則 第 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に

対 す る 第 六 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同

条 中 「 別 表 第 一 」 と あ る の は 、 「 別 表 第 二 」 と す る 。  

 

別表第一 （略） 別表 （略） 

別表第二（附則第六項関係）  

 職員の 

区分 

第2条第1項に掲げる職を占

める職員 

第2条第2項

に掲げる職

を占める職

員 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

期間の 

区分 

(イ )  採用

による欠

員の補充

が特に困

難である

と人事委

員会が認

める職を

占める職

員 

(ロ )  (イ )

の職員以

外の職員 

       

 1 年 未 満 258,200円 216,000円 21,000円        

 1年以上2年未満 258,200 216,000 21,000        

 2年以上3年未満 258,200 216,000 21,000        

 3年以上4年未満 258,200 216,000 18,900        

 4年以上5年未満 258,200 216,000 16,800        

 5年以上6年未満 258,200 216,000 14,700        

 6年以上7年未満 258,200 216,000 12,600        

 7年以上8年未満 258,200 216,000 10,500        

 8年以上9年未満 258,200 216,000 8,400        

 9年以上10年未満 258,200 216,000 6,300        

 10年以上11年未満 258,200 216,000 4,200        

 11年以上12年未満 258,200 216,000 2,100        

 12年以上13年未満 258,200 216,000         

 13年以上14年未満 258,200 216,000         

 14年以上15年未満 258,200 216,000         

 15年以上16年未満 258,200 216,000         

 16年以上17年未満 255,400 213,700         

 17年以上18年未満 252,600 211,400         

 18年以上19年未満 249,800 209,100         

 19年以上20年未満 247,000 206,800         

 20年以上21年未満 244,200 204,500         

 21年以上22年未満 232,300 194,800         

 22年以上23年未満 220,300 185,000         

 23年以上24年未満 208,600 175,600         

 24年以上25年未満 196,800 165,800         

 25年以上26年未満 184,900 156,200         

 26年以上27年未満 170,400 143,900         
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             27年以上28年未満 156,100 132,000         

 28年以上29年未満 141,800 119,800         

 29年以上30年未満 127,300 107,500         

 30年以上31年未満 111,900 94,900         

 31年以上32年未満 96,600 82,100         

 32年以上33年未満 81,400 69,600         

 33年以上34年未満 59,100 51,400         

 34年以上35年未満 38,200 34,400         

備考 １ この表に掲げる金額は、期間の区分の欄の

各欄に該当する期間に支給すべき初任給調整

手当の月額を示す。 

 

２ この表において期間の区分の欄に掲げる年

数は、採用の日又は第４条に規定する職員と

なつた日以後の期間を示す。 

 

 （ 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 十 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 八 （ 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 権 衡 職 員 の 範 囲 ）  （ 権 衡 職 員 の 範 囲 ）  

第 四 条  条 例 第 十 二 条 の 五 第 一 項 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 職 員 は 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四 九

（ 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 ） 第 五 条 第 二 項 に

該 当 す る 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二

百 六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の

五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職

員 を 除 く 。 ） で 、 同 項 第 三 号 に 規 定 す る 満 十 八 歳 に 達

す る 日 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 子 が

居 住 す る た め の 住 宅 と し て 、 同 号 に 規 定 す る 異 動 又 は

公 署 の 移 転 の 直 前 の 住 居 で あ つ た 住 宅 （ 前 条 に 規 定 す

る 住 宅 を 除 く 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 人 事 委

員 会 の 定 め る 住 宅 を 借 り 受 け 、 月 額 一 万 五 千 円 を 超 え

る 家 賃 を 支 払 つ て い る も の と す る 。  

第 四 条  条 例 第 十 二 条 の 五 第 一 項 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 職 員 は 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四 九

（ 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 ） 第 五 条 第 二 項 に

該 当 す る 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二

百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五

第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の

規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を 除 く 。 ） で 、 同 項 第 三 号

に 規 定 す る 満 十 八 歳 に 達 す る 日 後 の 最 初 の 三 月 三 十

一 日 ま で の 間 に あ る 子 が 居 住 す る た め の 住 宅 と し て 、

同 号 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 直 前 の 住 居 で

あ つ た 住 宅 （ 前 条 に 規 定 す る 住 宅 を 除 く 。 ） 又 は こ れ

に 準 ず る も の と し て 人 事 委 員 会 の 定 め る 住 宅 を 借 り

受 け 、 月 額 一 万 五 千 円 を 超 え る 家 賃 を 支 払 つ て い る も

の と す る 。  

 （ 職 員 の 特 地 勤 務 手 当 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 十 一 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 三 ○ （ 職 員 の 特 地 勤 務 手 当 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 ）   （ 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 ）  

第 四 条  （ 略 ）  第 四 条  （ 略 ）  

２  条 例 第 十 九 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当

に 準 ず る 手 当 の 月 額 は 、 同 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署

の 移 転 の 日 （ 職 員 が 当 該 異 動 に よ り そ の 日 前 一 年 以 内

に 在 勤 し て い た 公 署 に 勤 務 す る こ と と な つ た 場 合 （ 人

事 委 員 会 が 定 め る 場 合 に 限 る 。 ） に は 、 そ の 日 前 の 人

事 委 員 会 が 定 め る 日 。 以 下 こ の 条 及 び 附 則 第 九 項 に お

い て 同 じ 。 ） に 受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の

合 計 額 に 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 期 間 等 の 区 分 に 応

じ 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 支 給 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ

の 額 が 現 に 受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額
２  条 例 第 十 九 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当

に 準 ず る 手 当 の 月 額 は 、 同 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署

の 移 転 の 日 （ 職 員 が 当 該 異 動 に よ り そ の 日 前 一 年 以 内

に 在 勤 し て い た 公 署 に 勤 務 す る こ と と な つ た 場 合 （ 人

事 委 員 会 が 定 め る 場 合 に 限 る 。 ） に は 、 そ の 日 前 の 人

事 委 員 会 が 定 め る 日 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に

受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 に 、 次 の

表 の 上 欄 に 掲 げ る 期 間 等 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に

掲 げ る 支 給 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 が 現 に 受 け る

給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 に 百 分 の 六 を 乗 じ
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に 百 分 の 六 を 乗 じ て 得 た 額 を 超 え る と き は 、 当 該 額 ）

と す る 。  

て 得 た 額 を 超 え る と き は 、 当 該 額 ） と す る 。  

 （ 略 ）   （ 略 ）  

３ ・ ４  （ 略 ）  ３ ・ ４  （ 略 ）  

第 五 条  （ 略 ）  第 五 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  条 例 第 十 九 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当

に 準 ず る 手 当 の 支 給 期 間 及 び 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

３  条 例 第 十 九 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当

に 準 ず る 手 当 の 支 給 期 間 及 び 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 一  公 立 学 校 職 員 給 与 条 例 等 適 用 職 員 、 国 家 公 務 員 、

他 の 地 方 公 共 団 体 の 職 員 、 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の

職 員 等 又 は 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 等 で あ つ た

者 か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受

け る 職 員 と な つ て 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 在 勤 す

る こ と と な つ た こ と に 伴 つ て 住 居 を 移 転 し た 職 員  

当 該 職 員 が 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な つ た 日 に

特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 異 動 し た も の と し た 場 合

に 前 条 第 一 項 及 び 第 二 項 （ 同 条 第 三 項 及 び 附 則 第 九

項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 次

号 及 び 第 三 号 に お い て 同 じ 。 ） 並 び に 附 則 第 十 項 の 規

定 に よ り 支 給 さ れ る こ と と な る 期 間 及 び 額  

一  公 立 学 校 職 員 給 与 条 例 等 適 用 職 員 、 国 家 公 務 員 、

他 の 地 方 公 共 団 体 の 職 員 、 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の

職 員 等 又 は 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 等 で あ つ た

者 か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受

け る 職 員 と な つ て 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 在 勤 す

る こ と と な つ た こ と に 伴 つ て 住 居 を 移 転 し た 職 員  

当 該 職 員 が 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な つ た 日 に

特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 異 動 し た も の と し た 場 合

に 前 条 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ る こ と と な る 期 間 及

び 額  

 二  新 た に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 該 当 す る こ と と

な つ た 公 署 に 在 勤 す る 職 員 で 指 定 日 前 三 年 以 内 に 当

該 公 署 に 異 動 し 、 当 該 異 動 に 伴 つ て 住 居 を 移 転 し た

も の  当 該 職 員 の 指 定 日 に 在 勤 す る 公 署 が 当 該 異 動

の 日 前 に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 該 当 し て い た も

の と し た 場 合 に 前 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 附 則 第

十 項 の 規 定 に よ り 指 定 日 以 降 支 給 さ れ る こ と と な る

期 間 及 び 額  

二  新 た に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 該 当 す る こ と と

な つ た 公 署 に 在 勤 す る 職 員 で 指 定 日 前 三 年 以 内 に 当

該 公 署 に 異 動 し 、 当 該 異 動 に 伴 つ て 住 居 を 移 転 し た

も の  当 該 職 員 の 指 定 日 に 在 勤 す る 公 署 が 当 該 異 動

の 日 前 に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 該 当 し て い た も

の と し た 場 合 に 前 条 の 規 定 に よ り 指 定 日 以 降 支 給 さ

れ る こ と と な る 期 間 及 び 額  

 三  前 項 に 規 定 す る 職 員  当 該 職 員 の 指 定 日 に 在 勤 す

る 公 署 が 当 該 職 員 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な

つ た 日 前 に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 該 当 し て い た

も の と し 、 か つ 、 当 該 職 員 が そ の 日 に 当 該 公 署 に 異

動 し た も の と し た 場 合 に 前 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び

に 附 則 第 十 項 の 規 定 に よ り 指 定 日 以 降 支 給 さ れ る こ

と と な る 期 間 及 び 額  

三  前 項 に 規 定 す る 職 員  当 該 職 員 の 指 定 日 に 在 勤 す

る 公 署 が 当 該 職 員 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な

つ た 日 前 に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 該 当 し て い た

も の と し 、 か つ 、 当 該 職 員 が そ の 日 に 当 該 公 署 に 異

動 し た も の と し た 場 合 に 前 条 の 規 定 に よ り 指 定 日 以

降 支 給 さ れ る こ と と な る 期 間 及 び 額  

   附  則    附  則  

１ ～ ６  （ 略 ）  １ ～ ６  （ 略 ）  

（ 条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 の

特 地 勤 務 手 当 基 礎 額 ）  

 

７  条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 で あ

つ て 、 第 三 条 第 二 項 各 号 に 定 め る 日 に お い て 当 該 職 員

以 外 の 職 員 で あ つ た も の に 対 す る 同 項 の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 項 中 「 受 け て い た 給 料 及 び 」

と あ る の は 、 「 受 け て い た 給 料 の 月 額 に 百 分 の 七 十 を

乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た

と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を

生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 ） 及 び 同 日 に

受 け て い た 」 と す る 。  

 

８  条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う  
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ち 、 第 三 条 第 三 項 各 号 及 び 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 で

あ る も の の 同 条 第 一 項 の 特 地 勤 務 手 当 の 月 額 は 、 前 項

並 び に 同 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ

れ ら の 規 定 に 準 じ て 人 事 委 員 会 の 定 め る と こ ろ に よ

り 算 出 し た 額 と す る 。  

（ 条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 の

特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 の 月 額 ）  

 

９  条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 で あ

つ て 、 条 例 第 十 九 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公

署 の 移 転 の 日 に お い て 当 該 職 員 以 外 の 職 員 で あ つ た

も の に 対 す る 第 四 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

当 分 の 間 、 同 項 中 「 受 け て い た 給 料 及 び 」 と あ る の は 、

「 受 け て い た 給 料 の 月 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た

額 （ そ の 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ

を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き

は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 ） 及 び 同 日 に 受 け て い

た 」 と す る 。  

 

1
0  条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 の

う ち 、 第 四 条 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 職 で あ る も の の 特 地

勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 の 月 額 は 、 前 項 及 び 同 条 第 四 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ ら の 規 定 に 準 じ て 人 事 委 員

会 の 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 し た 額 と す る 。  

 

 （ 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 十 二 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四 九 （ 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 権 衡 職 員 の 範 囲 等 ）  （ 権 衡 職 員 の 範 囲 等 ）  

第 五 条  （ 略 ）  第 五 条  （ 略 ）  

２  条 例 第 十 三 条 の 二 第 三 項 の 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

単 身 赴 任 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ

る と 認 め ら れ る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る

職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。  

２  条 例 第 十 三 条 の 二 第 三 項 の 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

単 身 赴 任 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ

る と 認 め ら れ る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る

職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。  

一  次 に 掲 げ る 事 由 の 発 生 （ 以 下 「 事 由 発 生 」 と い う 。 ）

に 伴 い 、 住 居 を 移 転 し 、 第 二 条 に 規 定 す る や む を 得

な い 事 情 に よ り 、 同 居 し て い た 配 偶 者 と 別 居 す る こ

と と な っ た 職 員 で 、 当 該 事 由 発 生 の 直 前 の 住 居 か ら

当 該 事 由 発 生 の 直 後 に 在 勤 す る 公 署 に 通 勤 す る こ

と が 第 三 条 に 規 定 す る 基 準 に 照 ら し て 困 難 で あ る

と 認 め ら れ る も の の う ち 、 単 身 で 生 活 す る こ と を 常

況 と す る 職 員  

一  次 に 掲 げ る 事 由 の 発 生 （ 以 下 「 事 由 発 生 」 と い う 。 ）

に 伴 い 、 住 居 を 移 転 し 、 第 二 条 に 規 定 す る や む を 得

な い 事 情 に よ り 、 同 居 し て い た 配 偶 者 と 別 居 す る こ

と と な っ た 職 員 で 、 当 該 事 由 発 生 の 直 前 の 住 居 か ら

当 該 事 由 発 生 の 直 後 に 在 勤 す る 公 署 に 通 勤 す る こ

と が 第 三 条 に 規 定 す る 基 準 に 照 ら し て 困 難 で あ る

と 認 め ら れ る も の の う ち 、 単 身 で 生 活 す る こ と を 常

況 と す る 職 員  

  イ  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一

号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又

は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に

よ る 採 用 （ 法 の 規 定 に よ り 退 職 し た 日 の 翌 日 に お

け る も の に 限 る 。 ） を さ れ た こ と 。  

  イ  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一

号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 、

第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項

若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 採 用 （ 法 第 二 十 八 条

の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 退 職 し た 日 （ 法 第 二 十 八

条 の 三 の 規 定 に よ り 勤 務 し た 後 退 職 し た 日 及 び 当

該 採 用 に 係 る 任 期 が 満 了 し た 日 を 含 む 。 ） の 翌 日 に

お け る も の に 限 る 。 ） を さ れ た こ と 。  

ロ ・ ハ  （ 略 ）  ロ ・ ハ  （ 略 ）  
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二 ～ 八  （ 略 ）  二 ～ 八  （ 略 ）  

（ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  
第 十 三 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 五 ○ （ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

 （ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 支 給 を 受 け る 職 員 ）   （ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 支 給 を 受 け る 職 員 ）  

第 一 条  職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県

条 例 第 六 十 七 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 七 条 の

二 第 一 項 （ 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例

（ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 。 以 下 「 任 期 付 職

員 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 条 第 二 項 及 び 一 般 職 の 任 期 付

研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例

第 七 十 二 号 。 以 下 「 任 期 付 研 究 員 条 例 」 と い う 。 ） 第

六 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え 、 適 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 人 事 委 員 会 規 則 で 指 定 す る 職 を 占 め る 職 員 は 、

次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。  

第 一 条  職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県

条 例 第 六 十 七 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 七 条 の

二 第 一 項 （ 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例

（ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 。 以 下 「 任 期 付 職

員 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 条 第 二 項 及 び 一 般 職 の 任 期 付

研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例

第 七 十 二 号 。 以 下 「 任 期 付 研 究 員 条 例 」 と い う 。 ） 第

六 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え 、 適 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 人 事 委 員 会 規 則 で 指 定 す る 職 を 占 め る 職 員 は 、

次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 二 （ 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関

す る 規 則 。 以 下 「 管 理 職 手 当 規 則 」 と い う 。 ） 別 表 第

一 に 掲 げ る 職 を 占 め る 職 員 の う ち 、 次 号 に 掲 げ る 職

員 以 外 の 職 員  

 二  人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 二 （ 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関

す る 規 則 。 以 下 「 管 理 職 手 当 規 則 」 と い う 。 ） 別 表 第

一 に 掲 げ る 職 を 占 め る 職 員  

三  管 理 職 手 当 規 則 別 表 第 一 に 掲 げ る 職 を 占 め る 職 員

の う ち 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六

十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五

第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員  

 

 

 

四 ・ 五  （ 略 ）   三 ・ 四  （ 略 ）   

２  前 項 第 一 号 、 第 四 号 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 職 員 に は 、

条 例 第 十 七 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 管 理 職 員 特 別 勤

務 手 当 を 支 給 し な い 。  

２  前 項 第 一 号 、 第 三 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 職 員 に は 、

条 例 第 十 七 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 管 理 職 員 特 別 勤

務 手 当 を 支 給 し な い 。  

（ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 額 等 ）  （ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 額 等 ）  

第 二 条  （ 略 ）  第 二 条  （ 略 ）  

２  条 例 第 十 七 条 の 二 第 三 項 第 一 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 掲 げ る 額 と す る 。  

２  条 例 第 十 七 条 の 二 第 三 項 第 一 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 掲 げ る 額 と す る 。  

 一  前 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 職 員  一 万 二 千 円   一  前 条 第 一 号 に 掲 げ る 職 員  一 万 二 千 円  

 二  前 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 職 員  管 理 職 手 当 規 則

別 表 第 一 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る

額  

二  前 条 第 二 号 に 掲 げ る 職 員  管 理 職 手 当 規 則 別 表

第 一 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額  

 イ ～ ホ  （ 略 ）   イ ～ ホ  （ 略 ）  

三  前 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 職 員  管 理 職 手 当 規 則

別 表 第 一 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る

額  

 

 イ  一 種 及 び 二 種  一 万 一 千 円   

 ロ  三 種 、 四 種 及 び 五 種  九 千 円   

 ハ  六 種 、 七 種 及 び 八 種  七 千 五 百 円   

 ニ  九 種 、 十 種 及 び 十 一 種  六 千 円   

 ホ  十 二 種  五 千 円   

四  前 条 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 職 員  当 該 職 員 が 受 け

る 任 期 付 職 員 条 例 第 四 条 第 一 項 の 給 料 表 の 号 給 又 は

給 料 月 額 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額  

 三  前 条 第 三 号 に 掲 げ る 職 員  当 該 職 員 が 受 け る 任

期 付 職 員 条 例 第 四 条 第 一 項 の 給 料 表 の 号 給 又 は 給

料 月 額 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額  
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 イ ～ ニ  （ 略 ）    イ ～ ニ  （ 略 ）  

五  前 条 第 一 項 第 五 号 に 掲 げ る 職 員  当 該 職 員 が 受 け

る 任 期 付 研 究 員 条 例 第 五 条 第 一 項 の 給 料 表 の 号 給 又

は 給 料 月 額 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額  

 四  前 条 第 四 号 に 掲 げ る 職 員  当 該 職 員 が 受 け る 任

期 付 研 究 員 条 例 第 五 条 第 一 項 の 給 料 表 の 号 給 又 は

給 料 月 額 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額  

 イ ～ ニ  （ 略 ）    イ ～ ニ  （ 略 ）  

第 三 条  条 例 第 十 七 条 の 二 第 三 項 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

第 三 条  条 例 第 十 七 条 の 二 第 三 項 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 管 理 職 手 当 規 則 別

表 第 一 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一  第 一 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 職 員  管 理 職 手 当 規

則 別 表 第 一 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め

る 額  

  

  イ  一 種 及 び 二 種  六 千 円   一  一 種 及 び 二 種  六 千 円  

  ロ  三 種 、 四 種 及 び 五 種  五 千 円   二  三 種 、 四 種 及 び 五 種  五 千 円  

  ハ  六 種 、 七 種 及 び 八 種  四 千 三 百 円   三  六 種 、 七 種 及 び 八 種  四 千 三 百 円  

  ニ  九 種 、 十 種 及 び 十 一 種  三 千 五 百 円   四  九 種 、 十 種 及 び 十 一 種  三 千 五 百 円  

  ホ  十 二 種  三 千 円   五  十 二 種  三 千 円  

二  第 一 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 職 員  管 理 職 手 当 規

則 別 表 第 一 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め

る 額  

  

  イ  一 種 及 び 二 種  五 千 五 百 円   

  ロ  三 種 、 四 種 及 び 五 種  四 千 五 百 円   

  ハ  六 種 、 七 種 及 び 八 種  三 千 八 百 円   

  ニ  九 種 、 十 種 及 び 十 一 種  三 千 円   

  ホ  十 二 種  二 千 五 百 円   

２  条 例 第 十 七 条 の 二 第 一 項 の 勤 務 を し た 後 、 引 き 続 い

て 同 条 第 二 項 の 勤 務 を し た 第 一 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ

る 職 員 に は 、 そ の 引 き 続 く 勤 務 に 係 る 同 項 の 規 定 に よ

る 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 を 支 給 し な い 。  

２  条 例 第 十 七 条 の 二 第 一 項 の 勤 務 を し た 後 、 引 き 続 い

て 同 条 第 二 項 の 勤 務 を し た 第 一 条 第 二 号 に 掲 げ る 職

員 に は 、 そ の 引 き 続 く 勤 務 に 係 る 同 項 の 規 定 に よ る 管

理 職 員 特 別 勤 務 手 当 を 支 給 し な い 。  

附  則     附  則  

１  （ 略 ）   （ 略 ）  

２  条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対

す る 第 二 条 第 二 項 及 び 第 三 条 第 一 項 の 適 用 に つ い て

は 、 当 分 の 間 、 第 二 条 第 二 項 第 二 号 及 び 第 三 条 第 一 項

第 一 号 中 「 定 め る 額 」 と あ る の は 、 「 定 め る 額 に 百 分 の

七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を  

 

生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の

端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 ） 」 と す

る 。  

 

 （ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 十 四 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 七 （ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 規 則 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 時 間 外 勤 務 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 及 び 夜 間 勤 務 手 当 に

相 当 す る 報 酬 ）  

（ 時 間 外 勤 務 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 及 び 夜 間 勤 務 手 当 に

相 当 す る 報 酬 ）  

第 六 条  時 間 外 勤 務 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 及 び 夜 間 勤 務 手

当 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 に つ い て は 、 別 に 定 め る も の

を 除 き 、 給 与 条 例 第 十 四 条 に お け る 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員 の 例 に よ る 。 た だ し 、 勤 務 一 時 間 当 た り の

報 酬 の 額 の 算 定 方 法 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

第 六 条  時 間 外 勤 務 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 及 び 夜 間 勤 務 手

当 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 に つ い て は 、 別 に 定 め る も の

を 除 き 、 給 与 条 例 第 十 四 条 に お け る 再 任 用 短 時 間 勤 務

職 員 の 例 に よ る 。 た だ し 、 勤 務 一 時 間 当 た り の 報 酬 の

額 の 算 定 方 法 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  
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一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

 （ 職 員 相 談 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  
第 十 五 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 一 ― 三 （ 職 員 相 談 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 人 事 委 員 会 に 対 す る 職 員 相 談 ）  （ 人 事 委 員 会 に 対 す る 職 員 相 談 ）  

第 二 条  職 員 は 、 人 事 委 員 会 に 対 し 、 文 書 又 は 口 頭 に よ

り 職 員 相 談 （ 離 職 し た 職 員 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 職

員 相 談 に 限 る 。 ） を 行 う こ と が で き る 。  

第 二 条  職 員 は 、 人 事 委 員 会 に 対 し 、 文 書 又 は 口 頭 に よ

り 職 員 相 談 （ 離 職 し た 職 員 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 職

員 相 談 に 限 る 。 ） を 行 う こ と が で き る 。  

 一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

 二  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ）

第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 採 用 に 関 す る 職

員 相 談  

二 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ）

第 二 十 八 条 の 四 又 は 第 二 十 八 条 の 五 の 規 定 に 基 づ く

採 用 に 関 す る 職 員 相 談  

 （ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 十 六 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 三 ― 二 （ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 一 条 の 三  条 例 第 四 条 第 三 項 の 勤 務 時 間 の 割 振 り は 、

次 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

第 一 条 の 三  条 例 第 四 条 第 三 項 の 勤 務 時 間 の 割 振 り は 、

次 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 一  勤 務 時 間 は 、 一 日 に つ き 二 時 間 以 上 （ 条 例 第 十 条

の 祝 日 法 に よ る 休 日 及 び 年 末 年 始 の 休 日 （ 以 下 「 休

日 」 と 総 称 す る 。 ） そ の 他 人 事 委 員 会 の 定 め る 日 の 勤

務 時 間 は 、 一 日 に つ き 七 時 間 四 十 五 分 （ 地 方 公 務 員

法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五

第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員

（ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 及

び 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年

法 律 第 百 十 号 。 以 下 「 育 児 休 業 法 」 と い う 。 ） 第 十 八

条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 任 期

付 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） に あ っ て は 、 当 該 職 員

の 条 例 第 四 条 第 三 項 に 規 定 す る 四 週 間 ご と の 期 間 に

お け る 勤 務 時 間 を 当 該 期 間 に お け る 同 項 の 規 定 に よ

り 勤 務 時 間 が 割 り 振 ら れ た 日 の 日 数 で 除 し て 得 た 時

間 ） ） と す る こ と 。  

 一  勤 務 時 間 は 、 一 日 に つ き 二 時 間 以 上 （ 条 例 第 十 条

の 祝 日 法 に よ る 休 日 及 び 年 末 年 始 の 休 日 （ 以 下 「 休

日 」 と 総 称 す る 。 ） そ の 他 人 事 委 員 会 の 定 め る 日 の 勤

務 時 間 は 、 一 日 に つ き 七 時 間 四 十 五 分 （ 地 方 公 務 員

法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第 二 十 八 条

の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二

項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 で 法 第 二 十 八 条 の 五

第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の （ 以

下 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 及 び 地 方 公 務

員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十

号 。 以 下 「 育 児 休 業 法 」 と い う 。 ） 第 十 八 条 第 一 項 の

規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 任 期 付 短 時 間 勤

務 職 員 」 と い う 。 ） に あ っ て は 、 当 該 職 員 の 条 例 第 四

条 第 三 項 に 規 定 す る 四 週 間 ご と の 期 間 に お け る 勤 務

時 間 を 当 該 期 間 に お け る 同 項 の 規 定 に よ り 勤 務 時 間

が 割 り 振 ら れ た 日 の 日 数 で 除 し て 得 た 時 間 ） ） と す る

こ と 。  

 二 ・ 三  （ 略 ）   二 ・ 三  （ 略 ）  

２ ～ ５  （ 略 ）  ２ ～ ５  （ 略 ）  

（ 時 間 外 勤 務 を 命 ず る 際 の 考 慮 ）   （ 時 間 外 勤 務 を 命 ず る 際 の 考 慮 ）  

第 六 条 の 二 の 二  （ 略 ）  第 六 条 の 二 の 二  （ 略 ）  

２  任 命 権 者 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期

付 短 時 間 勤 務 職 員 に 時 間 外 勤 務 を 命 ず る 場 合 に は 、 定

年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職

員 の 正 規 の 勤 務 時 間 が 常 時 勤 務 を 要 す る 職 員 の 正 規

の 勤 務 時 間 よ り 短 く 定 め ら れ て い る 趣 旨 に 十 分 留 意

し な け れ ば な ら な い 。  

２  任 命 権 者 は 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時

間 勤 務 職 員 に 時 間 外 勤 務 を 命 ず る 場 合 に は 、 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 の 正 規 の 勤

務 時 間 が 常 時 勤 務 を 要 す る 職 員 の 正 規 の 勤 務 時 間 よ

り 短 く 定 め ら れ て い る 趣 旨 に 十 分 留 意 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ 年 次 有 給 休 暇 ）   （ 年 次 有 給 休 暇 ）  
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第 八 条  条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 日 数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 日 数 （ 一 日 未 満 の 端 数 が あ る と き

は 、 こ れ を 四 捨 五 入 し て 得 た 日 数 ） と す る 。 た だ し 、

そ の 日 数 が 労 働 基 準 法 第 三 十 九 条 の 規 定 に よ り 付 与

す べ き も の と さ れ て い る 日 数 を 下 回 る 場 合 に は 、 同 条

の 規 定 に よ り 付 与 す べ き も の と さ れ て い る 日 数 と す

る 。  

第 八 条  条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 日 数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 日 数 （ 一 日 未 満 の 端 数 が あ る と き

は 、 こ れ を 四 捨 五 入 し て 得 た 日 数 ） と す る 。 た だ し 、

そ の 日 数 が 労 働 基 準 法 第 三 十 九 条 の 規 定 に よ り 付 与

す べ き も の と さ れ て い る 日 数 を 下 回 る 場 合 に は 、 同 条

の 規 定 に よ り 付 与 す べ き も の と さ れ て い る 日 数 と す

る 。  

一  斉 一 型 短 時 間 勤 務 職 員 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 、

定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤

務 職 員 の う ち 、 一 週 間 ご と の 勤 務 日 の 日 数 及 び 勤 務

日 ご と の 勤 務 時 間 の 時 間 数 が 同 一 で あ る も の を い

う 。 以 下 同 じ 。 ）  二 十 日 に 斉 一 型 短 時 間 勤 務 職 員

の 一 週 間 の 勤 務 日 の 日 数 を 五 日 で 除 し て 得 た 数 を

乗 じ て 得 た 日 数  

一  斉 一 型 短 時 間 勤 務 職 員 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 、

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員

の う ち 、 一 週 間 ご と の 勤 務 日 の 日 数 及 び 勤 務 日 ご と

の 勤 務 時 間 の 時 間 数 が 同 一 で あ る も の を い う 。 以 下

同 じ 。 ）  二 十 日 に 斉 一 型 短 時 間 勤 務 職 員 の 一 週 間

の 勤 務 日 の 日 数 を 五 日 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得

た 日 数  

二  不 斉 一 型 短 時 間 勤 務 職 員 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員

等 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間

勤 務 職 員 の う ち 、 斉 一 型 短 時 間 勤 務 職 員 以 外 の も の

を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  百 五 十 五 時 間 に 条 例 第 三 条

第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 不

斉 一 型 短 時 間 勤 務 職 員 の 勤 務 時 間 を 三 十 八 時 間 四

十 五 分 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 時 間 数 を 、 七 時

間 四 十 五 分 を 一 日 と し て 日 に 換 算 し て 得 た 日 数  

二  不 斉 一 型 短 時 間 勤 務 職 員 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員

等 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職

員 の う ち 、 斉 一 型 短 時 間 勤 務 職 員 以 外 の も の を い

う 。 以 下 同 じ 。 ）  百 五 十 五 時 間 に 条 例 第 三 条 第 二

項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 不 斉 一

型 短 時 間 勤 務 職 員 の 勤 務 時 間 を 三 十 八 時 間 四 十 五

分 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 時 間 数 を 、 七 時 間 四

十 五 分 を 一 日 と し て 日 に 換 算 し て 得 た 日 数  

第 八 条 の 二  条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 日 数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 数 と す る 。  

第 八 条 の 二  条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 日 数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 数 と す る 。  

一  次 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  そ の 者 の 当 該 年 に

お け る 在 職 期 間 に 応 じ 、 別 表 第 一 の 日 数 欄 に 定 め る

日 数 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に あ っ て は 、 そ

の 者 の 勤 務 時 間 等 を 考 慮 し 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め

る 日 数 。 以 下 「 基 本 日 数 」 と い う 。 ）  

 一  次 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  そ の 者 の 当 該 年 に

お け る 在 職 期 間 に 応 じ 、 別 表 第 一 の 日 数 欄 に 定 め る

日 数 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に あ っ て は 、 そ の 者 の

勤 務 時 間 等 を 考 慮 し 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 日 数 。

以 下 「 基 本 日 数 」 と い う 。 ）  

二  当 該 年 に お い て 公 立 学 校 教 職 員 等 （ 条 例 第 十 三 条

第 一 項 第 三 号 の 公 立 学 校 教 職 員 等 を い う 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。 ） と な っ た 者 で 、 引 き 続 き 新 た に

職 員 と な っ た も の  公 立 学 校 教 職 員 等 と な っ た 日

に お い て 新 た に 職 員 と な っ た も の と み な し た 場 合

に お け る そ の 者 の 在 職 期 間 に 応 じ た 別 表 第 一 の 日

数 欄 に 定 め る 日 数 か ら 、 新 た に 職 員 と な っ た 日 の 前

日 ま で の 間 に 使 用 し た 年 次 有 給 休 暇 に 相 当 す る 休

暇 の 日 数 を 減 じ て 得 た 日 数 （ こ の 号 に 掲 げ る 職 員 が

定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員

等 又 は 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 で あ る 場 合 に あ っ て

は 、 そ の 者 の 勤 務 時 間 等 を 考 慮 し 、 人 事 委 員 会 が 別

に 定 め る 日 数 ） と し 、 当 該 日 数 が 基 本 日 数 に 満 た な

い 場 合 に あ っ て は 、 基 本 日 数  

二  当 該 年 に お い て 公 立 学 校 教 職 員 等 （ 条 例 第 十 三 条

第 一 項 第 三 号 の 公 立 学 校 教 職 員 等 を い う 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。 ） と な っ た 者 で 、 引 き 続 き 新 た に

職 員 と な っ た も の  公 立 学 校 教 職 員 等 と な っ た 日

に お い て 新 た に 職 員 と な っ た も の と み な し た 場 合

に お け る そ の 者 の 在 職 期 間 に 応 じ た 別 表 第 一 の 日

数 欄 に 定 め る 日 数 か ら 、 新 た に 職 員 と な っ た 日 の 前

日 ま で の 間 に 使 用 し た 年 次 有 給 休 暇 に 相 当 す る 休

暇 の 日 数 を 減 じ て 得 た 日 数 （ こ の 号 に 掲 げ る 職 員 が

再 任 用 職 員 （ 法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条

の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第

二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。 次 条 第 三

項 第 二 号 に お い て 同 じ 。 ） 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 又

は 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ

の 者 の 勤 務 時 間 等 を 考 慮 し 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め

る 日 数 ） と し 、 当 該 日 数 が 基 本 日 数 に 満 た な い 場 合

に あ っ て は 、 基 本 日 数  

２  前 条 及 び 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 労 働 基 準 法 第 三 ２  前 条 及 び 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 労 働 基 準 法 第 三

令和4年8月16日 三　重　県　公　報 号　　外

39



十 九 条 第 一 項 又 は 第 二 項 に 規 定 す る 継 続 勤 務 年 数 の

計 算 に 当 た り 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二

条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 採 用 後 の

勤 務 又 は 育 児 休 業 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 採

用 後 の 勤 務 が 退 職 以 前 の 勤 務 と 継 続 す る も の と さ れ

る 者 の 当 該 採 用 さ れ た 年 に お け る 年 次 有 給 休 暇 の 日

数 は 、 当 該 採 用 後 の 勤 務 と 退 職 以 前 の 勤 務 と が 継 続 す

る も の と み な し た 場 合 に お け る 日 数 と す る 。  

十 九 条 第 一 項 又 は 第 二 項 に 規 定 す る 継 続 勤 務 年 数 の

計 算 に 当 た り 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二

十 八 条 の 六 第 二 項 の 規 定 に よ る 採 用 後 の 勤 務 又 は 育

児 休 業 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 採 用 後 の 勤 務

が 退 職 以 前 の 勤 務 と 継 続 す る も の と さ れ る 者 の 当 該

採 用 さ れ た 年 に お け る 年 次 有 給 休 暇 の 日 数 は 、 当 該 採

用 後 の 勤 務 と 退 職 以 前 の 勤 務 と が 継 続 す る も の と み

な し た 場 合 に お け る 日 数 と す る 。  

第 八 条 の 三  （ 略 ）  第 八 条 の 三  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 三 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 日 数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 掲 げ る 日 数 と し 、 当 該 日 数 が 基 本 日 数 に 満 た な

い 場 合 に あ っ て は 、 基 本 日 数 と す る 。  

３  条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 三 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 日 数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 掲 げ る 日 数 と し 、 当 該 日 数 が 基 本 日 数 に 満 た な

い 場 合 に あ っ て は 、 基 本 日 数 と す る 。  

 一  （ 略 ）   一  （ 略 ）  

 二  当 該 年 の 初 日 に お い て 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 又 は 任 期 付 短 時 間 勤 務 職

員 で あ っ た 者 そ の 者 の 勤 務 時 間 等 を 考 慮 し 、 人 事 委

員 会 が 別 に 定 め る 日 数  

 二  当 該 年 の 初 日 に お い て 再 任 用 職 員 、 育 児 短 時 間 勤

務 職 員 等 又 は 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 で あ っ た 者  そ

の 者 の 勤 務 時 間 等 を 考 慮 し 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め

る 日 数  

 （ 特 別 休 暇 ）   （ 特 別 休 暇 ）  

第 十 一 条  条 例 第 十 五 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 と し 、 そ の 期 間 は 、 当 該 各

号 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  

第 十 一 条  条 例 第 十 五 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 と し 、 そ の 期 間 は 、 当 該 各

号 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  

 一 ～ 十 二  （ 略 ）  一 ～ 十 二  （ 略 ）  

 十 三  生 後 満 一 年 九 月 に 達 し な い 子 を 保 育 す る 場 合  

一 日 二 回 各 四 十 五 分 以 内 の 期 間 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職

員 等 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時

間 勤 務 職 員 に あ っ て は 、 一 日 二 回 各 三 十 分 以 内 の 期

間 ）  

 十 三  生 後 満 一 年 九 月 に 達 し な い 子 を 保 育 す る 場 合  

一 日 二 回 各 四 十 五 分 以 内 の 期 間 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職

員 等 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務

職 員 に あ っ て は 、 一 日 二 回 各 三 十 分 以 内 の 期 間 ）  

 十 四 ～ 十 七  （ 略 ）   十 四 ～ 十 七  （ 略 ）  

 十 八  夏 季 に お け る 盆 等 の 諸 行 事 、 心 身 の 健 康 の 維 持

及 び 増 進 又 は 家 庭 生 活 の 充 実 の た め 勤 務 し な い こ と

が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合  一 の 年 の 六 月 か ら

九 月 （ 任 命 権 者 が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 に あ っ て は

十 月 ） ま で の 期 間 内 に お け る 五 日 の 範 囲 内 の 期 間 （ 育

児 短 時 間 勤 務 職 員 等 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 の う ち 一 週 間 ご と の 勤 務

日 の 日 数 が 同 一 で あ る 職 員 に あ っ て は 当 該 職 員 の 一

週 間 に お け る 勤 務 日 の 日 数 の 範 囲 内 の 期 間 、 一 週 間

ご と の 勤 務 日 の 日 数 が 同 一 で な い 職 員 に あ っ て は 三

日 の 範 囲 内 の 期 間 ）  

十 八  夏 季 に お け る 盆 等 の 諸 行 事 、 心 身 の 健 康 の 維 持

及 び 増 進 又 は 家 庭 生 活 の 充 実 の た め 勤 務 し な い こ と

が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合  一 の 年 の 六 月 か ら

九 月 （ 任 命 権 者 が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 に あ っ て は

十 月 ） ま で の 期 間 内 に お け る 五 日 の 範 囲 内 の 期 間 （ 育

児 短 時 間 勤 務 職 員 等 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任

期 付 短 時 間 勤 務 職 員 の う ち 一 週 間 ご と の 勤 務 日 の

日 数 が 同 一 で あ る 職 員 に あ っ て は 当 該 職 員 の 一 週

間 に お け る 勤 務 日 の 日 数 の 範 囲 内 の 期 間 、 一 週 間 ご

と の 勤 務 日 の 日 数 が 同 一 で な い 職 員 に あ っ て は 三

日 の 範 囲 内 の 期 間 ）  

 十 九 ～ 二 十 三  （ 略 ）   十 九 ～ 二 十 三  （ 略 ）  

 （ 休 暇 の 単 位 及 び 計 算 ）   （ 休 暇 の 単 位 及 び 計 算 ）  

第 十 三 条  休 暇 の 単 位 は 、 年 次 有 給 休 暇 、 病 気 休 暇 、 特

別 休 暇 及 び 介 護 休 暇 に あ っ て は 特 別 の 定 め が あ る 場

合 の ほ か 、 一 日 、 半 日 又 は 一 時 間 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職

員 等 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間

勤 務 職 員 に あ っ て は 、 一 日 又 は 一 時 間 ） 、 介 護 時 間 に

あ っ て は 三 十 分 、 組 合 休 暇 に あ っ て は 一 日 又 は 一 時 間

と す る 。  

第 十 三 条  休 暇 の 単 位 は 、 年 次 有 給 休 暇 、 病 気 休 暇 、 特

別 休 暇 及 び 介 護 休 暇 に あ っ て は 特 別 の 定 め が あ る 場

合 の ほ か 、 一 日 、 半 日 又 は 一 時 間 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職

員 等 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職

員 に あ っ て は 、 一 日 又 は 一 時 間 ） 、 介 護 時 間 に あ っ て

は 三 十 分 、 組 合 休 暇 に あ っ て は 一 日 又 は 一 時 間 と す

る 。  
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２ ～ ７  （ 略 ）  ２ ～ ７  （ 略 ）  

 （ 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  
第 十 七 条  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 五 ― ○ （ 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 任 命 権 者 へ の 再 就 職 の 届 出 を 要 し な い 場 合 ）  （ 任 命 権 者 へ の 再 就 職 の 届 出 を 要 し な い 場 合 ）  

第 二 十 三 条  条 例 第 三 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合

は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。  

第 二 十 三 条  条 例 第 三 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合

は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ り 職 員 と し

て 採 用 さ れ た 場 合  

二  法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 五 第

一 項 の 規 定 に よ り 職 員 と し て 採 用 さ れ た 場 合  

三  （ 略 ）  三  （ 略 ）  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 一 条 中 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 第 十

二 条 の 四 第 二 号 の 改 正 規 定 は 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 四 年 七 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

 （ 定 義 ）  

２  こ の 附 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 一  令 和 三 年 改 正 地 公 法  地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 六 十 三 号 ） を い う 。  

 二  令 和 五 年 旧 地 公 法  令 和 三 年 改 正 地 公 法 に よ る 改 正 前 の 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ）

を い う 。  

三  暫 定 再 任 用 職 員  令 和 三 年 改 正 地 公 法 附 則 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条

第 三 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 附 則 第 五 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 、 附 則

第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第 三 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 附 則 第 七 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。  

四  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  地 方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 暫 定

再 任 用 職 員 を い う 。  

 五  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  地 方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第

二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。  

六  旧 地 公 法 再 任 用 職 員  こ の 規 則 の 施 行 前 に 、 令 和 五 年 旧 地 公 法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第 二 十 八 条

の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。  

 七  令 和 四 年 改 正 給 与 条 例  職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 四 年 三 重 県 条 例 第 二 十 九 号 ）

を い う 。  

（ 改 正 後 の 職 員 の 給 与 の 支 給 に 関 す る 規 則 に お け る 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

３  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員

の 給 与 の 支 給 に 関 す る 規 則 第 十 五 条 の 二 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第 十 七 条 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ）

の 規 定 を 適 用 す る 。  

（ 改 正 後 の 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 に お け る 暫 定 再 任 用 職 員 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

４  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員

の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 第 二 十 九 条 第 三 項 の 規 定 を 適 用 す る 。  

 （ 改 正 後 の 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 に お け る 暫 定 再 任 用 職 員 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

５  暫 定 再 任 用 職 員 （ 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。 ） に 対 す る 第 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 管 理 職 手

当 に 関 す る 規 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 別 表 第 二 」 と あ る の は 、 「 別 表 第 三 」 と す る 。 

６  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員

の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 第 三 条 第 二 項 の 規 定 を 適 用 す る 。  

（ 改 正 後 の 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 に 関 す る 規 則 に お け る 暫 定 再 任 用 職 員 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

７  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 農 林

漁 業 普 及 指 導 手 当 に 関 す る 規 則 第 三 条 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 を 適 用 す る 。  

（ 改 正 後 の 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 に お け る 暫 定 再 任 用 職 員 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

８  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 八 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員
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の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 第 二 条 及 び 第 四 条 の 規 定 を 適 用 す る 。  

９  暫 定 再 任 用 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 八 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 期 末 手 当

及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 第 十 三 条 の 規 定 を 適 用 す る 。  

 （ 改 正 後 の 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 に お け る 暫 定 再 任 用 職 員 等 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

1
0  次 に 掲 げ る 事 由 の 発 生 に 伴 い 、 住 居 を 移 転 し 、 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 第 二 条 に 規 定 す る や む を 得

な い 事 情 に よ り 、 同 居 し て い た 配 偶 者 と 別 居 す る こ と と な っ た 職 員 で あ っ て 、 当 該 事 由 の 発 生 の 直 前 の 住 居 か

ら 当 該 事 由 の 発 生 の 直 後 に 在 勤 す る 公 署 に 通 勤 す る こ と が 同 規 則 第 三 条 に 規 定 す る 基 準 に 照 ら し て 困 難 で あ る

と 認 め ら れ る も の の う ち 、 単 身 で 生 活 す る こ と を 常 況 と す る も の と な っ た 暫 定 再 任 用 職 員 は 、 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） 第 十 三 条 の 二 第 三 項 の 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 単 身 赴 任 手 当

を 支 給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 と す る 。  

 一  令 和 三 年 改 正 地 公 法 附 則 第 四 条 第 一 項 、 第 五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 六 条 第 一 項 又 は 第 七 条 第 一 項 若

し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 採 用 （ 令 和 五 年 旧 地 公 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 退 職 し た 日 （ 令 和 五

年 旧 地 公 法 第 二 十 八 条 の 三 又 は 令 和 三 年 改 正 地 公 法 附 則 第 三 条 第 五 項 若 し く は 第 六 項 の 規 定 に よ り 勤 務 し た

後 退 職 し た 日 及 び 令 和 五 年 旧 地 公 法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項

若 し く は 第 二 項 、 令 和 三 年 改 正 地 公 法 附 則 第 四 条 第 一 項 、 第 五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 六 条 第 一 項 又 は

第 七 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 採 用 に 係 る 任 期 が 満 了 し た 日 を 含 む 。 ） の 翌 日 に お け る も の に 限

る 。 ） を さ れ た こ と 。  

 二  令 和 三 年 改 正 地 公 法 附 則 第 四 条 第 二 項 、 第 五 条 第 三 項 若 し く は 第 四 項 、 第 六 条 第 二 項 又 は 第 七 条 第 三 項 若

し く は 第 四 項 の 規 定 に よ る 採 用 （ 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ り 退 職 し た 日 （ 同 法 第 二 十

八 条 の 七 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 勤 務 し た 後 退 職 し た 日 及 び 同 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 、 第 二 十 二 条

の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 令 和 三 年 改 正 地 公 法 附 則 第 四 条 第 二 項 、 第 五 条 第 三 項 若 し く は 第 四 項 、 第 六 条

第 二 項 又 は 第 七 条 第 三 項 若 し く は 第 四 項 の 規 定 に よ る 採 用 に 係 る 任 期 が 満 了 し た 日 を 含 む 。 ） の 翌 日 に お け る

も の に 限 る 。 ） を さ れ た こ と 。  

1
1  令 和 三 年 改 正 地 公 法 附 則 第 四 条 第 二 項 、 第 五 条 第 三 項 若 し く は 第 四 項 、 第 六 条 第 二 項 又 は 第 七 条 第 三 項 若 し

く は 第 四 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ 勤 務 し た 後 退 職 し た 日 の 翌 日 に 地 方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二

十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 に 対 す る 第 十 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の

単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 第 五 条 第 二 項 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第 一 号 イ 中 「 退 職 し た 日 」 と あ る の は 、 「 退 職

し た 日 （ 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 四 条 第 二 項 、 第 五 条 第 三 項 若

し く は 第 四 項 、 第 六 条 第 二 項 又 は 第 七 条 第 三 項 若 し く は 第 四 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ 勤 務 し た 後 退 職 し た 日 を

含 む 。 ） 」 と す る 。  

1
2  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 、 第 十 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 第 五 条 第 二 項 第

一 号 イ に 該 当 す る 採 用 を さ れ た 職 員 に つ い て は 、 同 項 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 後 も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

（ 改 正 後 の 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 に お け る 暫 定 再 任 用 職 員 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

1
3  暫 定 再 任 用 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 十 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 管 理 職 員 特 別

勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 第 二 条 第 二 項 及 び 第 三 条 第 一 項 の 規 定 を 適 用 す る 。  

 （ 職 員 相 談 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

1
4  令 和 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 第 十 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 相 談 に 関 す る 規 則 第 二 条 第

一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第 二 号 中 「 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 」 と あ る の は 、 「 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又

は 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 五 条

第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 、 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 若 し く は 第 七 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 」 と す る 。  

 （ 改 正 後 の 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 に お け る 暫 定 再 任 用 職 員 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

1
5  暫 定 再 任 用 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 十 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 勤 務 時

間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 第 八 条 の 二 第 一 項 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第 八 条 の 三 第 三 項 （ 第 二 号 に 係 る

部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 を 適 用 す る 。  

1
6  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 十 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職

員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 第 一 条 の 三 第 一 項 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 、 第 六 条 の 二 の 二 第 二 項 、

第 八 条 、 第 八 条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 八 条 の 三 第 三 項 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 、 第 十 一 条 （ 第 十 三 号

及 び 第 十 八 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 並 び に 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 を 適 用 す る 。   

 （ 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

1
7  管 理 職 職 員 （ 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） 第 三 条 に 規 定 す る 管 理 又 は 監
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督 の 地 位 に あ る 職 員 の 職 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の に 就 い て い る 職 員 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） で

あ っ た 者 が 、 令 和 三 年 改 正 地 公 法 附 則 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 五 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 、 第 六 条 第

一 項 若 し く は 第 二 項 若 し く は 第 七 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 職 員 と し て 採 用 さ れ た 場 合 に お い て は 、

第 十 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 当 該 者 に 対 す る 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 規 則 第 二 十 三 条 第 二 号 の 適 用 に つ い て

は 、 「 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 」 と あ る の は 「 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令

和 三 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 五 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 、 第 六 条 第 一 項 若 し

く は 第 二 項 若 し く は 第 七 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 」 と す る 。  

1
8  こ の 規 則 の 施 行 前 に 、 管 理 職 職 員 で あ っ た 者 が 、 令 和 五 年 旧 地 公 法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の

五 第 一 項 の 規 定 に よ り 職 員 と し て 採 用 さ れ た 場 合 に お い て は 、 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 規 則 第 二 十 三 条 第 二 号

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

（ 育 児 休 業 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 暫 定 再 任 用 職 員 へ の 準 用 ）  

1
9  令 和 四 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 五 項 の 規 定 は 、 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 。

次 項 に お い て 「 育 児 休 業 法 」 と い う 。 ） 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 暫 定 再 任 用 職 員 に つ い て 準

用 す る 。  

（ 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 の 給 料 月 額 の 端 数 計 算 ）  

2
0  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に つ い て 、 当 該 各 号 に 定 め る 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ

の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を も っ て 当 該 職 員 の 給 料 月 額 と す る 。  

一  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  令 和 四 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 六 項  

二  育 児 休 業 法 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 又 は 育 児 休 業 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し

て い る 暫 定 再 任 用 職 員  令 和 四 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 五 項 （ 前 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規

定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 令 和 四 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 四 項  

 （ 旧 地 公 法 再 任 用 職 員 に 係 る 平 均 給 与 額 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

2
1  地 方 公 務 員 災 害 補 償 法 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ） 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 期 間 中 に 旧 地 公 法 再 任 用

職 員 と し て 在 職 し て い た 期 間 が あ る 場 合 に お け る 当 該 期 間 に 係 る 同 法 第 二 条 第 五 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 （ 雑 則 ）  

2
2  附 則 第 三 項 か ら 前 項 ま で に 規 定 す る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 経 過 措 置 は 、 人 事 委 員 会 が 定

め る 。  

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 一 （ 給 与 条 例 附 則 第 二 十 六 項 、 第 二 十 八 項 、 第 三 十 項 又 は 第 三 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料

に 関 す る 規 則 ） を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 八 月 十 六 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   降   簱   道   男    

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 八 一 （ 給 与 条 例 附 則 第 二 十 六 項 、 第 二 十 八 項 、 第 三 十 項 又 は 第 三 十 一 項 の 規 定

に よ る 給 料 に 関 す る 規 則 ）  

 （ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 。 以 下 「 給 与 条 例 」 と い う 。 ）

附 則 第 二 十 六 項 、 第 二 十 八 項 、 第 三 十 項 又 は 第 三 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。  

（ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 一  管 理 監 督 職  職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 三 重 県 条 例 第 十 九 号 ） 第 六 条 に 規 定 す る 職 を い う 。 

 二  異 動 期 間  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 八 条 の 二 第 一

項 に 規 定 す る 異 動 期 間 （ 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 間 を 含 む 。 ） を

い う 。  

 三  特 例 任 用 後 降 任 等 職 員  法 第 二 十 八 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 降 任 等 を さ れ た 職 員 で あ っ て 、 給

与 条 例 附 則 第 二 十 六 項 に 規 定 す る 異 動 日 （ 以 下 「 異 動 日 」 と い う 。 ） の 前 日 に お い て 第 一 項 特 例 任 用 職 員 （ 法

第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 を 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） 又 は 第 三 項 特 例 任 用 職 員 （ 同 条 第 三 項 又 は 第 四 項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 を 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 を
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占 め る 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ っ た も の を い う 。  

 四  特 定 日  給 与 条 例 附 則 第 二 十 四 項 に 規 定 す る 特 定 日 を い う 。  

 五  降 格  給 与 条 例 第 七 条 に 規 定 す る 降 格 の う ち 、 法 第 二 十 八 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 降 任 等 に 伴

う も の を 除 い た も の を い う 。  

 六  初 任 給 基 準 異 動  給 与 条 例 第 六 条 第 一 項 の 給 料 表 （ 以 下 「 給 料 表 」 と い う 。 ） の 適 用 を 異 に し な い 三 重 県

人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 （ 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 ） 別 表 第 六 に 定 め る 初 任 給 基 準 表

（ 第 六 条 第 一 項 第 一 号 に お い て 「 初 任 給 基 準 表 」 と い う 。 ） に 異 な る 初 任 給 の 定 め が あ る 他 の 職 種 に 属 す る

職 務 へ の 異 動 を い う 。  

 七  給 料 表 異 動  給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 異 動 を い う 。  

 八  上 限 額  給 与 条 例 第 六 条 第 三 項 及 び 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 職 員 が 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 高 の 号 給

の 給 料 月 額 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 又 は 第 十 七 条 の

規 定 に よ る 勤 務 （ 以 下 「 育 児 短 時 間 勤 務 等 」 と い う 。 ） を し て い る 職 員 に あ っ て は 、 当 該 給 料 月 額 に 職 員 の

勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 当 該 職

員 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 （ 以 下 「 算 出 率 」 と い う 。 ） を 乗 じ て 得 た 額

（ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） ） を い う 。  

 九  そ の 者 の 号 給 等  当 該 職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 並 び に そ の 職 務 の 級 及 び 号 給 を い う 。  

 （ 給 与 条 例 附 則 第 二 十 六 項 及 び 第 二 十 八 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 ）  

第 三 条  給 与 条 例 附 則 第 二 十 六 項 及 び 第 二 十 八 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。  

 一  法 第 二 十 八 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 降 任 等 を さ れ た 職 員 （ 特 例 任 用 後 降 任 等 職 員 を 除 く 。 ） 又

は 警 察 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 六 十 二 号 ） 第 五 十 六 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 任 命 に よ り 職 員 と な っ た 者

の う ち 、 次 に 掲 げ る 職 員  

  イ  異 動 日 又 は 給 与 条 例 附 則 第 二 十 八 項 に 規 定 す る 任 命 を さ れ た 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 任 命 日 」 と い う 。 ）

以 後 に 初 任 給 基 準 異 動 を し た 職 員  

  ロ  異 動 日 又 は 任 命 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 に 降 格 を し た 職 員  

  ハ  異 動 日 又 は 任 命 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員 （ 異 動 日 又 は 任 命 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務

等 を 開 始 し 、 特 定 日 前 に 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 終 了 し た 職 員 を 除 く 。 ）  

  ニ  異 動 日 又 は 任 命 日 以 後 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 又 は 人 事 委 員 会 の 定 め る こ

れ に 準 ず る 職 員  

二  異 動 日 又 は 任 命 日 の 前 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改 定 又 は 減 額 改 定 （ 給 料 月 額 の 改

定 を す る 条 例 が 制 定 さ れ た 場 合 に お い て 、 当 該 条 例 に よ る 改 定 に よ り 当 該 改 定 前 に 受 け て い た 給 料 月 額 が 増

額 又 は 減 額 さ れ る こ と を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を さ れ た 職 員  

（ 他 の 職 へ の 降 任 等 を さ れ た 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 附 則 第 三 十 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 ）  

第 四 条  法 第 二 十 八 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 降 任 等 を さ れ た 職 員 （ 特 例 任 用 後 降 任 等 職 員 を 除 く 。 ）

で あ っ て 、 異 動 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 と な り 、 特 定

日 に 給 与 条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る 給 料 月 額 （ 特 定 日 後 に 第 一 号 、 第 三 号 又 は 第 四 号

に 掲 げ る 職 員 と な っ た も の に あ っ て は 、 特 定 日 に 当 該 各 号 に 掲 げ る 職 員 に な っ た も の と し た 場 合 に 特 定 日 に 同

項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 日 給 料 月 額 」

と い う 。 ） が 当 該 各 号 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 額 （ 第 三 号 イ に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員 に あ っ て は 、 当 該

額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百

円 に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 四 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 ） に 達 し な い こ と と な る 職 員 （ 次 の

各 号 の う ち 二 以 上 の 号 に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る 職 員 （ 第 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 を 除 く 。 ） を 除 く 。 ）

に は 、 特 定 日 以 後 の 当 該 各 号 に 掲 げ る 職 員 と な っ た 日 以 後 、 第 四 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 に

相 当 す る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 三 十 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

 一  異 動 日 以 後 に 給 料 表 異 動 又 は 初 任 給 基 準 異 動 （ 以 下 「 給 料 表 異 動 等 」 と い う 。 ） を し た 職 員 （ 第 四 号 に 掲

げ る 職 員 を 除 く 。 ）  異 動 日 の 前 日 に 当 該 給 料 表 異 動 等 が あ っ た も の と し た 場 合 （ 給 料 表 異 動 等 が 二 回 以 上

あ っ た 場 合 に あ っ て は 、 同 日 に そ れ ら の 給 料 表 異 動 等 が 順 次 あ っ た も の と し た 場 合 ） に 同 日 に お い て 当 該 職

員 が 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額  

 二  異 動 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 に 降 格 を し た 職 員 （ 第 四 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）  異 動 日 の 前 日 に 当 該 職 員

が 受 け て い た 給 料 月 額 か ら 、 当 該 降 格 を し た 日 に 当 該 降 格 が な い も の と し た 場 合 の 同 日 の そ の 者 の 号 給 等 に

対 応 す る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 と 当 該 降 格 後 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 と の 差 額 （ 降 格 を 二 回 以
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上 し た 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ の 当 該 差 額 を 合 算 し た 額 ） に 相 当 す る 額 を 減 じ た 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て

得 た 額  

 三  異 動 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員 （ 異 動 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 開 始 し 、 特 定 日 前 に

当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 終 了 し た 職 員 を 除 く 。 ）  次 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 次 に 定 め る 額  

  イ  特 定 日 以 後 に 現 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し て い る 職 員  異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月

額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以

上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 ） に 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未

満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ）  

  ロ  イ に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て

得 た 額  

 四  異 動 日 以 後 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 又 は 人 事 委 員 会 の 定 め る こ れ に 準 ず る 職

員  人 事 委 員 会 の 定 め る 額  

 五  異 動 日 の 前 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改 定 又 は 減 額 改 定 を さ れ た 職 員  異 動 日 の 前

日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 特 定 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額  

２  前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る 場 合

に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 四 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と あ る の は 、

「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。  

３  第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 で あ っ て 同 項 第 五 号 に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る 職 員 に

対 す る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 職 員 は 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 で

あ る も の と し 、 当 該 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 四 条 基 礎 給 料 月 額 は 、 同 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 規 定 す る 給

料 月 額 に つ い て 特 定 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、 算 出 す る も の と す る 。  

４  第 一 項 第 一 号 か ら 第 五 号 ま で の う ち 二 以 上 の 号 に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る 職 員 （ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職

員 を 除 く 。 ） に は 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 日 以 後 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 三 十 項 の 規 定 に よ

る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

 （ 特 例 任 用 後 降 任 等 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 附 則 第 三 十 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 ）  

第 五 条  特 例 任 用 後 降 任 等 職 員 で あ っ て 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 （ 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に

よ る 異 動 期 間 の 延 長 が な い も の と し た 場 合 に お け る 異 動 期 間 の 末 日 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 前 日 か ら 引 き 続 き

同 一 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、 異 動 日 に 給 与 条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る 給

料 月 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 異 動 日 給 料 月 額 」 と い う 。 ） が 異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料

月 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ よ

り も 多 い 給 料 月 額 が あ る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当

該 額 に 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百

円 に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 第 五 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 ） に 達 し な い こ と と な る 職 員 （ 次 条

第 一 項 各 号 、 第 三 項 及 び 第 四 項 に 該 当 す る 職 員 を 除 く 。 ） に は 、 異 動 日 以 後 、 第 五 条 基 礎 給 料 月 額 と 異 動 日 給

料 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 三 十 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る 場 合

に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 五 条 基 礎 給 料 月 額 と 異 動 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と あ る の は 、

「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。  

第 六 条  特 例 任 用 後 降 任 等 職 員 で あ っ て 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う

ち 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 と な り 、 異 動 日 に 給 与 条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る 給 料 月 額

（ 異 動 日 後 に 第 一 号 、 第 三 号 又 は 第 四 号 に 掲 げ る 職 員 と な っ た も の に あ っ て は 、 異 動 日 に 当 該 各 号 に 掲 げ る 職

員 に な っ た も の と し た 場 合 に 異 動 日 に 同 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 。

以 下 こ の 項 に お い て 「 異 動 日 給 料 月 額 」 と い う 。 ） が 当 該 各 号 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 額 （ 第 三 号 イ に

掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員 に あ っ て は 、 当 該 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上

百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 六 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い

う 。 ） に 達 し な い こ と と な る 職 員 （ 次 の 各 号 の う ち 二 以 上 の 号 に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る 職 員 （ 第 三 項 の 規 定 の

適 用 を 受 け る 職 員 を 除 く 。 ） を 除 く 。 ） に は 、 異 動 日 以 後 の 当 該 各 号 に 掲 げ る 職 員 と な っ た 日 以 後 、 第 六 条 基

礎 給 料 月 額 と 異 動 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 三 十 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す

る 。  

 一  仮 定 異 動 期 間 末 日 以 後 に 給 料 表 異 動 等 を し た 職 員 （ 第 四 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）  仮 定 異 動 期 間 末 日 の
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前 日 に 当 該 給 料 表 異 動 等 が あ り 、 同 日 か ら 異 動 日 の 前 日 ま で 当 該 給 料 表 異 動 等 後 に 適 用 さ れ て い る 給 料 表 及

び 初 任 給 基 準 表 に お け る 初 任 給 の 定 め が 引 き 続 き 適 用 さ れ て い る も の と し た 場 合 （ 給 料 表 異 動 等 が 二 回 以 上

あ っ た 場 合 に あ っ て は 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 に そ れ ら の 給 料 表 異 動 等 が 順 次 あ り 、 同 日 か ら 異 動 日 の 前

日 ま で こ れ ら の 給 料 表 異 動 等 後 に 適 用 さ れ て い る 給 料 表 及 び 初 任 給 基 準 表 に お け る 初 任 給 の 定 め が 引 き 続 き

適 用 さ れ て い る も の と し た 場 合 ） の 同 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 （ こ れ ら の 場 合

に お い て 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、

こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る と き は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得

た 額  

 二  仮 定 異 動 期 間 末 日 か ら 異 動 日 ま で の 間 に 降 格 （ 職 員 か ら 書 面 に よ る 同 意 を 得 て 行 う も の を 除 く 。 以 下 こ の

号 に お い て 同 じ 。 ） を し た 職 員 （ 第 四 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）  異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す

る 給 料 月 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、

こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） か ら 、 当 該 降 格 を し た 日

に 当 該 降 格 が な い も の と し た 場 合 の 同 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 と 当 該 降 格 後 の

そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 と の 差 額 （ 降 格 を 二 回 以 上 し た 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ の 当 該 差 額 を

合 算 し た 額 ） に 相 当 す る 額 を 減 じ た 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額  

 三  仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員  次 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 次 に 定 め る

額  

  イ  異 動 日 以 後 に 現 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し て い る 職 員  異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月

額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ

よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た

額 （ 当 該 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と

き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 ） に 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の

端 数 を 切 り 捨 て た 額 ）  

  ロ  イ に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の

前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ

る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額  

 四  仮 定 異 動 期 間 末 日 以 後 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 又 は 人 事 委 員 会 の 定 め る こ れ

に 準 ず る 職 員  人 事 委 員 会 の 定 め る 額  

 五  仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 異 動 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改 定 又 は 減 額 改 定 を さ れ た 職 員   

異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 異 動 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末

日 の 前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 異 動 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給

料 月 額 に 、 こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十

を 乗 じ て 得 た 額  

２  前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る 場 合

に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 六 条 基 礎 給 料 月 額 と 異 動 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と あ る の は 、

「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。  

３  第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 で あ っ て 、 第 五 号 に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る 職 員 に 対

す る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 職 員 は 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 で あ

る も の と し 、 当 該 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 六 条 基 礎 給 料 月 額 は 、 同 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 規 定 す る 給 料

月 額 に つ い て 異 動 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、 算 出 す る も の と す る 。  

４  第 一 項 第 一 号 か ら 第 五 号 ま で の う ち 二 以 上 の 号 に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る 職 員 （ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職

員 を 除 く 。 ） に は 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 日 以 後 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 三 十 項 の 規 定 に よ

る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

 （ 降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 附 則 第 三 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 ）  

第 七 条  降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 （ 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 転 任 に 伴 う 給 料 表 異 動

の う ち 、 当 該 給 料 表 異 動 後 の 職 員 の 職 務 の 級 が 当 該 給 料 表 異 動 の 前 日 に 給 料 表 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 の

職 員 の 職 務 の 級 よ り 下 位 の 職 務 の 級 と な る 場 合 の も の を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） を し た 職

員 （ 第 一 項 特 例 任 用 職 員 又 は 第 三 項 特 例 任 用 職 員 か ら 降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 職 員 を 除 く 。 第 四 項 に お い

て 同 じ 。 ） で あ っ て 、 降 任 等 相 当 転 任 日 （ 当 該 降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 日 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に

お い て 同 じ 。 ） の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ） の う ち 、
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特 定 日 に 給 与 条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る 給 料 月 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 日 給 料

月 額 」 と い う 。 ） が 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 に 降 任 等 相 当 転 任 日 に お い て 適 用 さ れ る 給 料 表 の 適 用 を 受 け る も

の と し た 場 合 に 当 該 職 員 が 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 額 に 五

十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り

上 げ た 額 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 七 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 ） に 達 し な い こ と と な る 職 員 に は 、 特 定 日 以

後 、 第 七 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 三 十 一 項 の 規 定 に よ る 給

料 と し て 支 給 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る 場 合

に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 七 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と あ る の は 、

「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。  

３  降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改 定 又 は 減 額 改 定 を さ れ た 職 員 に 対

す る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 七 条 基 礎 給 料 月 額 は 、 第 一 項 に 規 定 す る

給 料 月 額 に つ い て 特 定 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、 算 出 す る も の と す る 。  

４  降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 職 員 で あ っ て 、 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職

員 の う ち 、 給 与 条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 職 員 に は 、 人 事 委 員 会 の

定 め る 日 以 後 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 三 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

 一  降 任 等 相 当 転 任 日 後 に 給 料 表 異 動 等 を し た 職 員  

 二  降 任 等 相 当 転 任 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 に 降 格 を し た 職 員  

 三  降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員 （ 降 任 等 相 当 転 任 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等

を 開 始 し 、 特 定 日 前 に 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 終 了 し た 職 員 を 除 く 。 ）  

 四  降 任 等 相 当 転 任 日 以 後 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 又 は 人 事 委 員 会 の 定 め る こ れ

に 準 ず る 職 員  

第 八 条  第 一 項 特 例 任 用 職 員 又 は 第 三 項 特 例 任 用 職 員 か ら 降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 職 員 で あ っ て 、 降 任 等 相

当 転 任 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ） の う ち 、 降 任 等

相 当 転 任 日 に 給 与 条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る 給 料 月 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 転 任 日

給 料 月 額 」 と い う 。 ） が 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 に 降 任 等 相 当 転 任 日 に お い て 適 用 さ れ る 給 料 表 の 適 用 を 受 け

る も の と し た 場 合 の 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 （ 仮 定 異 動 期

間 末 日 の 前 日 に 当 該 給 料 表 の 適 用 を 受 け 、 同 日 か ら 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 ま で 当 該 給 料 表 が 引 き 続 き 適 用 さ

れ て い る も の と し た 場 合 に 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給

等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る と き は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ）

に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円

未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 八 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 ）

に 達 し な い こ と と な る 職 員 に は 、 降 任 等 相 当 転 任 日 以 後 、 第 八 条 基 礎 給 料 月 額 と 転 任 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相

当 す る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 三 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る 場 合

に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 八 条 基 礎 給 料 月 額 と 転 任 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と あ る の は 、

「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。  

３  仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 降 任 等 相 当 転 任 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改 定 又 は 減 額 改 定 を さ れ

た 職 員 に 対 す る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 八 条 基 礎 給 料 月 額 は 、 第 一 項

に 規 定 す る 給 料 月 額 に つ い て 降 任 等 相 当 転 任 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、 算 出 す る も

の と す る 。  

４  第 一 項 特 例 任 用 職 員 又 は 第 三 項 特 例 任 用 職 員 か ら 降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 職 員 で あ っ て 、 降 任 等 相 当 転

任 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、 給 与 条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職

員 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 職 員 に は 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 日 以 後 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 三

十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

 一  降 任 等 相 当 転 任 日 後 に 給 料 表 異 動 等 を し た 職 員  

 二  仮 定 異 動 期 間 末 日 か ら 降 任 等 相 当 転 任 日 ま で の 間 に 降 格 （ 職 員 か ら 書 面 に よ る 同 意 を 得 て 行 う も の を 除

く 。 ） を し た 職 員  

 三  仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員  

 四  仮 定 異 動 期 間 末 日 以 後 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 又 は 人 事 委 員 会 の 定 め る こ れ
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に 準 ず る 職 員  

 （ 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 附 則 第 三 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 ）  
第 九 条  特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 （ 第 三 項 特 例 任 用 職 員 の う ち 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 か ら 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項

に 規 定 す る 他 の 職 へ の 昇 任 、 降 任 又 は 転 任 を さ れ る 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 降 格 （ 職 員 か ら 書 面 に よ る 同

意 を 得 て 行 う も の に 限 る 。 ） を さ れ た 職 員 又 は 給 料 表 異 動 に よ り 当 該 給 料 表 異 動 後 の 職 員 の 職 務 の 級 が 当 該 給

料 表 異 動 の 前 日 に 給 料 表 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 の 職 員 の 職 務 の 級 よ り 下 位 の 職 務 の 級 と な っ た 職 員 を い

う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） で あ っ て 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員

（ 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ） の う ち 、 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 （ 当 該 日 が 二 以 上 あ る と き

は 、 当 該 日 の う ち 最 も 遅 い 日 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に 給 与 条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員

が 受 け る 給 料 月 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 降 格 等 相 当 日 給 料 月 額 」 と い う 。 ） が 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応

じ 当 該 各 号 に 定 め る 額 （ 当 該 額 に 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端

数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 九 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 ） に 達 し

な い こ と と な る 職 員 に は 、 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 か ら 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 他 の 職

へ の 昇 任 、 降 任 又 は 転 任 を さ れ る 日 の 前 日 ま で の 間 、 第 九 条 基 礎 給 料 月 額 と 降 格 等 相 当 日 給 料 月 額 と の 差 額 に

相 当 す る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 三 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

 一  次 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給

料 月 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給

等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ よ り 多 い 給 料 月 額 が あ る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ）

に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額  

 二  仮 定 異 動 期 間 末 日 以 後 に 給 料 表 異 動 （ 当 該 給 料 表 異 動 後 の 職 員 の 職 務 の 級 が 当 該 給 料 表 異 動 の 前 日 に 給 料

表 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 の 職 員 の 職 務 の 級 よ り 下 位 の 職 務 の 級 と な る も の に 限 る 。 ） を し た 職 員  特

例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 前 日 に 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 に お い て 適 用 さ れ る 給 料 表 の

適 用 を 受 け る 職 員 へ の 給 料 表 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 の 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 前 日 の そ

の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 に 当 該 給 料 表 異 動 が あ り 、 同 日 か

ら 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 前 日 ま で 当 該 給 料 表 異 動 後 に 適 用 さ れ て い る 給 料 表 が 引 き 続 き 適 用

さ れ て い る も の と し た 場 合 に 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 前 々 日 ま

で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る と き は 、 そ の う ち 最 も 多 い

給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額  

２  前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る 場 合

に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 九 条 基 礎 給 料 月 額 と 降 格 等 相 当 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と あ

る の は 、 「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。  

３  仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改 定 又

は 減 額 改 定 を さ れ た 職 員 に 対 す る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 九 条 基 礎 給

料 月 額 は 、 第 一 項 各 号 に 規 定 す る 給 料 月 額 に つ い て 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄

に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、 算 出 す る も の と す る 。  

４  特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 で あ っ て 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、

給 与 条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 職 員 に は 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 日 か

ら 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 昇 任 、 降 任 又 は 転 任 を さ れ る 日 の 前 日 ま で の 間 、 人 事 委 員 会

の 定 め る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 三 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

 一  特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 翌 日 か ら 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 昇 任 、 降 任

又 は 転 任 を さ れ る 日 の 前 日 ま で の 間 に 給 与 条 例 第 七 条 に 規 定 す る 昇 格 を し た 職 員  

 二  特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 以 後 に 給 料 表 異 動 等 （ 給 料 表 異 動 の う ち 、 当 該 給 料 表 異 動 後 の 職 員 の

職 務 の 級 が 当 該 給 料 表 異 動 の 前 日 に 給 料 表 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 の 職 員 の 職 務 の 級 よ り 下 位 の 職 務 の

級 と な る 場 合 の も の を 除 く 。 ） を し た 職 員  

 三  仮 定 異 動 期 間 末 日 か ら 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 ま で の 間 に 降 格 （ 職 員 か ら 書 面 に よ る 同 意 を 得

て 行 う も の を 除 く 。 ） を し た 職 員  

 四  仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員  

 五  仮 定 異 動 期 間 末 日 以 後 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 又 は 人 事 委 員 会 の 定 め る こ れ

に 準 ず る 職 員  

 （ 人 事 交 流 等 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 附 則 第 三 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 ）  
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第 十 条  職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 第 十 七 条 各 号 に 掲 げ る 者 か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続

い て 管 理 監 督 職 以 外 の 職 に 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 人 事 交 流 等 職 員 」 と い う 。 ） の う ち 人 事 交

流 等 職 員 と な っ た 日 （ 当 該 日 が 二 以 上 あ る と き は 、 当 該 日 の う ち 最 も 遅 い 日 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 前

に 職 員 で あ っ た も の と し た 場 合 に 異 動 日 と み な さ れ る 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 み な し 異 動 日 」 と い う 。 ） が

あ る 者 で あ っ て 、 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 職

員 を 除 く 。 ） の う ち 、 特 定 日 に 給 与 条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る 給 料 月 額 （ 人 事 交 流 等

職 員 と な っ た 日 が 六 十 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 仮 定 特 定 日 」 と い う 。 ）

後 で あ る と き は 、 仮 定 特 定 日 に 職 員 で あ っ た も の と し て 給 与 条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 が 適 用 さ れ た 場 合 に 仮

定 特 定 日 に 当 該 職 員 が 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 日 給 料 月 額 」 と い

う 。 ） が み な し 異 動 日 の 前 日 に 職 員 と な っ た も の と し た 場 合 に 当 該 職 員 が 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す

る 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上

百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 十 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い

う 。 ） に 達 し な い こ と と な る 職 員 に は 、 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 （ 特 定 日 前 に 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 場 合

に あ っ て は 特 定 日 ） 以 後 、 第 十 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 三

十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る 場 合

に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 十 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と あ る の は 、

「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。  

３  給 料 月 額 の 改 定 を す る 条 例 の 制 定 に よ り 、 み な し 異 動 日 の 前 日 か ら 特 定 日 （ 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 が 仮

定 特 定 日 後 で あ る と き は 、 仮 定 特 定 日 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 改 定 さ れ

た 場 合 に お け る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 人 事 交 流 等 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 十 条 基 礎 給 料 月 額 は 、

第 一 項 に 規 定 す る 給 料 月 額 に つ い て 特 定 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、 算 出 す る も の と

す る 。  

４  人 事 交 流 等 職 員 の う ち み な し 異 動 日 が あ る 者 で あ っ て 、 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適

用 を 受 け る 職 員 の う ち 、 給 与 条 例 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 職 員 に は 、

人 事 委 員 会 の 定 め る 日 以 後 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 三 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給

す る 。  

 一  か つ て 第 一 項 特 例 任 用 職 員 又 は 第 三 項 特 例 任 用 職 員 と し て 勤 務 し て い た 者 で 、 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 い

て 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 第 十 七 条 各 号 に 掲 げ る 者 と な り 引 き 続 い て 人 事 交 流 等 職

員 と な っ た も の 及 び こ れ に 準 ず る も の  

 二  人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 後 に 給 料 表 異 動 等 を し た 職 員  

 三  人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 に 降 格 を し た 職 員  

 四  人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 （ 特 定 日 前 に 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 場 合 に あ っ て は 特 定 日 ） 以 後 に 育 児 短 時

間 勤 務 等 を し た 職 員  

 五  人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 以 後 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 又 は 人 事 委 員 会 の 定

め る こ れ に 準 ず る 職 員  

 （ こ の 規 則 に よ り 難 い 場 合 の 措 置 ）  

第 十 一 条  給 与 条 例 附 則 二 十 六 項 、 第 二 十 八 項 、 第 三 十 項 又 は 第 三 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 に つ い て 、 こ

の 規 則 に よ り 難 い 場 合 又 は こ の 規 則 の 規 定 に よ る 場 合 に は 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 を 著 し く 失 す る と 認 め ら れ

る と き そ の 他 の 特 別 な 事 情 が あ る と き は 、 あ ら か じ め 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 、 別 段 の 取 扱 い を す る こ と が で

き る 。  

 （ 雑 則 ）  

第 十 二 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 給 与 条 例 附 則 第 二 十 六 項 、 第 二 十 八 項 、 第 三 十 項 又 は 第 三 十 一 項 の 規

定 に よ る 給 料 の 支 給 に 関 し 必 要 な 事 項 は 人 事 委 員 会 が 定 め る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 三 重 県 条 例 第 十 九 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 九 ― ○ （ 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 規 則 ） を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 八 月 十 六 日  
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                          三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   降   籏   道   男  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 九 ― ○ （ 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 規 則 ）  
三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 九 ― ○ （ 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 規 則 ） の 全 部 を 改 正 す る 。  

目 次  

第 一 章  総 則 （ 第 一 条 ・ 第 二 条 ）  

第 二 章  定 年 制 度 （ 第 三 条 ― 第 七 条 ）  

第 三 章  管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 制 （ 第 八 条 ― 第 十 三 条 ）  

第 四 章  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 制 （ 第 十 四 条 ― 第 十 八 条 ）  

第 五 章  雑 則 （ 第 十 九 条 ）  

附 則  

第 一 章  総 則  

（ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 三 重 県 条 例 第 十 九 号 。 以 下 「 条 例 」 と

い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 職 員 の 定 年 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

一  定 年 退 職  条 例 第 二 条 の 規 定 に よ り 退 職 す る こ と を い う 。  

二  勤 務 延 長  条 例 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 職 員 を 引 き 続 き 勤 務 さ せ る こ と を い う 。  

三  勤 務 延 長 職 員  条 例 第 四 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 引 き 続 き 勤 務 し て い る 職 員 を い う 。  

第 二 章  定 年 制 度  

（ 異 動 期 間 が 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員 の 勤 務 延 長 の 承 認 及 び 勤 務 期 間 延 長 の 期 限 の 延 長 の

承 認 ）  

第 三 条  任 命 権 者 は 、 条 例 第 四 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 よ う と す る と き は 、

異 動 期 間 を 延 長 し た 職 員 の 勤 務 延 長 の 承 認 申 請 書 （ 第 一 号 様 式 ） に 人 事 記 録 の 写 し 及 び 次 条 に 規 定 す

る 書 面 の 写 し を 添 え て 人 事 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  任 命 権 者 は 、 条 例 第 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 よ う と す る と き は 、 勤 務 延 長 の 期

限 の 延 長 承 認 申 請 書 （ 第 二 号 様 式 ） に 人 事 記 録 の 写 し 及 び 次 条 に 規 定 す る 書 面 の 写 し を 添 え て 人 事 委

員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 勤 務 延 長 等 に 係 る 職 員 の 同 意 ）  

第 四 条  条 例 第 四 条 第 三 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る 職 員 の 同 意 は 、 適 切 な 時 期 に 書 面 に よ っ て 得 な け れ ば

な ら な い 。  

（ 定 年 に 達 し て い る 者 の 任 用 の 制 限 ）  

第 五 条  任 命 権 者 は 、 採 用 し よ う と す る 職 に 係 る 定 年 に 達 し て い る 者 を 、 当 該 職 に 採 用 す る こ と が で き

な い 。 た だ し 、 か つ て 職 員 で あ っ た 者 で 、 任 命 権 者 の 要 請 に 応 じ 、 引 き 続 き 国 家 公 務 員 、 他 の 地 方 公

共 団 体 の 職 員 又 は 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 。 以 下 「 退 職 手

当 支 給 条 例 」 と い う 。 ） 第 七 条 第 五 項 第 四 号 に 規 定 す る 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 と な っ て い る

も の （ こ れ ら の 職 の う ち 一 の 職 か ら 他 の 職 に 一 回 以 上 引 き 続 い て 異 動 し た 者 を 含 む 。 ） を 、 当 該 職 に 係

る 定 年 退 職 日 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 八 条 の

六 に 規 定 す る 定 年 退 職 日 を い う 。 ） 以 前 に 採 用 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  任 命 権 者 は 、 昇 任 し 、 降 任 し 、 又 は 転 任 し よ う と す る 職 に 係 る 定 年 に 達 し て い る 職 員 を 、 当 該 職 に

係 る 定 年 退 職 日 後 に 、 当 該 職 に 昇 任 し 、 降 任 し 、 又 は 転 任 す る こ と が で き な い 。 た だ し 、 勤 務 延 長 職

員 を 、 特 別 の 事 情 に よ り 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 昇 任 し 、 降 任 し 、 又 は 転 任 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で

な い 。  

３  任 命 権 者 は 、 前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 よ う と す る 場 合 は 勤 務 延 長 職 員 の 異 動

承 認 申 請 書 （ 第 三 号 様 式 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 勤 務 延 長 等 に 係 る 人 事 異 動 通 知 書 の 交 付 ）  

第 六 条  任 命 権 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 職 員 に そ の 旨 を 明 示 し た 書 面 （ 以 下 「 人

事 異 動 通 知 書 」 と い う 。 ） を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 一 号 又 は 第 六 号 に 該 当 す る 場 合 に は 、

人 事 異 動 通 知 書 に 代 わ る 文 書 の 交 付 そ の 他 適 当 な 方 法 を も っ て 人 事 異 動 通 知 書 の 交 付 に 代 え る こ と が

で き る 。  
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一  職 員 が 定 年 退 職 を す る 場 合  

二  勤 務 延 長 を 行 う 場 合  
三  勤 務 延 長 の 期 限 を 延 長 す る 場 合  

四  勤 務 延 長 の 期 限 を 繰 り 上 げ る 場 合  

五  勤 務 延 長 職 員 を 昇 任 し 、 降 任 し 、 又 は 転 任 し た こ と に よ り 、 勤 務 延 長 職 員 で は な く な っ た 場 合  

六  勤 務 延 長 の 期 限 の 到 来 に よ り 職 員 が 当 然 に 退 職 す る 場 合  

（ 勤 務 延 長 に 関 す る 報 告 ）  

第 七 条  任 命 権 者 は 、 毎 年 六 月 末 日 ま で に 、 前 年 度 に 定 年 に 達 し た 職 員 に 係 る 勤 務 延 長 の 事 由 及 び 期 限

の 状 況 を 勤 務 延 長 状 況 報 告 書 （ 第 四 号 様 式 ） に よ り 人 事 委 員 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

第 三 章  管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 制  

（ 管 理 監 督 職 に 含 ま れ る 職 ）  

第 八 条  条 例 第 六 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 は 、 別 表 に 掲 げ る 職 及 び 人

事 異 動 そ の 他 人 事 管 理 上 の 必 要 に よ り 臨 時 的 に 置 か れ る 職 と す る 。  

２  条 例 第 六 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 は 、 同 項 第 一 号 又 は 前 項 に 規 定 す る

別 表 に 掲 げ る 職 に 準 ず る も の と し て 人 事 委 員 会 が 認 め る 職 と す る 。  

３  任 命 権 者 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 別 表 に 掲 げ る 職 の 新 設 又 は 改 廃 が あ る と き に は 、 速 や か に そ の 旨 を

人 事 委 員 会 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 異 動 期 間 が 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 に 組 織 の 変 更 等 が あ っ た 場 合 ）  

第 九 条  条 例 第 九 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 が 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員 が 、

組 織 の 変 更 等 に よ り 当 該 管 理 監 督 職 の 業 務 と 同 一 の 業 務 を 行 う こ と を そ の 職 務 の 主 た る 内 容 と す る 他

の 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員 と な る 場 合 は 、 当 該 他 の 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員 は 、 当 該 異 動 期 間 が 延 長

さ れ た 管 理 監 督 職 を 引 き 続 き 占 め て い る も の と み な す 。  

（ 異 動 期 間 の 期 限 の 延 長 の 承 認 ）  

第 十 条  任 命 権 者 は 、 条 例 第 九 条 第 二 項 又 は 第 四 項 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 よ う と す る と き は 、

異 動 期 間 の 期 限 の 延 長 承 認 申 請 書 （ 第 五 号 様 式 ） に 人 事 記 録 の 写 し 及 び 次 条 に 規 定 す る 書 面 の 写 し を

添 え て 人 事 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 異 動 期 間 の 延 長 等 に 係 る 職 員 の 同 意 ）  

第 十 一 条  条 例 第 十 条 に 規 定 す る 職 員 の 同 意 は 、 適 切 な 時 期 に 書 面 に よ っ て 得 な け れ ば な ら な い 。  

（ 降 任 等 に 係 る 人 事 異 動 通 知 書 の 交 付 ）  

第 十 二 条  任 命 権 者 は 、 法 第 二 十 八 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 降 任 等 を す る 場 合 に は 、 人 事 異

動 通 知 書 を 交 付 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  任 命 権 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 職 員 に 人 事 異 動 通 知 書 を 交 付 し な け れ ば な

ら な い 。  

一  条 例 第 九 条 各 項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 を 延 長 す る 場 合  

二  異 動 期 間 の 期 限 を 繰 り 上 げ る 場 合  

三  条 例 第 九 条 各 項 の 規 定 に よ り 、 異 動 期 間 を 延 長 し た 後 、 管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 が 当 該 職 員 の 年 齢

を 超 え る 管 理 監 督 職 に 異 動 し 、 当 該 管 理 監 督 職 に 係 る 管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 に 達 し て い な い 職 員 と

な っ た 場 合  

（ 異 動 期 間 の 延 長 に 関 す る 報 告 ）  

第 十 三 条  任 命 権 者 は 、 毎 年 五 月 末 日 ま で に 、 前 年 の 四 月 二 日 か ら そ の 年 の 四 月 一 日 ま で の 間 に 条 例 第

九 条 各 項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 が 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員 に 係 る 当 該 異 動 期 間 の 延 長 の 状

況 を 、 異 動 期 間 延 長 報 告 書 （ 第 六 号 様 式 ） に よ り 人 事 委 員 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

第 四 章  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 制  

（ 定 年 前 再 任 用 の 原 則 ）  

第 十 四 条  任 命 権 者 は 、 定 年 前 再 任 用 （ 条 例 第 十 三 条 及 び 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 す る こ と を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 う に 当 た っ て は 、 法 第 十 三 条 に 定 め る 平 等 取 扱 い の 原 則 、 法 第 十 五 条 に 定 め る

任 用 の 根 本 基 準 及 び 法 第 二 十 三 条 に 定 め る 人 事 評 価 の 根 本 基 準 に 違 反 し て は な ら な い 。  

２  定 年 退 職 者 等 が 法 第 五 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 員 団 体 の 構 成 員 で あ っ た こ と そ の 他 法 第 五 十 六 条

に 規 定 す る 事 由 を 理 由 と し て 定 年 前 再 任 用 に 関 し 不 利 益 な 取 扱 い を し て は な ら な い 。  

（ 定 年 前 再 任 用 希 望 者 に 明 示 す る 事 項 及 び 定 年 前 再 任 用 希 望 者 の 同 意 ）  
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第 十 五 条  任 命 権 者 は 、 定 年 前 再 任 用 を 行 う に 当 た っ て は 、 あ ら か じ め 、 定 年 前 再 任 用 を さ れ る こ と を

希 望 す る 者 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 希 望 者 」 と い う 。 ） に 次 に 掲 げ る 事 項 を 明 示 し 、 そ の 同 意 を 得 な け れ

ば な ら な い 。 当 該 定 年 前 再 任 用 希 望 者 の 定 年 前 再 任 用 ま で の 間 に 、 明 示 し た 事 項 の 内 容 を 変 更 す る 場

合 も 、 同 様 と す る 。  

一  定 年 前 再 任 用 を 行 う 職 に 係 る 職 務 内 容  

二  定 年 前 再 任 用 を 行 う 日  

三  定 年 前 再 任 用 を さ れ た 場 合 の 給 与  

四  定 年 前 再 任 用 を さ れ た 場 合 の 一 週 間 当 た り の 勤 務 時 間  

五  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 任 命 権 者 が 必 要 と 認 め る 事 項  

２  前 項 の 同 意 は 、 当 該 職 員 が 明 示 さ れ た 事 項 に 同 意 す る 旨 を 示 し た 文 書 の 提 出 に よ り 、 定 年 前 再 任 用

を 行 う 前 の 適 切 な 時 期 に 行 う も の と す る 。  

（ 定 年 前 再 任 用 の 選 考 に 用 い る 情 報 ）  

第 十 六 条  条 例 第 十 三 条 及 び 第 十 四 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 情 報 は 、 定 年 前 再 任 用 希 望 者 に

つ い て の 次 に 掲 げ る 情 報 と す る 。  

一  人 事 評 価 の 結 果 そ の 他 勤 務 の 状 況 を 示 す 事 実 に 基 づ く 従 前 の 勤 務 実 績  

二  定 年 前 再 任 用 を 行 う 職 の 職 務 遂 行 に 必 要 と さ れ る 経 験 又 は 資 格 の 有 無 そ の 他 定 年 前 再 任 用 を 行 う

職 の 職 務 遂 行 上 必 要 な 事 項  

（ 定 年 前 再 任 用 に 係 る 人 事 異 動 通 知 書 の 交 付 ）  

第 十 七 条  任 命 権 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 職 員 に 人 事 異 動 通 知 書 を 交 付 し な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 二 号 に 該 当 す る 場 合 の う ち 、 人 事 異 動 通 知 書 の 交 付 に よ ら な い こ と を 適 当

と 認 め る と き は 、 人 事 異 動 通 知 書 に 代 わ る 文 書 の 交 付 そ の 他 適 当 な 方 法 を も っ て 人 事 異 動 通 知 書 の 交

付 に 代 え る こ と が で き る 。  

一  定 年 前 再 任 用 を 行 う 場 合  

二  任 期 の 満 了 に よ り 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 （ 条 例 第 十 三 条 及 び 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採

用 さ れ た 職 員 を い う 。 ） が 当 然 に 退 職 す る 場 合  

（ 定 年 前 再 任 用 に 関 す る 報 告 ）  

第 十 八 条  任 命 権 者 は 、 毎 年 五 月 末 日 ま で に 、 前 年 度 に お け る 定 年 前 再 任 用 の 状 況 を 人 事 委 員 会 に 報 告

し な け れ ば な ら な い 。  

第 五 章  雑 則  

第 十 九 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 定 年 制 度 、 管 理 監 督 職 上 限 年 齢 制 又 は 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤

務 制 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 令 和 四 年 改 正 定 年 条 例 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ る 勤 務 に つ い て の 準 用 ）  

２  第 三 条 、 第 四 条 、 第 五 条 第 二 項 及 び 第 三 項 、 第 六 条 並 び に 第 七 条 の 規 定 は 、 職 員 の 定 年 等 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 四 年 三 重 県 条 例 第 三 十 一 号 。 以 下 「 令 和 四 年 改 正 定 年 条 例 」 と い う 。 ）

附 則 第 二 項 の 規 定 に よ る 勤 務 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 令 和 四 年 改 正 定 年 条 例 附 則 第 三 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 及 び 職 員 ）  

３  令 和 四 年 改 正 定 年 条 例 附 則 第 三 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 は 、 次 に 掲 げ る 職 の う ち 、 当 該 職 が

基 準 日 （ 同 項 に 規 定 す る 基 準 日 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と し

た 場 合 に お い て 、 基 準 日 に お け る 新 条 例 定 年 （ 令 和 四 年 改 正 定 年 条 例 附 則 第 三 項 に 規 定 す る 新 条 例 定

年 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 基 準 日 の 前 日 に お け る 新 条 例 定 年 （ 同 日 が 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 で あ る 場 合

に は 、 令 和 四 年 改 正 定 年 条 例 に よ る 改 正 前 の 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） 第 三 条 に 規 定 す る 定 年 に

準 じ た 年 齢 ） を 超 え る 職 （ 当 該 職 に 係 る 定 年 が 条 例 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 定 年 で あ る 職 に 限 る 。 ） と

す る 。  

一  基 準 日 以 後 に 新 た に 設 置 さ れ た 職  

二  基 準 日 以 後 に 組 織 の 変 更 等 に よ り 名 称 が 変 更 さ れ た 職  

４  令 和 四 年 改 正 定 年 条 例 附 則 第 三 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 前 項 に 規 定 す る 職 が 基 準 日 の

前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と し た 場 合 に お い て 、 同 日 に お け る 当 該 職 に 係 る 新 条 例 定 年 （ 同 日 が 令 和
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五 年 三 月 三 十 一 日 で あ る 場 合 に は 、  旧 条 例 第 三 条 に 規 定 す る 定 年 に 準 じ た 年 齢 ） に 達 し て い る 職 員 と

す る 。  
５  第 五 条 第 二 項 た だ し 書 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 令 和 四 年 改 正 定 年 条 例 附 則 第 三 項 の 規 定 に よ り 昇 任 し 、

降 任 し 、 又 は 転 任 す る こ と が で き な い 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 条 例 附 則 第 十 四 項 及 び 第 十 五 項 の 年 齢 六 十 年 に 達 す る 職 員 等 に 対 す る 情 報 の 提 供 及 び 勤 務 の 意 思 の

確 認 ）  

６  年 齢 六 十 年 に 達 す る 日 の 属 す る 年 度 の 前 年 度 に 条 例 附 則 第 十 四 項 及 び 第 十 五 項 の 規 定 に よ る 情 報 の

提 供 及 び 勤 務 の 意 思 の 確 認 を 行 う こ と が で き な い 職 員 と し て こ れ ら の 規 定 で 定 め る 職 員 に 対 す る 情 報

の 提 供 及 び 勤 務 の 意 思 の 確 認 は 、 こ れ ら の 規 定 で 定 め る 期 間 内 に 、 で き る 限 り 速 や か に 行 う も の と す

る 。  

７  条 例 附 則 第 十 四 項 及 び 第 十 五 項 の 規 定 に よ り 職 員 に 提 供 す る 情 報 は 、 次 に 掲 げ る 情 報 （ 第 一 号 、 第

三 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 情 報 に あ っ て は 、 当 該 職 員 が 年 齢 六 十 年 に 達 し た 日 以 後 に 適 用 さ れ る 措 置 に

関 す る 情 報 に 限 る 。 ） と す る 。  

一  法 第 二 十 八 条 の 二 か ら 第 二 十 八 条 の 五 ま で の 規 定 に よ る 管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 に よ る 降 任 等 に

関 す る 情 報  

二  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 任 用 に 関 す る 情 報  

三  職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） 附 則 第 二 十 四 項 か ら 第 三 十 四 項 ま

で の 規 定 又 は 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ） 附 則 第 十 六 項 か ら 第

二 十 四 項 ま で の 規 定 に よ る 年 齢 六 十 年 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 以 後 の 当 該 職 員 の 給 料

月 額 を 引 き 下 げ る 給 与 に 関 す る 特 例 措 置 に 関 す る 情 報  

四  退 職 手 当 支 給 条 例 附 則 第 十 四 項 か ら 第 十 七 項 ま で の 規 定 若 し く は 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す

る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 一 号 ） 附 則 第 十 三 項 か ら 第 十 五 項 ま で の 規 定 又 は 三 重 県 人 事 委 員

会 規 則 七 ― 七 （ 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 ） 第 三 条 の 二 の 規 定 若 し く は 公 立 学 校 職 員 の 退  

職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 年  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 一 号 ） 第 二 条 の 二 の 規 定 に よ る 当 該 職  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

員 が 年 齢 六 十 年 に 達 し た 日 か ら 条 例 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 定 年 に 達 す る 日 の 前 日 ま で の 間 に 非 違

に よ る こ と な く 退 職 を し た 場 合 に お け る 退 職 手 当 の 基 本 額 を 当 該 職 員 が 当 該 退 職 を し た 日 に 法 第 二

十 八 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ り 退 職 を し た も の と 仮 定 し た 場 合 に お け る 額 と 同 額 と す る 退 職 手 当 に

関 す る 特 例 措 置 に 関 す る 情 報  

五  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 法 附 則 第 二 十 三 項 の 規 定 に よ り 勤 務 の 意 思 を 確 認 す る た め 必 要 で あ る

と 任 命 権 者 が 認 め る 情 報  

８  任 命 権 者 は 、 条 例 附 則 第 十 四 項 及 び 第 十 五 項 の 規 定 に よ り 職 員 の 勤 務 の 意 思 を 確 認 す る 場 合 は 、 そ

の た め の 期 間 を 十 分 に 確 保 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

９  前 項 の 勤 務 の 意 思 の 確 認 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 確 認 す る も の と す る 。  

一  引 き 続 き 常 時 勤 務 を 要 す る 職 を 占 め る 職 員 と し て 勤 務 す る 意 思  

二  年 齢 六 十 年 に 達 す る 日 以 後 の 退 職 の 意 思  

三  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と し て 勤 務 す る 意 向  

四  そ の 他 任 命 権 者 が 必 要 と 認 め る 事 項  

1
0  附 則 第 七 項 各 号 に 掲 げ る 情 報 を 職 員 に 提 供 す る に 当 た っ て は 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 情 報 を 記 載 し た 文

書 を 交 付 す る こ と に よ り 行 う も の と す る 。  

1
1  附 則 第 九 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 職 員 に 確 認 す る に 当 た っ て は 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 文

書 を 職 員 に 提 出 さ せ る こ と に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 令 和 四 年 改 正 定 年 条 例 附 則 第 二 十 六 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 短 時 間 勤 務 の 職 並 び に 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 者 及 び 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 ）  

1
2  令 和 四 年 改 正 定 年 条 例 附 則 第 二 十 六 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 短 時 間 勤 務 の 職 は 、 次 に 掲 げ る 職

の う ち 、 当 該 職 が 基 準 日 （ 令 和 七 年 四 月 一 日 、 令 和 九 年 四 月 一 日 、 令 和 十 一 年 四 月 一 日 及 び 令 和 十 三

年 四 月 一 日 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と し た 場 合 に お い て 、 基

準 日 に お け る 新 条 例 定 年 相 当 年 齢 （ 条 例 第 十 三 条 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 短

時 間 勤 務 の 職 」 と い う 。 ） を 占 め る 職 員 が 、 常 時 勤 務 を 要 す る 職 で そ の 職 務 が 当 該 短 時 間 勤 務 の 職 と 同

種 の 職 を 占 め て い る も の と し た 場 合 に お け る 条 例 第 三 条 に 規 定 す る 定 年 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 基 準 日

令和4年8月16日 三　重　県　公　報 号　　外

53



の 前 日 に お け る 新 条 例 定 年 相 当 年 齢 を 超 え る 短 時 間 勤 務 の 職 （ 当 該 職 に 係 る 新 条 例 定 年 相 当 年 齢 が 条

例 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 定 年 で あ る 短 時 間 勤 務 の 職 に 限 る 。 ） と す る 。  
一  基 準 日 以 後 に 新 た に 設 置 さ れ た 短 時 間 勤 務 の 職  

二  基 準 日 以 後 に 組 織 の 変 更 等 に よ り 名 称 が 変 更 さ れ た 短 時 間 勤 務 の 職  

1
3  令 和 四 年 改 正 定 年 条 例 附 則 第 二 十 六 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 は 、 前 項 に 規 定 す る 職 が 基 準 日

の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と し た 場 合 に お い て 、 同 日 に お け る 当 該 職 に 係 る 新 条 例 定 年 相 当 年 齢 に

達 し て い る 者 と す る 。  

1
4  令 和 四 年 改 正 定 年 条 例 附 則 第 二 十 六 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、

附 則 第 十 二 項 に 規 定 す る 職 が 基 準 日 の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と し た 場 合 に お い て 、 同 日 に お け る

当 該 職 に 係 る 新 条 例 定 年 相 当 年 齢 に 達 し て い る 同 項 に 規 定 す る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と す る 。  
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別表（第８条関係） 

 

適用する給料表 組織 職名 

行政職給料表 知事部局、議会事務局、監

査委員事務局、人事委員会

事務局、教育委員会事務局、

労働委員会事務局、選挙管

理委員会事務局、海区漁業

調整委員会事務局及び内水

面漁場管理委員会事務局 

班長 

 地域機関の課長 

 主幹 

 課長補佐 

 副所長 

 副校長 

 教頭 

 副園長 

 三重県行政組織規則 （平成14年三重県規則

第35号）第110条第２項の表の上欄に規定す

る事務長 

 書記長補佐 

 危機管理統括監 

 市町立学校 調整監 

 警察 課長補佐 

  隊長補佐 

  工場長 

  科長 

  警察署の課長 

  警察署の主幹 

 病院事業庁 班長 

  課長補佐 

  次長 

  県立病院の室長 

  県立病院の課長 

  センター長 
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 企業庁 課長補佐 

  班長 

  事業所の場長 

  副センター長 

研究職給料表 知事部局 試験研究機関の課長 

  主幹研究員 

  主幹 

  分室長 

 警察 科長 

医療職給料表（二） 知事部局 地域機関の課長 

  主幹 

  副所長 

  支所長 

 病院事業庁 室長 

医療職給料表（三） 知事部局 地域機関の課長 

  主幹 

  看護師長 

 病院事業庁 次長 

  看護師長 

  室長 

  主幹 

高等学校等教育職給料表 県立学校 主幹教諭 

中学校・小学校教育職給料表 市町立学校 主幹教諭 

  指導教諭 
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第１号様式（第３条関係） 

 
 

異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書 

第     号   

年  月  日   

   三重県人事委員会委員長     様 

任命権者        〇印    

  人事委員会規則９－０（職員の定年等に関する規則）第３条第１項の規定に基づき、

異動期間を延長した職員の勤務延長について別紙のとおり申請します。 

 別紙 

勤務延長予定職
員の氏名等 

年  月  日生  
 

所 属  

職 名  職 務 の 級
及 び 号 給 

職給料表  
     級   号給  

定 年 年 齢 年  定年退職日 年  月  日  

延 長 前 の 
異動期間の末日 

  
年   月   日  

異 動 期 間 の 
延 長 理 由 と 
根 拠 条 項 

 

現在従事してい
る職務の内容  

勤務延長を行お
うとする理由と 
根 拠 条 項 

 

申請する勤務 
延 長 の 期 限 

年   月   日       

その他参考事項  
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第２号様式（第３条関係） 

 
 

勤務延長の期限の延長承認申請書 

第     号   

年  月  日   

   三重県人事委員会委員長     様 

任命権者        〇印    

  人事委員会規則９－０（職員の定年等に関する規則）第３条第２項の規定に基づき、

勤務延長の期限の延長について別紙のとおり申請します。 

 別紙 

期限延長予定職
員の氏名等 

    
年  月  日生  

所 属  

職 名  職 務 の 級
及 び 号 給 

職給料表  
     級   号給  

定 年 年 齢 年  定年退職日 年  月  日  

勤務延長の事由  

期 限 年   月   日       

現在従事してい

る職務の内容 
 

期限延長を必要

とする理由 
 

期限延長の期限 年   月   日       

その他参考事項  
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第３号様式（第５条関係） 

 
 

勤務延長職員の異動承認申請書 

第     号   

年  月  日   

   三重県人事委員会委員長     様 

任命権者        〇印    

  人事委員会規則９－０（職員の定年等に関する規則）第５条第３項の規定に基づき、

勤務延長職員の異動の承認について別紙のとおり申請します。 

 別紙 

異動予定職員の
氏 名 等 

    
年  月  日生  

所 属 
 

職 名 
 職務の級及

び 号 給 
職給料表  

     級   号給  

定 年 年 齢 年  定年退職日 年  月  日  

勤務延長の事由 

 

期 限 年   月   日       

現在従事してい

る職務の内容 

 

異動後の所属 
 

異動後の職名 
 異動後の職務の

級及び号給 
職給料表  

     級   号給  

異動後の職務内

容 
 

異動を必要とす

る特別の事情 
 

異動予定年月日 年   月   日       

その他参考事項  
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第４号様式（第７条関係） 

 
 

勤 務 延 長 状 況 報 告 書 

第     号   

年  月  日   

   三重県人事委員会委員長     様 

任命権者            

  人事委員会規則９－０（職員の定年等に関する規則）第７条の規定に基づき、前年度

に定年に達した職員に係る勤務延長の状況について別紙のとおり報告します。 

                                                                         別 紙 

 

氏 名 等 

 

所 属 
定 年 年 齢   

職 務 内 容

  

 

勤務延長事由 
職 名 

定年退職日  

 職務の級・号給 
勤務延長期限 

        年  

 

 

 

 

 

年 月 日生 

      歳 

    年 月 日 

  職給料表 

級  号給 

年 月 日 

             年  

 

 

 

 

 

年 月 日生 

      歳 

     年 月 日 

職給料表 

級  号給 

年 月 日 

  年  

 

 

 

 

 

年 月 日生 

 

   歳 

 年 月 日 

職給料表 

級  号給 

年 月 日 
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第５号様式（第１０条関係） 
 

 
 

異動期間の期限の延長承認申請書 

第     号   

年  月  日   

   三重県人事委員会委員長     様 

任命権者        〇印    

  人事委員会規則９－０（職員の定年等に関する規則）第１０条の規定に基づき、異動

期間の期限の延長について別紙のとおり申請します。 

 別紙 

期間延長予定職
員の氏名等 

  年  月  日生  
 

所 属  

職 名  職 務 の 級
及 び 号 給 

   職給料表  
      級  号給  

異 動 期 間 の 
末 日   年  月  日  

現に従事してい
る職務の内容  

既に延長された
異 動 期 間 の 
延 長 理 由 と 
根 拠 条 項 

 

期間をさらに 
延長しようと 
す る 理 由 と 
根 拠 条 項 

 

申請する異動 
期 間 の 末 日   年  月  日       

その他参考事項  
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第６号様式（第１３条関係） 

 
異 動 期 間 延 長 報 告 書 

第     号   

年  月  日   

   三重県人事委員会委員長     様 

任命権者            

    人事委員会規則９－０（職員の定年等に関する規則）第１３条の規定に基づき、異動

期間が延長された管理監督職を占める職員に係る異動期間の延長の状況について別紙の

とおり報告します。  

                                                                  別 紙 

 

氏 名 等 

 

所 属 
 

異 動 期 間 

の 末 日 

 

職 務 内 容

  

 

延長された異動 

期間の延長理由 

職 名 

 職務の級・号給 

 

延長された異動 

期 間 の 末 日 

根 拠 条 項  

    

   年 月 日 

          

 

 

 

 

 
年 月 日生 

      歳 

 

  職給料表 

級  号給 

年 月 日  

   

   年 月 日 

      

 

 

 

 

年 月 日生 

      歳 

  

職給料表 

級  号給 

年 月 日  

   

年 月 日 

 

 

 

 

 

 
年 月 日生 

歳 

 

職給料表 

級  号給 

年 月 日  
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 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 す る 条 例 （ 令 和 四 年 三 重 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 一 六 （ 職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 す る 規 則 ） を こ こ に 公 布 し ま す 。  
令 和 四 年 八 月 十 六 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   降   簱   道   男    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 一 六 （ 職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 す る 規 則 ）  

（ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 す る 条 例 （ 令 和 四 年 三 重 県 条 例 第 二 十 七 号 。 以 下 「 条 例 」 と い

う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 承 認 の 申 請 手 続 ）  

第 二 条  高 齢 者 部 分 休 業 の 承 認 の 申 請 は 、 高 齢 者 部 分 休 業 承 認 申 請 書 に よ り 、 任 命 権 者 に 対 し て 行 わ な け れ ば な

ら な い 。  

２  任 命 権 者 は 、 前 項 の 申 請 に つ い て 、 そ の 内 容 を 確 認 す る 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 申 請 を し た 職 員 に

対 し て 必 要 な 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

３  高 齢 者 部 分 休 業 の 承 認 を 受 け た 職 員 は 、 あ ら か じ め 任 命 権 者 に 申 し 出 る こ と に よ り 、 当 該 承 認 に 係 る 休 業 時

間 の 一 部 を 、 任 命 権 者 が 定 め る 時 間 を 単 位 と し て 取 り 消 す こ と が で き る 。  

（ 条 例 第 三 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 手 当 ）  

第 三 条  条 例 第 三 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 手 当 は 、 特 殊 勤 務 手 当 （ 月 額 で 定 め ら れ て い る も の に 限 る 。 ）

と す る 。  

（ 退 職 手 当 の 取 扱 い ）  

第 四 条  条 例 第 四 条 の 勤 務 し な か っ た 期 間 の 計 算 に つ い て は 、 日 を 月 に 換 算 す る 場 合 は 三 十 日 を も っ て 一 月 と し 、

時 間 を 日 に 換 算 す る 場 合 は 七 時 間 四 十 五 分 を も っ て 一 日 と す る 。  

（ 承 認 の 取 消 し 又 は 休 業 時 間 の 短 縮 の 同 意 ）  

第 五 条  任 命 権 者 は 、 条 例 第 五 条 の 規 定 に よ り 、 職 員 の 同 意 を 得 る 場 合 は 、 当 該 職 員 に 高 齢 者 部 分 休 業 の 承 認 の

取 消 し 又 は 休 業 時 間 の 短 縮 同 意 書 を 提 出 さ せ る も の と す る 。  

（ 休 業 時 間 の 延 長 の 申 出 ）  

第 六 条  条 例 第 六 条 の 規 定 に よ る 休 業 時 間 の 延 長 の 申 出 は 、 高 齢 者 部 分 休 業 時 間 の 延 長 申 請 書 に よ り 、 休 業 時 間

の 延 長 を 始 め よ う と す る 日 の 一 月 前 ま で に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  任 命 権 者 は 、 前 項 の 申 請 に つ い て 、 そ の 内 容 を 確 認 す る 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 申 請 を し た 職 員 に

対 し て 必 要 な 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

（ 雑 則 ）  

第 七 条  第 二 条 第 一 項 の 高 齢 者 部 分 休 業 承 認 申 請 書 、 第 五 条 の 高 齢 者 部 分 休 業 の 承 認 の 取 消 し 又 は 休 業 時 間 の 短

縮 同 意 書 及 び 前 条 の 高 齢 者 部 分 休 業 時 間 の 延 長 申 請 書 の 様 式 そ の 他 こ の 規 則 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事

委 員 会 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

     規 則 

 

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 四

年 三 重 県 条 例 第 三 十 八 号 ） 等 の 施 行 に 伴 い 、 公 立 学 校 職 員 の 定 年 の 引 上 げ 等 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則

を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 八 月 十 六 日  

                        三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   降   籏   道   男  

三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長   木   平   芳   定    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 五 号  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

公 立 学 校 職 員 の 定 年 の 引 上 げ 等 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則  

人 事 委 
教 育 委 
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（ 公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 年  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 四 号 ） の 一 部  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  
を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 教 職 調 整 額 の 支 給 ）  （ 教 職 調 整 額 の 支 給 ）  

第 八 条  （ 略 ）  第 八 条  （ 略 ）  

２  地 公 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第

一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以

下 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 、 育 児

短 時 間 勤 務 職 員 等 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い

て 、 条 例 第 十 二 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 支 給 す る 教

職 調 整 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を

切 り 捨 て た 額 を も つ て 当 該 職 員 の 教 職 調 整 額 と す る 。  

２  再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 及 び

任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て 、 条 例 第 十 二 条 の 二 第

一 項 の 規 定 に よ り 支 給 す る 教 職 調 整 額 に 一 円 未 満 の

端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を も つ て

当 該 職 員 の 教 職 調 整 額 と す る 。  

（ 管 理 職 手 当 の 支 給 ）  （ 管 理 職 手 当 の 支 給 ）  

第 十 三 条 の 三  （ 略 ）  第 十 三 条 の 三  （ 略 ）  

２  前 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用

短 時 間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員 に 支 給 す る 管 理 職 手 当 の

月 額 は 、 当 該 職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 別 並 び に 当 該

職 員 の 属 す る 職 務 の 級 及 び 当 該 職 に 係 る 前 項 の 規 定

に よ る 区 分 （ 次 項 に お い て 「 当 該 職 の 区 分 」 と い う 。 ）

に 応 じ 、 別 表 第 七 の 手 当 額 欄 に 掲 げ る 額 （ 育 児 短 時 間

勤 務 職 員 等 に あ つ て は そ の 額 に 算 出 率 を 、 任 期 付 短 時

間 勤 務 職 員 に あ つ て は そ の 額 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条

第 四 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を

同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を そ

れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が

あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） と す

る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 職 員 の う ち 再 任 用 職 員 以

外 の 職 員 に 支 給 す る 管 理 職 手 当 の 月 額 は 、 当 該 職 員 に

適 用 さ れ る 給 料 表 の 別 並 び に 当 該 職 員 の 属 す る 職 務

の 級 及 び 当 該 職 に 係 る 前 項 の 規 定 に よ る 区 分 （ 次 項 に

お い て 「 当 該 職 の 区 分 」 と い う 。 ） に 応 じ 、 別 表 第 七

の 手 当 額 欄 に 掲 げ る 額 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に あ つ

て は そ の 額 に 算 出 率 を 、 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に あ つ

て は そ の 額 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ

り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定

す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た

額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の

端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） と す る 。  

３  第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 職 員 の う ち 定 年 前 再 任

用 短 時 間 勤 務 職 員 に 支 給 す る 管 理 職 手 当 の 月 額 は 、 当

該 職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 別 並 び に 当 該 職 員 の 属

す る 職 務 の 級 及 び 当 該 職 の 区 分 に 応 じ 、 別 表 第 八 の 手

当 額 欄 に 掲 げ る 額 に 、 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 三 項 の 規

定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項

に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額

と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端

数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。  

３  第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 職 員 の う ち 再 任 用 職 員

に 支 給 す る 管 理 職 手 当 の 月 額 は 、 当 該 職 員 に 適 用 さ れ

る 給 料 表 の 別 並 び に 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 及 び

当 該 職 の 区 分 に 応 じ 、 別 表 第 八 の 手 当 額 欄 に 掲 げ る 額

（ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に あ つ て は そ の 額 に 勤 務 時

間 条 例 第 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者

の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し

て 得 た 数 を 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に あ つ て は そ の 額

に 算 出 率 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円

未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と

す る 。 ） と す る 。  

４ ・ ５  （ 略 ）  ４ ・ ５  （ 略 ）  

（ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 支 給 ）  （ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 支 給 ）  

第 十 三 条 の 四  条 例 第 二 十 二 条 の 三 第 三 項 第 一 号 の 規 定

に よ り 規 則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区

分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一  次 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 管 理 監 督 職 員 （ 条 例 第 二

十 二 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 管 理 監 督 職 員 を い う 。

以 下 同 じ 。 ）  別 表 第 九 の 上 欄 に 掲 げ る 職 の 区 分 に

応 じ 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 額  

第 十 三 条 の 四  条 例 第 二 十 二 条 の 三 第 三 項 第 一 号 の 規 定

に よ り 規 則 で 定 め る 額 は 、 別 表 第 九 の 上 欄 に 掲 げ る 職

の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 額 と す る 。  
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二  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ る 管 理 監 督 職

員  別 表 第 九 の 二 上 欄 に 掲 げ る 職 の 区 分 に 応 じ 、 同

表 の 中 欄 に 掲 げ る 額  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  条 例 第 二 十 二 条 の 三 第 三 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 規 則

で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一  次 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 管 理 監 督 職 員  別 表 第

九 の 上 欄 に 掲 げ る 職 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 掲

げ る 額  

二  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ る 管 理 監 督 職

員  別 表 第 九 の 二 上 欄 に 掲 げ る 職 の 区 分 に 応 じ 、 同

表 の 下 欄 に 掲 げ る 額  

３  条 例 第 二 十 二 条 の 三 第 三 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 規 則

で 定 め る 額 は 、 別 表 第 九 の 上 欄 に 掲 げ る 職 の 区 分 に 応

じ 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 額 と す る 。  

４ ～ ６  （ 略 ）  ４ ～ ６  （ 略 ）  

（ 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 ）  （ 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 ）  

第 十 七 条 の 三  条 例 第 二 十 八 条 の 規 則 で 定 め る 数 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に 定 め る 時 間 に 、 毎 年 四 月 一 日 か ら 翌 年 の 三 月 三 十 一

日 ま で の 間 に お け る 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二

十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ） に 規 定 す る 休 日 （ 土 曜 日 に

当 た る 日 を 除 く 。 ） 及 び 十 二 月 二 十 九 日 か ら 翌 年 の 一

月 三 日 ま で の 日 （ 同 法 に 規 定 す る 休 日 及 び 日 曜 日 又 は

土 曜 日 に 当 た る 日 を 除 く 。 ） の 日 数 の 合 計 を 乗 じ て 得

た 数 と す る 。  

第 十 七 条 の 三  条 例 第 二 十 八 条 の 規 則 で 定 め る 数 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に 定 め る 時 間 に 、 毎 年 四 月 一 日 か ら 翌 年 の 三 月 三 十 一

日 ま で の 間 に お け る 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二

十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ） に 規 定 す る 休 日 （ 土 曜 日 に

当 た る 日 を 除 く 。 ） 及 び 十 二 月 二 十 九 日 か ら 翌 年 の 一

月 三 日 ま で の 日 （ 同 法 に 規 定 す る 休 日 及 び 日 曜 日 又 は

土 曜 日 に 当 た る 日 を 除 く 。 ） の 日 数 の 合 計 を 乗 じ て 得

た 数 と す る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  七 時 間 四 十 五 分

に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定 め ら

れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤

務 時 間 で 除 し た 数 を 乗 じ て 得 た 時 間  

二  再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  七 時 間 四 十 五 分 に 勤 務

時 間 条 例 第 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ

の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間

で 除 し た 数 を 乗 じ て 得 た 時 間  

三 ・ 四  （ 略 ）  三 ・ 四  （ 略 ）  

（ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 の 給 料 月 額 の 端 数

計 算 ）  

（ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 の 給 料 月 額 の 端 数 計 算 ）  

第 十 九 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に つ い て 、 当 該 各 号 に

定 め る 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る

と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を も つ て 当 該 職 員 の

給 料 月 額 と す る 。  

第 十 九 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に つ い て 、 当 該 各 号 に

定 め る 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る

と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を も つ て 当 該 職 員 の

給 料 月 額 と す る 。  

一  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  条 例 第 十 条 の 二  一  再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  条 例 第 十 条 の 二 第 二 項  

二  育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等  職 員 の 育 児 休 業 等 に 関

す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 育 児

休 業 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 九 条 の 規 定 に よ り 読 み 替

え ら れ た 条 例 第 十 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第

十 一 条 第 二 項  

二  育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等  職 員 の 育 児 休 業 等 に 関

す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 次 号 に お い

て 「 育 児 休 業 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 九 条 の 規 定 に よ

り 読 み 替 え ら れ た 条 例 第 十 条 第 一 項 若 し く は 第 二

項 、 第 十 条 の 二 第 一 項 又 は 第 十 一 条 第 二 項  

三  （ 略 ）  三  （ 略 ）  

   附  則     附  則  

１ ～ ７  （ 略 ）    １ ～ ７  （ 略 ）  

（ 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 の へ

き 地 手 当 等 の 支 給 ）  

８  条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対 す

る 第 十 一 条 の 二 第 五 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分

の 間 、 同 項 中 「 次 に 掲 げ る 職 員 」 と あ る の は 、 「 条 例
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附 則 第 十 六 項 の 適 用 を 受 け る 職 員 で あ つ て 施 行 日 の

前 日 に 当 該 職 員 以 外 の 職 員 で あ つ た も の 及 び 次 に 掲

げ る 職 員 」 と す る 。  
（ 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 管

理 職 手 当 の 支 給 額 ）  

９  条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対 す

る 第 十 三 条 の 三 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分

の 間 、 同 項 中 「 掲 げ る 額 」 と あ る の は 、 「 掲 げ る 額 に

百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 、 五 十 円 未 満 の

端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円

未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た

額 ） 」 と す る 。  

 

（ 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 管

理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 支 給 額 ）  

1
0  条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対

す る 第 十 三 条 の 四 第 一 項 及 び 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 当 分 の 間 、 こ れ ら の 規 定 中 「 掲 げ る 額 」 と

あ る の は 、 「 掲 げ る 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ

の 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り

捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ

を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 ） 」 と す る 。  

 

（ 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 育 児 短 時

間 勤 務 職 員 等 の 給 料 月 額 の 端 数 計 算 ）  

1
1  育 児 休 業 条 例 附 則 第 十 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え

ら れ た 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 育 児

短 時 間 勤 務 職 員 等 に つ い て 、 同 項 の 規 定 に よ る 給 料 月

額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨

て た 額 を も つ て 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 の 給 料 月

額 と す る 。  

 

（ 条 例 附 則 第 十 六 項 又 は 第 十 七 項 の 規 定 の 適 用 を 受

け る 職 員 へ の 通 知 ）  

1
2  条 例 附 則 第 十 六 項 又 は 第 十 七 項 の 規 定 の 適 用 に よ

り 給 料 月 額 が 異 動 す る こ と と な つ た 職 員 に 対 し て は 、

人 事 異 動 通 知 書 又 は こ れ に 代 わ る 文 書 に よ り そ の 旨

を 通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、 通 知 書 等 の 交 付 に よ

ら な い こ と を 適 当 と 認 め る 場 合 に は 、 適 当 な 方 法 を も

つ て 通 知 書 等 の 交 付 に 代 え る こ と が で き る 。  

 

別 表 第 九 （ 第 十 三 条 の 四 関 係 ）  別 表 第 九 （ 第 十 三 条 の 四 関 係 ）  

管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 額 表  管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 額 表  

 

職  

手 当 額 （ 第 十 三 条 の 四 第

一 項 第 一 号 ）  

手 当 額 （ 第 十 三 条 の 四 第

三 項 第 一 号 ）  

  

職  

手 当 額 （ 第 十 三 条 の 四

第 一 項 ）  

手 当 額 （ 第 十 三 条 の 四 第

三 項 ）  

 

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 備 考  （ 略 ）   備 考  （ 略 ）  

別 表 第 九 の 二 （ 第 十 三 条 の 四 関 係 ）   

管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 額 表   

 

職  

手 当 額 （ 第 十 三 条 の 四 第

一 項 第 二 号 ）  

手 当 額 （ 第 十 三 条 の 四 第

三 項 第 二 号 ）  

  

 校 長  六 千 円  三 千 円    

 教 頭  五 千 円  二 千 五 百 円    
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事 務 長  

五 千 円 （ 特 に 困 難 な 業

務 を 行 う 事 務 長 の 職 に

あ る 者 に あ つ て は 、 六

千 円 ）  

二 千 五 百 円 （ 特 に 困 難 な

業 務 を 行 う 事 務 長 の 職

に あ る 者 に あ つ て は 、 三

千 円 ）  

  

備 考  別 表 第 六 の 備 考 は 、 本 表 に つ い て 適 用 す る 。   

（ 公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 二 十  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 昇 格 の 場 合 の 号 給 ）  （ 昇 格 の 場 合 の 号 給 ）  

第 二 十 二 条  （ 略 ）  第 二 十 二 条  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

４  降 格 し た 職 員 を 当 該 降 格 後 最 初 に 昇 格 さ せ る 場 合 に

お い て 、 前 三 項 の 規 定 に よ り 決 定 さ れ る 号 給 が 部 内 の

他 の 職 員 と の 均 衡 を 著 し く 失 す る と 認 め ら れ る と き

は 、 前 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 あ ら か じ め 県 委 員 会

が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 、 そ の 者 の 号 給 を 決 定 す る こ

と が で き る 。  

４  降 格 し た 職 員 を 当 該 降 格 後 最 初 に 昇 格 さ せ た 場 合 に

お け る そ の 者 の 号 給 は 、 前 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 号 給 と す る 。  

（ 降 格 の 場 合 の 号 給 ）  （ 降 格 の 場 合 の 号 給 ）  

第 二 十 三 条  職 員 を 降 格 さ せ た 場 合 に お け る そ の 者 の 号

給 は 、 そ の 者 に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 別 に 応 じ 、 か つ 、

降 格 し た 日 の 前 日 に 受 け て い た 号 給 に 対 応 す る 降 格

時 号 給 対 応 表 （ 別 表 第 八 ） の 降 格 後 の 号 給 欄 に 定 め る

号 給 と す る 。  

第 二 十 三 条  職 員 を 降 格 さ せ た 場 合 に お け る そ の 者 の 号

給 は 、 降 格 し た 日 の 前 日 に 受 け て い た 号 給 と 同 じ 額 の

号 給 （ 同 じ 額 の 号 給 が な い と き は 、 直 近 下 位 の 額 の 号

給 ） と す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  前 二 項 の 規 定 に よ り 職 員 の 号 給 を 決 定 す る こ と が 著

し く 不 適 当 と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 こ れ ら の 規 定 に か

か わ ら ず 、 あ ら か じ め 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し

て 、 そ の 者 の 号 給 を 決 定 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合

に お い て 、 当 該 号 給 は 、 当 該 職 員 が 降 格 し た 日 の 前 日

に 受 け て い た 給 料 月 額 に 達 し な い 額 の 号 給 で な け れ

ば な ら な い 。  

３  前 二 項 の 規 定 に よ り 職 員 の 号 給 を 決 定 す る こ と が 著

し く 不 適 当 と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 こ れ ら の 規 定 に か

か わ ら ず 、 あ ら か じ め 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し

て 、 そ の 者 の 号 給 を 決 定 す る こ と が で き る 。  

 ４  教 育 職 員 を 高 等 学 校 等 教 育 職 給 料 表 又 は 中 学 校 、 小

学 校 教 育 職 給 料 表 の 職 務 の 級 三 級 又 は 四 級 か ら 降 格  

 さ せ た 場 合 に お け る 当 該 降 格 後 の 号 給 の 給 料 月 額 に

関 し て は 、 高 等 学 校 等 教 育 職 給 料 表 の 備 考 (二
)

及 び 中 学

校 、 小 学 校 教 育 職 給 料 表 の 備 考 (二
)

の 規 定 の 適 用 が な い

も の と し て 第 一 項 の 規 定 を 適 用 す る も の と す る 。  

 別 表 第 七 の 次 に 次 の 一 表 を 加 え る 。  

別表第 8（第 23 条関係）降格時号給対応表 

イ 高等学校等教育職給料表降格時号給対応表 

降格した日の前日 
に受けていた号給 

降 格 後 の 号 給 

1 級 2 級（3 級から） 特 2 級 3 級 

1 21 25(53) 25 41 

2 22 26(54) 26 42 

3 23 27(55) 27 43 
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4 24 28(56) 28 44 

5 25 29(57) 29 45 

6 26 30(58) 30 46 

7 27 31(59) 31 47 

8 28 32(60) 32 48 

9 29 33(61) 33 49 

10 30 34(62) 34 50 

11 31 35(63) 35 51 

12 32 36(64) 36 52 

13 33 37(65) 37 53 

14 34 38(66) 38 54 

15 35 39(67) 39 55 

16 36 40(68) 40 56 

17 37 41(69) 41 57 

18 38 42(70) 42 58 

19 39 43(71) 43 59 

20 40 44(72) 44 60 

21 41 45(73) 45 61 

22 42 46(74) 46 62 

23 43 47(75) 47 63 

24 44 48(76) 48 64 

25 45 49(77) 49 66 

26 46 50(78) 50 68 

27 47 51(79) 51 70 

28 48 52(80) 52 72 

29 50 53(81) 53 74 

30 52 54(82) 54 76 

31 54 55(83) 55 78 

32 56 56(84) 56 80 

33 58 57(85) 57 82 

34 60 58(86) 58 84 

35 62 59(87) 59 85 

36 64 60(88) 60 85 

37 66 61(89) 61 85 

38 68 62(90) 62 85 

39 70 63(91) 63 85 

40 72 64(92) 64 85 

41 73 65(93) 65 85 

42 74 66(94) 66 85 

43 75 67(95) 67 85 

44 76 68(96) 68 85 

45 78 69(97) 69 85 

46 80 70(98) 70  

47 82 71(99) 71  

48 84 72(100) 72  

令和4年8月16日 三　重　県　公　報 号　　外

68



49 86 73(102) 73  

50 88 74(104) 74  

51 90 75(106) 75  

52 92 76(108) 76  

53 94 77(110) 77  

54 96 78(112) 78  

55 98 79(114) 79  

56 100 80(116) 80  

57 103 81(119) 81  

58 106 82(128) 82  

59 109 83(142) 83  

60 112 84(145) 84  

61 117 85(145) 86  

62 122 86(145) 88  

63 127 87(145) 90  

64 132 88(145) 92  

65 138 89(145) 93  

66 144 90(145) 94  

67 150 91(145) 95  

68 153 92(145) 96  

69 153 93(145) 99  

70 153 94(145) 102  

71 153 95(145) 105  

72 153 96(145) 108  

73 153 97(145) 111  

74 153 98(145) 114  

75 153 99(145) 117  

76 153 100(145) 117  

77 153 101(145) 117  

78 153 102(145) 117  

79 153 103(145) 117  

80 153 104(145) 117  

81 153 106(145) 117  

82 153 108(145) 117  

83 153 110(145) 117  

84 153 112(145) 117  

85 153 114(145) 117  

86 153 116   

87 153 118   

88 153 120   

89 153 125   

90 153 130   

91 153 135   

92 153 140   

93 153 142   
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94 153 144   

95 153 145   

96 153 145   

97 153 145   

98 153 145   

99 153 145   

100 153 145   

101 153 145   

102 153 145   

103 153 145   

104 153 145   

105 153 145   

106 153 145   

107 153 145   

108 153 145   

109 153 145   

110 153 145   

111 153 145   

112 153 145   

113 153 145   

114 153 145   

115 153 145   

116 153 145   

117 153 145   

118 153    

119 153    

120 153    

121 153    

122 153    

123 153    

124 153    

125 153    

126 153    

127 153    

128 153    

129 153    

130 153    

131 153    

132 153    

133 153    

134 153    

135 153    

136 153    

137 153    

138 153    
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139 153    

140 153    

141 153    

142 153    

143 153    

144 153    

145 153    

ロ 中学校・小学校教育職給料表降格時号給対応表 

降格した日の前日 
に受けていた号給 

降 格 後 の 号 給 

1 級 2 級（3 級から） 特 2 級 3 級 

1 9 37(49) 9 57 

2 10 38(50) 10 58 

3 10 39(51) 11 59 

4 11 40(52) 12 60 

5 12 41(53) 13 61 

6 13 42(54) 14 62 

7 14 43(55) 15 63 

8 15 44(56) 16 64 

9 16 45(57) 17 65 

10 17 46(58) 18 66 

11 18 47(59) 19 67 

12 19 48(60) 20 68 

13 20 49(61) 21 69 

14 21 50(62) 22 70 

15 23 51(63) 23 71 

16 24 52(64) 24 72 

17 25 53(65) 25 73 

18 26 54(66) 26 74 

19 27 55(67) 27 75 

20 28 56(68) 28 80 

21 29 57(69) 29 85 

22 30 58(70) 30 90 

23 31 59(71) 31 96 

24 32 60(72) 32 100 

25 33 61(73) 33 101 

26 34 62(74) 34 101 

27 35 63(75) 35 101 

28 36 64(76) 36 101 

29 37 65(77) 37 101 

30 38 66(78) 38 101 

31 39 67(79) 39 101 

32 40 68(80) 40 101 

33 41 69(81) 41 101 

34 42 70(82) 42 101 

35 43 71(83) 43 101 
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36 44 72(84) 44 101 

37 45 73(85) 45 101 

38 46 74(86) 46 101 

39 47 75(87) 47 101 

40 48 76(88) 48 101 

41 50 77(89) 49 101 

42 52 78(90) 50 101 

43 54 79(91) 51 101 

44 56 80(92) 52 101 

45 58 81(93) 53 101 

46 60 82(94) 54  

47 62 83(95) 55  

48 64 84(96) 56  

49 66 85(97) 57  

50 68 86(98) 58  

51 70 87(99) 59  

52 72 88(100) 60  

53 73 89(101) 61  

54 74 90(102) 62  

55 75 91(103) 63  

56 76 92(104) 64  

57 78 93(105) 65  

58 80 94(106) 66  

59 82 95(107) 67  

60 84 96(108) 68  

61 87 97(110) 69  

62 90 98(112) 70  

63 93 99(114) 71  

64 96 100(116) 72  

65 101 101(117) 73  

66 106 102(118) 74  

67 111 103(119) 75  

68 116 104(120) 76  

69 119 105(122) 77  

70 122 106(124) 78  

71 125 107(126) 79  

72 125 108(128) 80  

73 125 109(130) 82  

74 125 110(150) 84  

75 125 111(155) 86  

76 125 112(157) 88  

77 125 114(157) 89  

78 125 116(157) 90  

79 125 118(157) 91  

80 125 120(157) 95  
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81 125 121(157) 99  

82 125 122(157) 103  

83 125 123(157) 107  

84 125 124(157) 112  

85 125 125(157) 114  

86 125 126(157) 116  

87 125 127(157) 117  

88 125 128(157) 117  

89 125 130(157) 117  

90 125 134(157) 117  

91 125 138(157) 117  

92 125 142(157) 117  

93 125 146(157) 117  

94 125 150(157) 117  

95 125 153(157) 117  

96 125 156(157) 117  

97 125 157(157) 117  

98 125 157(157) 117  

99 125 157(157) 117  

100 125 157(157) 117  

101 125 157(157) 117  

102 125 157   

103 125 157   

104 125 157   

105 125 157   

106 125 157   

107 125 157   

108 125 157   

109 125 157   

110 125 157   

111 125 157   

112 125 157   

113 125 157   

114 125 157   

115 125 157   

116 125 157   

117 125 157   

118 125    

119 125    

120 125    

121 125    

122 125    

123 125    

124 125    

125 125    
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126 125    

127 125    

128 125    

129 125    

130 125    

131 125    

132 125    

133 125    

134 125    

135 125    

136 125    

137 125    

138 125    

139 125    

140 125    

141 125    

142 125    

143 125    

144 125    

145 125    

146 125    

147 125    

148 125    

149 125    

150 125    

151 125    

152 125    

153 125    

154 125    

155 125    

156 125    

157 125    

ハ 学校栄養職員給料表降格時号給対応表 

降格した日の前日 
に受けていた号給 

降 格 後 の 号 給 

1 級 2 級 3 級 4 級 

1 21 17 33 17 

2 22 18 34 18 

3 23 19 35 19 

4 24 20 36 20 

5 25 21 37 21 

6 26 22 38 22 

7 27 23 39 23 

8 28 24 40 24 

9 29 25 41 25 

10 30 26 42 26 
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11 31 27 43 27 

12 32 28 44 28 

13 33 29 45 29 

14 34 30 46 30 

15 35 31 47 31 

16 36 32 48 32 

17 37 33 49 33 

18 38 34 50 34 

19 39 35 51 35 

20 40 36 52 36 

21 41 37 54 37 

22 42 38 56 38 

23 43 39 58 39 

24 44 40 60 40 

25 45 41 61 41 

26 46 42 62 42 

27 47 43 63 43 

28 48 44 64 44 

29 50 45 66 45 

30 52 46 68 46 

31 54 47 70 47 

32 56 48 72 48 

33 57 49 76 50 

34 58 50 80 52 

35 59 51 84 54 

36 60 52 88 56 

37 62 53 94 59 

38 64 54 101 62 

39 66 55 108 65 

40 68 56 113 69 

41 70 57 113 73 

42 72 58 113 77 

43 74 59 113 81 

44 76 60 113 85 

45 78 61 113 85 

46 80 62 113 85 

47 82 63 113 85 

48 84 64 113 85 

49 85 65 113 85 

50 85 66 113 85 

51 85 67 113 85 

52 85 68 113 85 

53 85 70 113 85 

54 85 72 113 85 

55 85 74 113 85 
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56 85 76 113 85 

57 85 78 113 85 

58 85 80 113 85 

59 85 82 113 85 

60 85 84 113 85 

61 85 91 113 85 

62 85 98 113 85 

63 85 105 113 85 

64 85 105 113 85 

65 85 105 113 85 

66 85 105 113  

67 85 105 113  

68 85 105 113  

69 85 105 113  

70 85 105 113  

71 85 105 113  

72 85 105 113  

73 85 105 113  

74 85 105 113  

75 85 105 113  

76 85 105 113  

77 85 105 113  

78 85 105 113  

79 85 105 113  

80 85 105 113  

81 85 105 113  

82 85 105 113  

83 85 105 113  

84 85 105 113  

85 85 105 113  

86 85 105   

87 85 105   

88 85 105   

89 85 105   

90 85 105   

91 85 105   

92 85 105   

93 85 105   

94 85 105   

95 85 105   

96 85 105   

97 85 105   

98 85 105   

99 85 105   

100 85 105   
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101 85 105   

102 85 105   

103 85 105   

104 85 105   

105 85 105   

106  105   

107  105   

108  105   

109  105   

110  105   

111  105   

112  105   

113  105   

ニ 行政職給料表降格時号給対応表 

降格した日の前日 
に受けていた号給 

降 格 後 の 号 給 

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 

1 33 17 17 9 9 

2 33 18 18 10 10 

3 33 19 19 11 11 

4 34 20 20 12 12 

5 35 21 21 13 13 

6 36 22 22 14 14 

7 37 23 23 15 15 

8 39 24 24 16 16 

9 40 25 25 17 17 

10 42 26 26 18 18 

11 43 27 27 19 19 

12 44 28 28 20 20 

13 45 29 29 21 21 

14 46 30 30 22 22 

15 47 31 31 23 23 

16 48 32 32 24 24 

17 49 33 33 25 25 

18 50 34 34 26 26 

19 51 35 35 27 27 

20 52 36 36 28 28 

21 53 37 37 29 29 

22 54 38 38 30 30 

23 55 39 39 31 31 

24 56 40 40 32 32 

25 58 41 41 33 33 

26 60 42 42 34 34 

27 62 43 43 35 35 

28 64 44 44 36 36 

29 66 45 45 37 37 
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30 68 46 46 38 38 

31 70 47 47 39 39 

32 72 48 48 40 40 

33 74 49 49 41 41 

34 76 50 50 42 42 

35 78 51 51 43 43 

36 80 52 52 44 44 

37 81 53 53 45 45 

38 82 54 54 46 46 

39 83 55 55 47 47 

40 84 56 56 48 48 

41 86 58 57 49 50 

42 88 60 58 50 52 

43 90 62 59 51 54 

44 92 64 60 52 56 

45 93 66 63 53 58 

46 93 68 66 54 60 

47 93 70 69 55 62 

48 93 72 72 56 64 

49 93 76 75 57 66 

50 93 80 78 58 76 

51 93 84 81 59 88 

52 93 88 84 60 92 

53 93 93 88 61 93 

54 93 98 92 62 93 

55 93 103 97 63 93 

56 93 109 102 64 93 

57 93 115 107 65 93 

58 93 121 112 66 93 

59 93 125 113 67 93 

60 93 125 113 68 93 

61 93 125 113 69 93 

62 93 125 113 70 93 

63 93 125 113 71 93 

64 93 125 113 72 93 

65 93 125 113 73 93 

66 93 125 113 74 93 

67 93 125 113 75 93 

68 93 125 113 80 93 

69 93 125 113 85 93 

70 93 125 113 88 93 

71 93 125 113 89 93 

72 93 125 113 90 93 

73 93 125 113 91 93 

74 93 125 113 92 93 
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75 93 125 113 93 93 

76 93 125 113 93 93 

77 93 125 113 93 93 

78 93 125 113 93 93 

79 93 125 113 93 93 

80 93 125 113 93 93 

81 93 125 113 93 93 

82 93 125 113 93 93 

83 93 125 113 93 93 

84 93 125 113 93 93 

85 93 125 113 93 93 

86 93 125 113 93  

87 93 125 113 93  

88 93 125 113 93  

89 93 125 113 93  

90 93 125 113 93  

91 93 125 113 93  

92 93 125 113 93  

93 93 125 113 93  

94 93 125    

95 93 125    

96 93 125    

97 93 125    

98 93 125    

99 93 125    

100 93 125    

101 93 125    

102 93 125    

103 93 125    

104 93 125    

105 93 125    

106 93 125    

107 93 125    

108 93 125    

109 93 125    

110 93 125    

111 93 125    

112 93 125    

113 93 125    

114 93     

115 93     

116 93     

117 93     

118 93     

119 93     
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120 93     

121 93     

122 93     

123 93     

124 93     

125 93     

備考  

１ これらの表の降格後の号給欄中「1 級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。 

２ 「2 級(3 級から)」欄の(  )は、3 級から 2 級への降格の場合に適用する。 

（ 公 立 学 校 職 員 の 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  公 立 学 校 職 員 の 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 改   正   後  改   正   前  

（ 権 衡 職 員 の 範 囲 ）  （ 権 衡 職 員 の 範 囲 ）  

第 四 条  条 例 第 十 五 条 の 三 第 一 項 第 二 号 の 規 則 で 定 め る

職 員 は 、 公 立 学 校 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則

（ 平 成 二 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 ・ 三 重 県 教 育 委 員 会

規 則 第 一 号 ） 第 五 条 第 二 項 に 該 当 す る 職 員 （ 地 方 公 務

員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条

の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二

項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を 除 く 。 ） で 、 同 項 第

三 号 に 規 定 す る 満 十 八 歳 に 達 す る 日 後 の 最 初 の 三 月

三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 子 が 居 住 す る た め の 住 宅 と

し て 、 同 号 に 規 定 す る 異 動 又 は 学 校 の 移 転 の 直 前 の 住

居 で あ つ た 住 宅 （ 前 条 に 規 定 す る 住 宅 を 除 く 。 ） 又 は

こ れ に 準 ず る も の と し て 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協

議 し て 定 め る 住 宅 を 借 り 受 け 、 月 額 一 万 五 千 円 を 超 え

る 家 賃 を 支 払 っ て い る も の と す る 。  

第 四 条  条 例 第 十 五 条 の 三 第 一 項 第 二 号 の 規 則 で 定 め る

職 員 は 、 公 立 学 校 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則

（ 平 成 二 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 ・ 三 重 県 教 育 委 員 会

規 則 第 一 号 ） 第 五 条 第 二 項 に 該 当 す る 職 員 （ 地 方 公 務

員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条

の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の

六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職

員 を 除 く 。 ） で 、 同 項 第 三 号 に 規 定 す る 満 十 八 歳 に 達

す る 日 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 子 が

居 住 す る た め の 住 宅 と し て 、 同 号 に 規 定 す る 異 動 又 は

学 校 の 移 転 の 直 前 の 住 居 で あ つ た 住 宅 （ 前 条 に 規 定 す

る 住 宅 を 除 く 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 県 委 員

会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 住 宅 を 借 り 受 け 、 月

額 一 万 五 千 円 を 超 え る 家 賃 を 支 払 っ て い る も の と す

る 。  

 （ 公 立 学 校 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 四 条  公 立 学 校 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 改   正   後  改   正   前  

（ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 に か か る 通 勤 手 当

の 減 額 ）  

（ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 に か か る 通 勤 手 当 の 減 額 ） 

第 八 条 の 二  条 例 第 十 六 条 第 二 項 第 二 号 （ 職 員 の 育 児 休

業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） 第 十

九 条 若 し く は 第 二 十 五 条 又 は 職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業

に 関 す る 条 例 （ 令 和 四 年 三 重 県 条 例 第 二 十 七 号 ） 第 三

条 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 平 均 一 箇 月 当 た り の 通

勤 所 要 回 数 が 十 回 に 満 た な い 職 員 と し 、 同 号 の 規 則 で

定 め る 割 合 は 、 百 分 の 五 十 と す る 。  

第 八 条 の 二  条 例 第 十 六 条 第 二 項 第 二 号 （ 職 員 の 育 児 休

業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） 第 十

九 条 又 は 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 平 均 一 箇 月

当 た り の 通 勤 所 要 回 数 が 十 回 に 満 た な い 職 員 と し 、 同

号 の 規 則 で 定 め る 割 合 は 、 百 分 の 五 十 と す る 。  

（ 支 給 単 位 期 間 ）  （ 支 給 単 位 期 間 ）  

令和4年8月16日 三　重　県　公　報 号　　外

80



第 十 七 条 の 三  （ 略 ）  第 十 七 条 の 三  （ 略 ）  

２  前 項 第 一 号 に 掲 げ る 交 通 機 関 等 に つ い て 、 次 の 各 号

の い ず れ か に 掲 げ る 事 由 （ 前 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事

由 に 該 当 す る 事 由 に 限 る 。 ） が 前 項 第 一 号 に 定 め る 期

間 に 係 る 最 後 の 月 の 前 月 以 前 に 生 ず る こ と が 当 該 期

間 に 係 る 最 初 の 月 の 初 日 に お い て 明 ら か で あ る 場 合

に は 、 当 該 事 由 が 生 ず る こ と と な る 日 の 属 す る 月 （ そ

の 日 が 月 の 初 日 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 そ の 日 の 属 す

る 月 の 前 月 ） ま で の 期 間 に つ い て 、 同 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に 準 じ て 支 給 単 位 期 間 を 定 め る こ

と が で き る 。  

２  前 項 第 一 号 に 掲 げ る 交 通 機 関 等 に つ い て 、 次 の 各 号

の い ず れ か に 掲 げ る 事 由 （ 前 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事

由 に 該 当 す る 事 由 に 限 る 。 ） が 前 項 第 一 号 に 定 め る 期

間 に 係 る 最 後 の 月 の 前 月 以 前 に 生 ず る こ と が 当 該 期

間 に 係 る 最 初 の 月 の 初 日 に お い て 明 ら か で あ る 場 合

に は 、 当 該 事 由 が 生 ず る こ と と な る 日 の 属 す る 月 （ そ

の 日 が 月 の 初 日 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 そ の 日 の 属 す

る 月 の 前 月 ） ま で の 期 間 に つ い て 、 同 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に 準 じ て 支 給 単 位 期 間 を 定 め る こ

と が で き る 。  

一  法 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ る 退 職 そ の

他 の 離 職 を す る こ と 。  

一  法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 退 職 そ の

他 の 離 職 を す る こ と 。  

二 ～ 五  （ 略 ）  二 ～ 五  （ 略 ）  

 （ 公 立 学 校 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 五 条  公 立 学 校 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 年  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 改   正   後  改   正   前  

（ 権 衡 職 員 の 範 囲 等 ）  （ 権 衡 職 員 の 範 囲 等 ）  

第 五 条  （ 略 ）  第 五 条  （ 略 ）  

２  条 例 第 十 六 条 の 二 第 三 項 の 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

単 身 赴 任 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ

る と 認 め ら れ る も の と し て 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に

掲 げ る 職 員 と す る 。  

２  条 例 第 十 六 条 の 二 第 三 項 の 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

単 身 赴 任 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ

る と 認 め ら れ る も の と し て 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に

掲 げ る 職 員 と す る 。  

一  次 に 掲 げ る 事 由 の 発 生 （ 以 下 「 事 由 発 生 」 と い う 。 ）

に 伴 い 、 住 居 を 移 転 し 、 第 二 条 に 規 定 す る や む を 得

な い 事 情 に よ り 、 同 居 し て い た 配 偶 者 と 別 居 す る こ

と と な っ た 職 員 で 、 当 該 事 由 発 生 の 直 前 の 住 居 か ら

当 該 事 由 発 生 の 直 後 に 在 勤 す る 学 校 に 通 勤 す る こ

と が 第 三 条 に 規 定 す る 基 準 に 照 ら し て 困 難 で あ る

と 認 め ら れ る も の の う ち 、 単 身 で 生 活 す る こ と を 常

況 と す る 職 員  

一  次 に 掲 げ る 事 由 の 発 生 （ 以 下 「 事 由 発 生 」 と い う 。 ）

に 伴 い 、 住 居 を 移 転 し 、 第 二 条 に 規 定 す る や む を 得

な い 事 情 に よ り 、 同 居 し て い た 配 偶 者 と 別 居 す る こ

と と な っ た 職 員 で 、 当 該 事 由 発 生 の 直 前 の 住 居 か ら

当 該 事 由 発 生 の 直 後 に 在 勤 す る 学 校 に 通 勤 す る こ

と が 第 三 条 に 規 定 す る 基 準 に 照 ら し て 困 難 で あ る

と 認 め ら れ る も の の う ち 、 単 身 で 生 活 す る こ と を 常

況 と す る 職 員  

イ  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一

号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項

又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規

定 に よ る 採 用 （ 法 の 規 定 に よ り 退 職 し た 日 の 翌 日

に お け る も の に 限 る 。 ） を さ れ た こ と 。  

イ  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一

号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 、

第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一

項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 採 用 （ 法 第 二 十 八

条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 退 職 し た 日 （ 法 第 二 十

八 条 の 三 の 規 定 に よ り 勤 務 し た 後 退 職 し た 日 及

び 当 該 採 用 に 係 る 任 期 が 満 了 し た 日 を 含 む 。 ） の

翌 日 に お け る も の に 限 る 。 ） を さ れ た こ と 。  

ロ ～ ニ  （ 略 ）  ロ ～ ニ  （ 略 ）  

二 ～ 八  （ 略 ）  二 ～ 八  （ 略 ）  

（ 公 立 学 校 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 六 条  公 立 学 校 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 二 号 ） の 一  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  
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 改   正   後  改   正   前  

第 二 条  条 例 第 二 十 三 条 第 一 項 後 段 の 規 則 で 定 め る 職 員

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 と し 、 こ れ ら の 職 員 に は 、

期 末 手 当 を 支 給 し な い 。  

第 二 条  条 例 第 二 十 三 条 第 一 項 後 段 の 規 則 で 定 め る 職 員

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 と し 、 こ れ ら の 職 員 に は 、

期 末 手 当 を 支 給 し な い 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  そ の 退 職 の 後 基 準 日 ま で の 間 に お い て 次 に 掲 げ

る 者 で あ つ て 、 非 常 勤 の 職 員 （ 法 第 二 十 二 条 の 四 第

一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の

規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 、 育 児 休 業 法 第 十 八 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 任 期 付 短

時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 又 は 会 計 年 度 任 用 職 員 の

報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元

年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 企 業 庁

又 は 病 院 事 業 庁 に お い て 、 当 該 条 例 の 規 定 の 例 に よ

る 職 員 を 含 む 。 ） の う ち 期 末 手 当 の 支 給 対 象 者 で あ

る も の （ 以 下 「 会 計 年 度 任 用 職 員 」 と い う 。 ） 若 し

く は 公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償

及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第

三 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 期 末 手 当 の 支 給 対

象 者 で あ る も の （ 以 下 「 公 立 学 校 会 計 年 度 任 用 職 員 」

と い う 。 ） そ の 他 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て

定 め る 者 を 除 く 。 ） 以 外 の 職 員 と な つ た も の  

二  そ の 退 職 の 後 基 準 日 ま で の 間 に お い て 次 に 掲 げ

る 者 で あ つ て 、 非 常 勤 の 職 員 （ 法 第 二 十 八 条 の 四 第

一 項 若 し く は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八

条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ

れ た 職 員 （ 以 下 「 再 任 用 職 員 」 と い う 。 ） で 法 第 二

十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占

め る も の （ 以 下 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 、

育 児 休 業 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ

た 職 員 （ 以 下 「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ）

又 は 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手

当 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） の 適

用 を 受 け る 職 員 （ 企 業 庁 又 は 病 院 事 業 庁 に お い て 、

当 該 条 例 の 規 定 の 例 に よ る 職 員 を 含 む 。 ） の う ち 期

末 手 当 の 支 給 対 象 者 で あ る も の （ 以 下 「 会 計 年 度 任

用 職 員 」 と い う 。 ） 若 し く は 公 立 学 校 の 会 計 年 度 任

用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例

（ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第 三 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員

の う ち 期 末 手 当 の 支 給 対 象 者 で あ る も の （ 以 下 「 公

立 学 校 会 計 年 度 任 用 職 員 」 と い う 。 ） そ の 他 県 委 員

会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 者 を 除 く 。 ） 以 外

の 職 員 と な つ た も の  

イ ～ ヘ  （ 略 ）  イ ～ ヘ  （ 略 ）  

三  そ の 退 職 に 引 き 続 き 他 の 地 方 公 務 員 、 公 立 学 校 職

員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例

第 十 一 号 ） 第 七 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 一 般 地 方

独 立 行 政 法 人 の 職 員 及 び 同 条 例 第 八 条 の 二 第 一 項

に 規 定 す る 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 、 国

家 公 務 員 、 独 立 行 政 法 人 （ 独 立 行 政 法 人 通 則 法 （ 平

成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 独

立 行 政 法 人 を い う 。 ） の 職 員 若 し く は 国 立 大 学 法 人

（ 国 立 大 学 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 二 号 ） 第

二 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 立 大 学 法 人 を い う 。 ） の 職

員 の う ち 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る

者 （ 非 常 勤 で あ る 者 に あ つ て は 、 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員 、 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 そ の 他 県 委 員 会

が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 者 に 限 る 。 ） 又 は 公

益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 第 十 二

条 第 一 号 に 規 定 す る 退 職 派 遣 者 と な つ た も の  

三  そ の 退 職 に 引 き 続 き 他 の 地 方 公 務 員 、 公 立 学 校 職

員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例

第 十 一 号 ） 第 七 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 一 般 地 方

独 立 行 政 法 人 の 職 員 及 び 同 条 例 第 八 条 の 二 第 一 項

に 規 定 す る 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員 、 国

家 公 務 員 、 独 立 行 政 法 人 （ 独 立 行 政 法 人 通 則 法 （ 平

成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 独

立 行 政 法 人 を い う 。 ） の 職 員 若 し く は 国 立 大 学 法 人

（ 国 立 大 学 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 二 号 ） 第

二 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 立 大 学 法 人 を い う 。 ） の 職

員 の う ち 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る

者 （ 非 常 勤 で あ る 者 に あ つ て は 、 再 任 用 短 時 間 勤 務

職 員 、 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 そ の 他 県 委 員 会 が 人 事

委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 者 に 限 る 。 ） 又 は 公 益 的 法

人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 第 十 二 条 第 一

号 に 規 定 す る 退 職 派 遣 者 と な つ た も の  

第 四 条  基 準 日 前 一 箇 月 以 内 に お い て 条 例 の 適 用 を 受 け

る 常 勤 の 職 員 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 又 は 任 期

付 短 時 間 勤 務 職 員 と し て の 退 職 が 二 回 以 上 あ る 者 に

つ い て 前 二 条 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に は 、 基 準 日 に も

つ と も 近 い 日 の 退 職 の み を も つ て 、 当 該 退 職 と す る 。 

第 四 条  基 準 日 前 一 箇 月 以 内 に お い て 条 例 の 適 用 を 受 け

る 常 勤 の 職 員 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 又 は 任 期 付 短 時

間 勤 務 職 員 と し て の 退 職 が 二 回 以 上 あ る 者 に つ い て

前 二 条 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に は 、 基 準 日 に も つ と も

近 い 日 の 退 職 の み を も つ て 、 当 該 退 職 と す る 。  

（ 期 末 手 当 に 係 る 在 職 期 間 ）  （ 期 末 手 当 に 係 る 在 職 期 間 ）  

第 五 条  （ 略 ）  第 五 条  （ 略 ）  
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２  前 項 の 期 間 の 算 定 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 期

間 を 除 算 す る 。  

２  前 項 の 期 間 の 算 定 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 期

間 を 除 算 す る 。  

 一 ～ 四  （ 略 ）   一 ～ 四  （ 略 ）  
五  法 第 二 十 六 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 高 齢 者 部

分 休 業 の 承 認 を 受 け て 勤 務 し な か つ た 期 間 に つ い

て は 、 そ の 二 分 の 一 の 期 間  

 

六  （ 略 ）   五  （ 略 ）  

（ 勤 勉 手 当 に 係 る 勤 務 期 間 ）  （ 勤 勉 手 当 に 係 る 勤 務 期 間 ）  

第 十 一 条  （ 略 ）  第 十 一 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 期 間 の 算 定 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 期

間 を 除 算 す る 。 た だ し 、 こ の 場 合 に お い て 、 除 算 さ れ

る 期 間 が 一 日 未 満 の 場 合 は 切 り 捨 て る 。  

２  前 項 の 期 間 の 算 定 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 期

間 を 除 算 す る 。 た だ し 、 こ の 場 合 に お い て 、 除 算 さ れ

る 期 間 が 一 日 未 満 の 場 合 は 切 り 捨 て る 。  

一 ～ 十 一  （ 略 ）  一 ～ 十 一  （ 略 ）  

十 二  法 第 二 十 六 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 高 齢 者

部 分 休 業 の 承 認 を 受 け て 勤 務 し な か つ た 期 間  

 

十 三  （ 略 ）  十 二  （ 略 ）  

（ 勤 勉 手 当 の 成 績 率 ）  （ 勤 勉 手 当 の 成 績 率 ）  

第 十 三 条  成 績 率 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応

じ て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 割 合 の 範 囲 内 で 、 県 委 員 会 が

定 め る も の と す る 。  

第 十 三 条  成 績 率 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応

じ て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 割 合 の 範 囲 内 で 、 県 委 員 会 が

定 め る も の と す る 。  

一  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員  百 分

の 百 九 十 以 内  

一  再 任 用 職 員 以 外 の 職 員  百 分 の 百 九 十 以 内  

二  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  百 分 の 九 十 以 内  二  再 任 用 職 員  百 分 の 九 十 以 内  

（ 公 立 学 校 職 員 の 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 七 条  公 立 学 校 職 員 の 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 年  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 十 号 ） の 一  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 改   正   後  改   正   前  

（ 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 の 月 額 ）  （ 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 の 月 額 ）  

第 三 条  義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 の 月 額 は 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 （ 地

方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下

「 地 公 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二

十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用

さ れ た 職 員 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と

い う 。 ） に あ つ て は そ の 額 に 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、

休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 。 以

下 「 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 三 項 の 規 定 に

よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規

定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 、 地 方 公 務 員 の 育 児

休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 条

第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 及

び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る

職 員 に あ つ て は そ の 額 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 二 項

の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第

一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 、 同 法 第 十

八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 に あ つ て は

そ の 額 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 定
第 三 条  義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 の 月 額 は 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 （ 地

方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下

「 地 公 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は

第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若

し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 再

任 用 職 員 」 と い う 。 ） で 地 公 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項

に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の に あ つ て は

そ の 額 に 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条

例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 。 以 下 「 勤 務 時 間 条 例 」

と い う 。 ） 第 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の

者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除

し て 得 た 数 を 、 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育

児 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規

定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 に あ つ て は そ の

額 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら

れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務

時 間 で 除 し て 得 た 数 を 、 同 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に
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め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る

勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 と

し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数

を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。  

よ り 採 用 さ れ た 職 員 に あ つ て は そ の 額 に 勤 務 時 間 条

例 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤

務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得

た 数 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満

の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） と す

る 。  

一  条 例 第 二 十 五 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 職 員 で 中

学 校 ・ 小 学 校 教 育 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る も の  そ

の 者 の 属 す る 職 務 の 級 及 び そ の 者 の 受 け る 号 給 （ 定

年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に あ つ て は 、 当 該 職 員 の

属 す る 職 務 の 級 と す る 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 応 す る 別

表 第 一 に 掲 げ る 額  

一  条 例 第 二 十 五 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 職 員 で 中

学 校 ・ 小 学 校 教 育 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る も の  そ

の 者 の 属 す る 職 務 の 級 及 び そ の 者 の 受 け る 号 給 （ 再

任 用 職 員 に あ つ て は 、 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 と

す る 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 応 す る 別 表 第 一 に 掲 げ る 額  

二 ～ 五  （ 略 ）  二 ～ 五  （ 略 ）  

附  則  附  則  

（ 施 行 期 日 ）  （ 施 行 期 日 ）  

１  （ 略 ）  （ 略 ）  

（ 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 義

務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 の 支 給 額 ）  

 

２  条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対 す

る 第 三 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 条 第

一 号 か ら 第 五 号 ま で の 規 定 中 「 掲 げ る 額 」 と あ る の は 、

「 掲 げ る 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 、

五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五  

 

十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円

に 切 り 上 げ た 額 ） 」 と す る 。  

 

別 表 第 一 再 任 用 職 員 以 外 の 職 員 の 欄 及 び 再 任 用 職 員 の 欄 中 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」

に 改 め る 。  

別 表 第 二 再 任 用 職 員 以 外 の 職 員 の 欄 及 び 再 任 用 職 員 の 欄 中 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」

に 改 め る 。  

（ 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 ）  

第 八 条  公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 年  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 一 号 ） の 一 部  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 二 条  （ 略 ）  第 二 条  （ 略 ）  

 （ 適 用 除 外 ）   

第 二 条 の 二  十 一 年 未 満 の 期 間 勤 続 し た 者 で あ つ て 、 六

十 歳 に 達 し た 日 以 後 そ の 者 の 非 違 に よ る こ と な く 退

職 し た 者 に 対 し て は 、 条 例 第 三 条 第 二 項 の 規 定 は 、 適

用 し な い 。  

 

（ 基 礎 在 職 期 間 ）  （ 基 礎 在 職 期 間 ）  

第 四 条 の 二  条 例 第 五 条 の 二 第 二 項 第 二 十 一 号 に 規 定 す

る 規 則 で 定 め る 在 職 期 間 は 、 次 に 掲 げ る 在 職 期 間 と す

る 。  

第 四 条 の 二  条 例 第 五 条 の 二 第 二 項 第 二 十 一 号 に 規 定 す

る 規 則 で 定 め る 在 職 期 間 は 、 次 に 掲 げ る 在 職 期 間 と す

る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  条 例 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定 の

基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て の

引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 旧 専 売 公 社 、 旧 電

信 電 話 公 社 又 は 旧 国 有 鉄 道 の 職 員 と し て の 在 職 期

二  条 例 附 則 第 十 四 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定

の 基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て

の 引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 旧 専 売 公 社 、 旧

電 信 電 話 公 社 又 は 旧 国 有 鉄 道 の 職 員 と し て の 在 職
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間  期 間  

三  条 例 附 則 第 三 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定 の

基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て の

引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 日 本 た ば こ 産 業

株 式 会 社 及 び 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 の 職 員 と し て

の 在 職 期 間  

三  条 例 附 則 第 十 五 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定

の 基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て

の 引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 日 本 た ば こ 産

業 株 式 会 社 及 び 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 の 職 員 と し

て の 在 職 期 間  

四  条 例 附 則 第 四 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定 の

基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て の

引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 昭 和 六 十 二 年 三

月 三 十 一 日 ま で の 旧 国 有 鉄 道 の 職 員 と し て の 在 職

期 間 及 び 昭 和 六 十 二 年 四 月 一 日 以 後 の 承 継 法 人 等

の 職 員 と し て の 在 職 期 間  

四  条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定

の 基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て

の 引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 昭 和 六 十 二 年

三 月 三 十 一 日 ま で の 旧 国 有 鉄 道 の 職 員 と し て の 在

職 期 間 及 び 昭 和 六 十 二 年 四 月 一 日 以 後 の 承 継 法 人

等 の 職 員 と し て の 在 職 期 間  

五  条 例 附 則 第 八 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定 の

基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て の

引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 旧 国 有 鉄 道 の 職

員 と し て の 在 職 期 間 、 旧 事 業 団 の 職 員 と し て の 在 職

期 間 及 び 旧 公 団 の 職 員 と し て の 在 職 期 間  

五  条 例 附 則 第 二 十 二 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算

定 の 基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し

て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 旧 国 有 鉄 道

の 職 員 と し て の 在 職 期 間 、 旧 事 業 団 の 職 員 と し て の

在 職 期 間 及 び 旧 公 団 の 職 員 と し て の 在 職 期 間  

六  条 例 附 則 第 九 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算 定 の

基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し て の

引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 国 立 大 学 法 人 等

の 職 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間  

六  条 例 附 則 第 二 十 三 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 算

定 の 基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 職 員 と し

て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な さ れ る 国 立 大 学 法

人 等 の 職 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間  

七  （ 略 ）  七  （ 略 ）  

（ 勤 続 期 間 の 計 算 ）  （ 勤 続 期 間 の 計 算 ）  

第 五 条  （ 略 ）  第 五 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  条 例 第 七 条 第 三 項 か つ こ 書 （ 「 第 十 二 条 第 一 項 各 号

の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 」 の 部 分 を 除 き 、

同 条 第 五 項 の 規 定 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下

同 じ 。 ） の 規 定 に よ り 在 職 期 間 の 通 算 を 認 め ら れ る 者

の 身 分 を 失 つ た 日 （ 準 ず る 日 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） か

ら 新 た な 身 分 を 得 た 日 ま で の 期 間 は 、 在 職 期 間 に 含 ま

な い 。  

３  条 例 第 七 条 第 三 項 か つ こ 書 （ 「 第 十 二 条 第 一 項 各 号

の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 」 の 部 分 を 除 き 、

同 条 第 五 項 、 条 例 附 則 第 二 項 、 条 例 附 則 第 七 項 お よ び

条 例 附 則 第 八 項 の 規 定 に お い て そ の 例 に よ る 場 合 お

よ び 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 、 条 例 附 則 第

五 項 、 条 例 附 則 第 六 項 お よ び 条 例 附 則 第 八 項 の 規 定 に

よ り 在 職 期 間 の 通 算 を 認 め ら れ る 者 の 身 分 を 失 つ た

日 （ 準 ず る 日 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） か ら 新 た な 身 分 を

得 た 日 ま で の 期 間 は 、 在 職 期 間 に 含 ま な い 。  

４  条 例 第 七 条 第 三 項 か つ こ 書 に 規 定 す る 他 に 就 職 に

は 、 身 分 を 失 つ た 日 か ら 新 た な 身 分 を 得 た 日 ま で の 間

に お い て 、 再 就 職 す る 意 志 が あ つ た に も か か わ ら ず 、

定 数 、 歳 出 予 算 等 の 事 情 に よ り 早 期 に 再 就 職 す る こ と

が で き な か つ た こ と が 立 証 さ れ 、 や む を 得 ず 一 時 的 に

他 に 就 職 し た 場 合 は 、 該 当 し な い も の と す る 。  

４  条 例 第 七 条 第 三 項 か つ こ 書 、 条 例 附 則 第 五 項 、 条 例

附 則 第 六 項 お よ び 条 例 附 則 第 八 項 に 規 定 す る 他 に 就

職 に は 、 身 分 を 失 つ た 日 か ら 新 た な 身 分 を 得 た 日 ま で

の 間 に お い て 、 再 就 職 す る 意 志 が あ つ た に も か か わ ら

ず 、 定 数 、 歳 出 予 算 等 の 事 情 に よ り 早 期 に 再 就 職 す る

こ と が で き な か つ た こ と が 立 証 さ れ 、 止 む を 得 ず 一 時

的 に 他 に 就 職 し た 場 合 は 、 該 当 し な い も の と す る 。  

５  条 例 第 七 条 第 三 項 か つ こ 書 に 規 定 す る 退 職 の 日 か ら

就 職 の 日 ま で の 期 間 に つ い て 必 要 と 認 め ら れ る 日 数

は 、 そ の 者 の そ の た め の 準 備 に 要 す る 日 数 、 旅 行 日 数

そ の 他 の 事 情 を 勘 案 し て 教 育 長 が そ の 都 度 定 め る も

の と す る 。  

５  条 例 第 七 条 第 三 項 か つ こ 書 に 規 定 す る 退 職 の 日 か ら

就 職 の 日 ま で の 期 間 （ 以 下 本 項 中 「 空 白 期 間 」 と い う 。 ）

に は 、 昭 和 二 十 八 年 七 月 三 十 一 日 以 前 に お け る 外 国 政

府 職 員 等 、 医 療 団 職 員 、 救 護 員 、 外 国 特 殊 機 関 職 員 、

在 学 研 究 員 等 と な る た め の 空 白 期 間 、 兵 役 に 服 す る た

め の 空 白 期 間 等 を 含 む も の と し 、 当 該 空 白 期 間 に つ い

て 必 要 と 認 め ら れ る 日 数 は 、 そ の 者 の そ の た め の 準 備

に 要 す る 日 数 、 旅 行 日 数 そ の 他 の 事 情 を 勘 案 し て 教 育

長 が そ の 都 度 定 め る も の と す る 。  
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６  条 例 第 七 条 第 五 項 本 文 中 の か つ こ 書 の 規 定 は 、 当 該

地 方 公 共 団 体 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 定 に お い て 職 員

の 在 職 期 間 の 通 算 を 認 め な い こ と に つ い て 定 め ら れ

た と き 以 前 に 当 該 地 方 公 共 団 体 に お け る 職 員 以 外 の

地 方 公 務 員 等 か ら 引 き 続 き 職 員 と な つ た 者 に つ い て

は 適 用 し な い 。  

６  条 例 第 七 条 第 五 項 本 文 中 の か つ こ 書 （ 条 例 附 則 第 二

項 お よ び 条 例 附 則 第 七 項 に お い て そ の 例 に よ る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 は 、 当 該 地 方 公 共 団 体 の 退 職 手 当 に

関 す る 規 定 に お い て 職 員 の 在 職 期 間 の 通 算 を 認 め な

い こ と に つ い て 定 め ら れ た と き 以 前 に 当 該 地 方 公 共

団 体 に お け る 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 等 か ら 引 き 続 き

職 員 と な つ た 者 に つ い て は 適 用 し な い 。  

 （ 外 国 政 府 職 員 等 、 医 療 団 職 員 、 救 護 員 、 外 国 特 殊 機

関 職 員 、 在 外 研 究 員 等 お よ び 外 地 官 署 所 属 職 員 の 範 囲

等 ）  

第 六 条 か ら 第 七 条 ま で  削 除  第 六 条  条 例 附 則 第 三 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る も の お

よ び 規 則 で 定 め る 期 間 に つ い て は 、 国 家 公 務 員 退 職 手

当 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 二 百 十 五 号 ） 附 則 第

三 項 第 一 号 お よ び 第 二 号 に 規 定 す る と こ ろ に よ る 。  

 ２  条 例 附 則 第 三 項 、 条 例 附 則 第 四 項 、 条 例 附 則 第 五 項 、

条 例 附 則 第 八 項 お よ び 条 例 附 則 第 十 項 第 五 号 に 規 定

す る 外 国 政 府 職 員 等 、 医 療 団 職 員 、 救 護 員 、 外 国 特 殊

機 関 職 員 、 在 外 研 究 員 等 ま た は 外 地 官 署 所 属 職 員 の 範

囲 、 身 分 を 失 つ た 日 そ の 他 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 国

家 公 務 員 に 対 す る そ れ ら の 取 り 扱 い に 準 ず る 。  

 ３  在 外 指 定 学 校 職 員 、 在 外 公 館 職 員 等 と し て の 在 職 期

間 の あ る 者 の 当 該 在 職 期 間 に つ い て は 、 条 例 附 則 第 五

項 （ 条 例 附 則 第 七 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、

条 例 附 則 第 八 項 お よ び 条 例 附 則 第 十 項 第 五 号 に 規 定

す る 外 地 官 署 所 属 職 員 の 在 職 期 間 に 準 じ て 取 り 扱 う

も の と す る 。  

 ４  条 例 附 則 第 五 項 （ 条 例 附 則 第 七 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） 、 条 例 附 則 第 八 項 お よ び 条 例 附 則 第 九

項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て 、 現 に 昭 和 二 十 年 八

月 十 五 日 に 外 地 官 署 所 属 職 員 （ 前 項 に 規 定 す る 者 を 含

む 。 ） で あ つ た 者 で 外 地 官 署 所 属 職 員 の 身 分 に 関 す る

件 （ 昭 和 二 十 一 年 勅 令 第 二 百 八 十 七 号 ） （ 前 項 に 規 定

す る 者 に あ つ て は 、 同 様 の 規 定 ） の 規 定 に よ る こ と な

く 退 職 し た 者 に つ い て は 、 当 該 規 定 に 該 当 す る も の と

し て 取 り 扱 う も の と す る 。  

 （ 教 職 不 適 格 の 解 除 の 日 等 ）  

 第 六 条 の 二  条 例 附 則 第 六 項 に 規 定 す る こ れ ら に 準 ず る

措 置 お よ び 法 令 の 規 定 ま た は 特 別 の 手 続 に よ り こ れ

ら の 措 置 が 解 除 さ れ た 日 に つ い て は 、 国 家 公 務 員 に 対

す る そ れ ら の 取 り 扱 い に 準 ず る 。  

 （ 昭 和 二 十 八 年 七 月 三 十 一 日 以 前 に お け る 職 員 以 外

の 地 方 公 務 員 等 の 範 囲 ）  

 第 六 条 の 三  条 例 附 則 第 七 項 に 規 定 す る も と の 外 地 の 地

方 公 共 団 体 ま た は こ れ に 準 ず る も の に 勤 務 し て い た

公 務 員 に は 、 居 留 民 団 等 に お け る 公 務 員 を 含 む も の と

す る 。  

 ２  条 例 附 則 第 七 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 者 は 、 教 育

公 務 員 特 例 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 一 号 ） 施 行 の 日 以

前 に お い て 公 務 員 の 任 命 権 者 が 都 道 府 県 で あ つ て 給

与 支 給 義 務 者 が 市 区 町 村 で あ つ た 学 校 （ 幼 稚 園 を 含
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む 。 ） に 在 職 し た 公 務 員 と す る 。  

 （ 外 地 官 署 所 属 職 員 等 で 特 殊 事 情 が あ る と 認 め ら れ

る 場 合 ）  

 第 七 条  条 例 附 則 第 八 項 に 規 定 す る 特 殊 の 事 情 が あ る と

認 め ら れ る 場 合 に は 、 県 委 員 会 が 定 め る 期 間 に つ い て

は 、 引 き 続 き そ の 者 に 就 職 す る 意 志 が あ つ た に も か か

わ ら ず 、 職 員 ま た は 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 等 と し て 就

職 す る こ と が で き な か つ た 理 由 が や む を 得 な か つ た

も の と 教 育 長 が 認 め 、 そ の 際 教 育 長 が 定 め る 期 間 と す

る 。  

 （ 退 職 手 当 に 相 当 す る 給 与 ）  

第 八 条  条 例 第 七 条 第 五 項 た だ し 書 に 規 定 す る 退 職 手 当

に 相 当 す る 給 与 に つ い て は 、 国 家 公 務 員 に 対 す る 給 与

の 取 り 扱 い に 準 ず る 。  

第 八 条  条 例 第 七 条 第 五 項 た だ し 書 （ 条 例 附 則 第 二 項 、

条 例 附 則 第 七 項 お よ び 条 例 附 則 第 八 項 に お い て そ の

例 に よ る 場 合 を 含 む 。 ） お よ び 条 例 附 則 第 七 項 に 規 定

す る 退 職 手 当 に 相 当 す る 給 与 な ら び に 条 例 附 則 第 九

項 に 規 定 す る 退 職 手 当 等 の 名 称 、 額 等 に つ い て は 、 国

家 公 務 員 に 対 す る そ れ ら の 取 り 扱 い に 準 ず る 。  

 （ 特 殊 退 職 の 場 合 の 規 則 で 定 め る 退 職 等 ）  

第 八 条 の 二 及 び 第 九 条  削 除  第 八 条 の 二  条 例 附 則 第 九 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 日

お よ び 条 例 附 則 第 十 項 第 六 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め

る 退 職 に つ い て は 、 教 育 長 が そ の 都 度 定 め る 。  

 （ 未 復 員 者 等 の 範 囲 ）  

 第 九 条  条 例 附 則 第 十 三 項 に 規 定 す る 未 復 員 者 等 の 範 囲

に つ い て は 、 国 家 公 務 員 退 職 手 当 法 お よ び 同 法 に 基 づ

く 命 令 に 規 定 す る と こ ろ に よ る 。  

第 十 一 条 の 四  条 例 第 十 条 第 四 項 の 規 則 で 定 め る 事 業

は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。  

第 十 一 条 の 四  条 例 第 十 条 第 四 項 の 規 則 で 定 め る 事 業

は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。  

 一  （ 略 ）   一  （ 略 ）  

二  そ の 事 業 に つ い て 当 該 事 業 を 実 施 す る 受 給 資 格

者 が 雇 用 保 険 法 第 五 十 六 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ に

該 当 す る 者 に 係 る 就 業 促 進 手 当 又 は 同 号 ロ に 該 当

す る 者 に 係 る 就 業 促 進 手 当 （ 雇 用 保 険 法 施 行 規 則

（ 昭 和 五 十 年 労 働 省 令 第 三 号 ） 第 八 十 三 条 の 四 に 規

定 す る 就 業 促 進 定 着 手 当 を 除 く 。 ） に 相 当 す る 退 職

手 当 の 支 給 を 受 け た も の  

二  そ の 事 業 に つ い て 当 該 事 業 を 実 施 す る 受 給 資 格

者 が 雇 用 保 険 法 第 五 十 六 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ に

該 当 す る 者 に 係 る 就 業 促 進 手 当 又 は 同 号 ロ に 該 当

す る 者 に 係 る 就 業 促 進 手 当 （ 雇 用 保 険 法 施 行 規 則

（ 昭 和 五 十 年 労 働 省 令 第 三 号 ） 第 八 十 三 条 の 四 に 規

定 す る 就 業 促 進 定 着 手 当 を 除 く 。 ） の 支 給 を 受 け た

も の  

 三  （ 略 ）   三  （ 略 ）  

（ 公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 九 条  公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 規 則 （ 令 和 元 年  

三 重 県 人 事 委 員 会  

三 重 県 教 育 委 員 会  

規 則  

第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

規 則  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 改   正   後  改   正   前  

（ 時 間 外 勤 務 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 及 び 夜 間 勤 務 手 当 に

相 当 す る 報 酬 ）  

（ 時 間 外 勤 務 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 及 び 夜 間 勤 務 手 当 に

相 当 す る 報 酬 ）  

第 七 条  時 間 外 勤 務 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 及 び 夜 間 勤 務 手

当 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 に つ い て は 、 別 に 定 め る も の

を 除 き 、 給 与 条 例 第 十 八 条 に お け る 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員 の 例 に よ る 。 た だ し 、 こ れ ら の 手 当 に 相 当
第 七 条  時 間 外 勤 務 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 及 び 夜 間 勤 務 手

当 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 に つ い て は 、 別 に 定 め る も の

を 除 き 、 給 与 条 例 第 十 八 条 に お け る 再 任 用 短 時 間 勤 務

職 員 の 例 に よ る 。 た だ し 、 こ れ ら の 手 当 に 相 当 す る 報
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す る 報 酬 に 係 る 勤 務 一 時 間 当 た り の 報 酬 の 額 の 算 定

方 法 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

酬 に 係 る 勤 務 一 時 間 当 た り の 報 酬 の 額 の 算 定 方 法 は 、

次 に 掲 げ る も の と す る 。  
一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 八 条 中 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行

規 則 第 十 一 条 の 四 第 二 号 の 改 正 規 定 は 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 四 年 七 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

 （ 定 義 ）  

２  こ の 附 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 一  令 和 三 年 改 正 地 公 法  地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 六 十 三 号 ） を い う 。  

 二  令 和 五 年 旧 地 公 法  令 和 三 年 改 正 地 公 法 に よ る 改 正 前 の 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ）

を い う 。  

三  暫 定 再 任 用 職 員  令 和 三 年 改 正 地 公 法 附 則 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条

第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 附 則 第 五 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 、 附 則 第 六 条 第 一

項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

又 は 附 則 第 七 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。  

四  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  地 方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 暫 定

再 任 用 職 員 を い う 。  

五  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  地 方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第

二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。  

六  旧 地 公 法 再 任 用 職 員  こ の 規 則 の 施 行 前 に 、 令 和 五 年 旧 地 公 法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第 二 十 八 条

の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。  

七  令 和 四 年 改 正 給 与 条 例  公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 四 年 三 重 県 条 例 第

三 十 八 号 ） を い う 。  

（ 改 正 後 の 公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 に お け る 暫 定 再 任 用 職 員 に 関 す る 経 過

措 置 ）  

３  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後

の 公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 の 支 給 規 則 」 と い う 。 ） 第 八 条 第

二 項 、 第 十 三 条 の 三 第 三 項 、 第 十 七 条 の 三 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 並 び に 第 十 九 条 （ 第 一 号 に

係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 を 適 用 す る 。  

４  暫 定 再 任 用 職 員 （ 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。 ） に 対 す る 改 正 後 の 支 給 規 則 第 十 三 条 の 三 第

二 項 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 同 項 中 「 別 表 第 七 」 と あ る の は 、 「 別 表 第 八 」 と す る 。  

５  暫 定 再 任 用 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 改 正 後 の 支 給 規 則 第 十 三 条 の 四 第 一 項

及 び 第 三 項 の 規 定 を 適 用 す る 。  

６  令 和 四 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 五 項 の 規 定 は 、 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律

第 百 十 号 。 次 項 に お い て 「 育 児 休 業 法 」 と い う 。 ） 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 暫 定

再 任 用 職 員 に つ い て 準 用 す る 。  

７  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 に つ い て 、 当 該 各 号 に 定 め る 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と

き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を も っ て 当 該 職 員 の 給 料 月 額 と す る 。  

 一  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  令 和 四 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 六 項  

 二  育 児 休 業 法 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 又 は 育 児 休 業 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間

勤 務 を し て い る 暫 定 再 任 用 職 員  令 和 四 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 五 項 （ 前 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 令 和 四 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 四 項  

（ 改 正 後 の 公 立 学 校 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 に お け る 暫 定 再 任 用 職 員 等 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

８  次 に 掲 げ る 事 由 の 発 生 に 伴 い 、 住 居 を 移 転 し 、 公 立 学 校 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 第 二 条 に

規 定 す る や む を 得 な い 事 情 に よ り 、 同 居 し て い た 配 偶 者 と 別 居 す る こ と と な っ た 職 員 で あ っ て 、 当 該

事 由 の 発 生 の 直 前 の 住 居 か ら 当 該 事 由 の 発 生 の 直 後 に 在 勤 す る 学 校 に 通 勤 す る こ と が 同 規 則 第 三 条 に

規 定 す る 基 準 に 照 ら し て 困 難 で あ る と 認 め ら れ る も の の う ち 、 単 身 で 生 活 す る こ と を 常 況 と す る も の

と な っ た 暫 定 再 任 用 職 員 は 、 給 与 条 例 第 十 六 条 の 二 第 三 項 の 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 単 身 赴 任 手 当 を

支 給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の と し て 三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員
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会 が 共 同 で 定 め る 規 則 で 定 め る 職 員 と す る 。  

 一  令 和 三 年 改 正 地 公 法 附 則 第 四 条 第 一 項 、 第 五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 六 条 第 一 項 又 は 第 七 条

第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 採 用 （ 令 和 五 年 旧 地 公 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 退

職 し た 日 （ 令 和 五 年 旧 地 公 法 第 二 十 八 条 の 三 又 は 令 和 三 年 改 正 地 公 法 附 則 第 三 条 第 五 項 若 し く は 第

六 項 の 規 定 に よ り 勤 務 し た 後 退 職 し た 日 及 び 令 和 五 年 旧 地 公 法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条

の 五 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 令 和 三 年 改 正 地 公 法 附 則 第 四 条 第 一 項 、 第 五

条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 六 条 第 一 項 又 は 第 七 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 採 用 に 係 る

任 期 が 満 了 し た 日 を 含 む 。 ） の 翌 日 に お け る も の に 限 る 。 ） を さ れ た こ と 。  

 二  令 和 三 年 改 正 地 公 法 附 則 第 四 条 第 二 項 、 第 五 条 第 三 項 若 し く は 第 四 項 、 第 六 条 第 二 項 又 は 第 七 条

第 三 項 若 し く は 第 四 項 の 規 定 に よ る 採 用 （ 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ り 退 職 し

た 日 （ 同 法 第 二 十 八 条 の 七 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 勤 務 し た 後 退 職 し た 日 及 び 同 法 第 二 十 二

条 の 四 第 一 項 、 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 令 和 三 年 改 正 地 公 法 附 則 第 四 条 第 二 項 、 第

五 条 第 三 項 若 し く は 第 四 項 、 第 六 条 第 二 項 又 は 第 七 条 第 三 項 若 し く は 第 四 項 の 規 定 に よ る 採 用 に 係

る 任 期 が 満 了 し た 日 を 含 む 。 ） の 翌 日 に お け る も の に 限 る 。 ） を さ れ た こ と 。  

９  令 和 三 年 改 正 地 公 法 附 則 第 四 条 第 二 項 、 第 五 条 第 三 項 若 し く は 第 四 項 、 第 六 条 第 二 項 又 は 第 七 条 第

三 項 若 し く は 第 四 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ 勤 務 し た 後 退 職 し た 日 の 翌 日 に 地 方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 の

四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 に 対 す る 第 五 条 の 規

定 に よ る 改 正 後 の 公 立 学 校 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 第 五 条 第 二 項 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第

一 号 イ 中 「 退 職 し た 日 」 と あ る の は 、 「 退 職 し た 日 （ 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年

法 律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 四 条 第 二 項 、 第 五 条 第 三 項 若 し く は 第 四 項 、 第 六 条 第 二 項 又 は 第 七 条 第 三 項

若 し く は 第 四 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ 勤 務 し た 後 退 職 し た 日 を 含 む 。 ） 」 と す る 。  

1
0  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 、 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 公 立 学 校 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則

第 五 条 第 二 項 第 一 号 イ に 該 当 す る 採 用 を さ れ た 職 員 に つ い て は 、 同 項 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 後 も 、

な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

（ 改 正 後 の 公 立 学 校 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 に お け る 暫 定 再 任 用 職 員 に 関 す る 経 過

措 置 ）  

1
1  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 六 条 の 規 定 に よ る 改 正

後 の 公 立 学 校 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 第 二 条 及 び 第 四 条 の 規 定 を 適 用 す る 。  

1
2  暫 定 再 任 用 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 公 立 学

校 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 第 十 三 条 の 規 定 を 適 用 す る 。  

（ 改 正 後 の 公 立 学 校 職 員 の 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 に お け る 暫 定 再 任 用 職 員 に 関 す る 経

過 措 置 ）  

1
3  暫 定 再 任 用 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 公 立 学

校 職 員 の 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 第 三 条 の 規 定 を 適 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 暫 定 再 任

用 職 員 （ 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。 ） に 適 用 す る と き は 、 「 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 （ 地 方 公 務

員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 地 公 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二

十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」

と い う 。 ） に あ つ て は そ の 額 に 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例

第 二 号 。 以 下 「 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を

同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 、 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年

法 律 第 百 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ

る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 に あ つ て は そ の 額 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た

そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 、 同 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に

よ り 採 用 さ れ た 職 員 に あ つ て は そ の 額 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の

勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一

円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） 」 と あ る の は 、 「 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 （ 地 方

公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務

を し て い る 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 に あ つ て は そ の 額 に 公 立 学

校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 。 以 下 「 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ）

第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得

令和4年8月16日 三　重　県　公　報 号　　外

89



た 数 を 、 同 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 に あ つ て は そ の 額 に 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第

四 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を そ

れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） 」 と す

る 。  

 （ 旧 地 公 法 再 任 用 職 員 に 係 る 平 均 給 与 額 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

1
4  地 方 公 務 員 災 害 補 償 法 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ） 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 期 間 中 に 旧 地 公 法 再 任 用

職 員 と し て 在 職 し て い た 期 間 が あ る 場 合 に お け る 当 該 期 間 に 係 る 同 法 第 二 条 第 五 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 （ 雑 則 ）  

1
5  附 則 第 三 項 か ら 前 項 ま で に 規 定 す る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 経 過 措 置 は 、 三 重 県 教 育 委 員

会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 。  

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ）

の 規 定 に 基 づ き 、 給 与 条 例 附 則 第 十 八 項 、 第 二 十 項 又 は 第 二 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布

し ま す 。  

  令 和 四 年 八 月 十 六 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   降   籏   道   男    

                         三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長   木   平   芳   定    

          第 六 号  

給 与 条 例 附 則 第 十 八 項 、 第 二 十 項 又 は 第 二 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 に 関 す る 規 則  

 （ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 。 以 下 「 給 与 条 例 」 と い

う 。 ） 附 則 第 十 八 項 、 第 二 十 項 又 は 第 二 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 一  管 理 監 督 職  職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 三 重 県 条 例 第 十 九 号 ） 第 六 条 に 規 定 す る 職 を い う 。 

 二  異 動 期 間  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 八 条 の 二 第 一

項 に 規 定 す る 異 動 期 間 （ 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 間 を 含 む 。 ） を

い う 。  

 三  特 例 任 用 後 降 任 等 職 員  法 第 二 十 八 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 降 任 等 を さ れ た 職 員 で あ っ て 、 給

与 条 例 附 則 第 十 八 項 に 規 定 す る 異 動 日 （ 以 下 「 異 動 日 」 と い う 。 ） の 前 日 に お い て 第 一 項 特 例 任 用 職 員 （ 法

第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 を 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） 又 は 第 三 項 特 例 任 用 職 員 （ 同 条 第 三 項 又 は 第 四 項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 を 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 を

占 め る 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ っ た も の を い う 。  

 四  特 定 日  給 与 条 例 附 則 第 十 六 項 に 規 定 す る 特 定 日 を い う 。  

 五  降 格  公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年            第  

二 十 一 号 ） 第 二 条 第 三 号 に 規 定 す る 降 格 の う ち 、 法 第 二 十 八 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 降 任 等 に 伴

う も の を 除 い た も の を い う 。  

 六  初 任 給 基 準 異 動  給 与 条 例 第 九 条 第 一 項 の 給 料 表 （ 以 下 「 給 料 表 」 と い う 。 ） の 適 用 を 異 に し な い 公 立 学

校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 別 表 第 六 に 定 め る 初 任 給 基 準 表 （ 第 六 条 第 一 項 第 一 号 に

お い て 「 初 任 給 基 準 表 」 と い う 。 ） に 異 な る 初 任 給 の 定 め が あ る 他 の 職 種 に 属 す る 職 務 へ の 異 動 を い う 。  

 七  給 料 表 異 動  給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 異 動 を い う 。  

 八  上 限 額  給 与 条 例 第 九 条 第 三 項 及 び 第 九 条 の 三 の 規 定 に よ り 職 員 が 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 高 の 号 給 の

給 料 月 額 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 又 は 第 十 七 条 の 規

定 に よ る 勤 務 （ 以 下 「 育 児 短 時 間 勤 務 等 」 と い う 。 ） を し て い る 職 員 に あ っ て は 、 当 該 給 料 月 額 に 公 立 学 校

職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ） 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た

当 該 職 員 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 （ 以 下 「 算 出 率 」 と い う 。 ） を 乗 じ て

得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） ） を い う 。  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  
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 九  そ の 者 の 号 給 等  当 該 職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 並 び に そ の 職 務 の 級 及 び 号 給 を い う 。  

 （ 給 与 条 例 附 則 第 十 八 項 の 規 則 で 定 め る 職 員 ）  
第 三 条  給 与 条 例 附 則 第 十 八 項 の 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。  

 一  法 第 二 十 八 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 降 任 等 を さ れ た 職 員 （ 特 例 任 用 後 降 任 等 職 員 を 除 く 。 ） の

う ち 、 次 に 掲 げ る 職 員  

  イ  異 動 日 以 後 に 初 任 給 基 準 異 動 を し た 職 員  

  ロ  異 動 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 に 降 格 を し た 職 員  

  ハ  異 動 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員 （ 異 動 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 開 始 し 、 特 定 日 前

に 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 終 了 し た 職 員 を 除 く 。 ）  

  ニ  異 動 日 以 後 に 三 重 県 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 県 委 員 会 」 と い う 。 ） が 三 重 県 人 事 委 員 会 （ 以 下 「 人 事 委 員 会 」

と い う 。 ） と 協 議 し て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 又 は 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る こ れ に 準 ず

る 職 員  

二  異 動 日 の 前 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改 定 又 は 減 額 改 定 （ 給 料 月 額 の 改 定 を す る 条

例 が 制 定 さ れ た 場 合 に お い て 、 当 該 条 例 に よ る 改 定 に よ り 当 該 改 定 前 に 受 け て い た 給 料 月 額 が 増 額 又 は 減 額

さ れ る こ と を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を さ れ た 職 員  

（ 他 の 職 へ の 降 任 等 を さ れ た 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 附 則 第 二 十 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 ）  

第 四 条  法 第 二 十 八 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 降 任 等 を さ れ た 職 員 （ 特 例 任 用 後 降 任 等 職 員 を 除 く 。 ）

で あ っ て 、 異 動 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 と な り 、 特 定

日 に 給 与 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る 給 料 月 額 （ 特 定 日 後 に 第 一 号 、 第 三 号 又 は 第 四 号 に

掲 げ る 職 員 と な っ た も の に あ っ て は 、 特 定 日 に 当 該 各 号 に 掲 げ る 職 員 に な っ た も の と し た 場 合 に 特 定 日 に 同 項

の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 日 給 料 月 額 」 と

い う 。 ） が 当 該 各 号 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 額 （ 第 三 号 イ に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員 に あ っ て は 、 当 該 額

に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円

に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 四 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 ） に 達 し な い こ と と な る 職 員 （ 次 の 各

号 の う ち 二 以 上 の 号 に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る 職 員 （ 第 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 を 除 く 。 ） を 除 く 。 ） に

は 、 特 定 日 以 後 の 当 該 各 号 に 掲 げ る 職 員 と な っ た 日 以 後 、 第 四 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相

当 す る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 二 十 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

 一  異 動 日 以 後 に 給 料 表 異 動 又 は 初 任 給 基 準 異 動 （ 以 下 「 給 料 表 異 動 等 」 と い う 。 ） を し た 職 員 （ 第 四 号 に 掲

げ る 職 員 を 除 く 。 ）  異 動 日 の 前 日 に 当 該 給 料 表 異 動 等 が あ っ た も の と し た 場 合 （ 給 料 表 異 動 等 が 二 回 以 上

あ っ た 場 合 に あ っ て は 、 同 日 に そ れ ら の 給 料 表 異 動 等 が 順 次 あ っ た も の と し た 場 合 ） に 同 日 に お い て 当 該 職

員 が 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額  

 二  異 動 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 に 降 格 を し た 職 員 （ 第 四 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）  異 動 日 の 前 日 に 当 該 職 員

が 受 け て い た 給 料 月 額 か ら 、 当 該 降 格 を し た 日 に 当 該 降 格 が な い も の と し た 場 合 の 同 日 の そ の 者 の 号 給 等 に

対 応 す る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 と 当 該 降 格 後 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 と の 差 額 （ 降 格 を 二 回 以

上 し た 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ の 当 該 差 額 を 合 算 し た 額 ） に 相 当 す る 額 を 減 じ た 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て

得 た 額  

 三  異 動 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員 （ 異 動 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 開 始 し 、 特 定 日 前 に

当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 終 了 し た 職 員 を 除 く 。 ）  次 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 次 に 定 め る 額  

  イ  特 定 日 以 後 に 現 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し て い る 職 員  異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月

額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以

上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 ） に 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未

満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ）  

  ロ  イ に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て

得 た 額  

 四  異 動 日 以 後 に 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 又 は 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協

議 し て 定 め る こ れ に 準 ず る 職 員  県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 額  

 五  異 動 日 の 前 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改 定 又 は 減 額 改 定 を さ れ た 職 員  異 動 日 の 前

日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 特 定 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額  

２  前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る 場 合

に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 四 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と あ る の は 、
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「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。  

３  第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 で あ っ て 同 項 第 五 号 に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る 職 員 に

対 す る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 職 員 は 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 で

あ る も の と し 、 当 該 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 四 条 基 礎 給 料 月 額 は 、 同 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 規 定 す る 給

料 月 額 に つ い て 特 定 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、 算 出 す る も の と す る 。  

４  第 一 項 第 一 号 か ら 第 五 号 ま で の う ち 二 以 上 の 号 に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る 職 員 （ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職

員 を 除 く 。 ） に は 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 日 以 後 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る

額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 二 十 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

 （ 特 例 任 用 後 降 任 等 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 附 則 第 二 十 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 ）  

第 五 条  特 例 任 用 後 降 任 等 職 員 で あ っ て 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 （ 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に

よ る 異 動 期 間 の 延 長 が な い も の と し た 場 合 に お け る 異 動 期 間 の 末 日 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 前 日 か ら 引 き 続 き

同 一 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、 異 動 日 に 給 与 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る 給 料

月 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 異 動 日 給 料 月 額 」 と い う 。 ） が 異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月

額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ よ り

も 多 い 給 料 月 額 が あ る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該

額 に 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円

に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 第 五 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 ） に 達 し な い こ と と な る 職 員 （ 次 条 第

一 項 各 号 、 第 三 項 及 び 第 四 項 に 該 当 す る 職 員 を 除 く 。 ） に は 、 異 動 日 以 後 、 第 五 条 基 礎 給 料 月 額 と 異 動 日 給 料

月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 二 十 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る 場 合

に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 五 条 基 礎 給 料 月 額 と 異 動 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と あ る の は 、

「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。  

第 六 条  特 例 任 用 後 降 任 等 職 員 で あ っ て 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う

ち 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 と な り 、 異 動 日 に 給 与 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る 給 料 月 額 （ 異

動 日 後 に 第 一 号 、 第 三 号 又 は 第 四 号 に 掲 げ る 職 員 と な っ た も の に あ っ て は 、 異 動 日 に 当 該 各 号 に 掲 げ る 職 員 に

な っ た も の と し た 場 合 に 異 動 日 に 同 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 。 以 下

こ の 項 に お い て 「 異 動 日 給 料 月 額 」 と い う 。 ） が 当 該 各 号 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 額 （ 第 三 号 イ に 掲 げ

る 職 員 以 外 の 職 員 に あ っ て は 、 当 該 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円

未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 六 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 ）

に 達 し な い こ と と な る 職 員 （ 次 の 各 号 の う ち 二 以 上 の 号 に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る 職 員 （ 第 三 項 の 規 定 の 適 用 を

受 け る 職 員 を 除 く 。 ） を 除 く 。 ） に は 、 異 動 日 以 後 の 当 該 各 号 に 掲 げ る 職 員 と な っ た 日 以 後 、 第 六 条 基 礎 給 料

月 額 と 異 動 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 二 十 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

 一  仮 定 異 動 期 間 末 日 以 後 に 給 料 表 異 動 等 を し た 職 員 （ 第 四 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）  仮 定 異 動 期 間 末 日 の

前 日 に 当 該 給 料 表 異 動 等 が あ り 、 同 日 か ら 異 動 日 の 前 日 ま で 当 該 給 料 表 異 動 等 後 に 適 用 さ れ て い る 給 料 表 及

び 初 任 給 基 準 表 に お け る 初 任 給 の 定 め が 引 き 続 き 適 用 さ れ て い る も の と し た 場 合 （ 給 料 表 異 動 等 が 二 回 以 上

あ っ た 場 合 に あ っ て は 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 に そ れ ら の 給 料 表 異 動 等 が 順 次 あ り 、 同 日 か ら 異 動 日 の 前

日 ま で こ れ ら の 給 料 表 異 動 等 後 に 適 用 さ れ て い る 給 料 表 及 び 初 任 給 基 準 表 に お け る 初 任 給 の 定 め が 引 き 続 き

適 用 さ れ て い る も の と し た 場 合 ） の 同 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 （ こ れ ら の 場 合

に お い て 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、

こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る と き は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得

た 額  

 二  仮 定 異 動 期 間 末 日 か ら 異 動 日 ま で の 間 に 降 格 （ 職 員 か ら 書 面 に よ る 同 意 を 得 て 行 う も の を 除 く 。 以 下 こ の

号 に お い て 同 じ 。 ） を し た 職 員 （ 第 四 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）  異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す

る 給 料 月 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、

こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） か ら 、 当 該 降 格 を し た 日

に 当 該 降 格 が な い も の と し た 場 合 の 同 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 と 当 該 降 格 後 の

そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 と の 差 額 （ 降 格 を 二 回 以 上 し た 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ の 当 該 差 額 を

合 算 し た 額 ） に 相 当 す る 額 を 減 じ た 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額  

 三  仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員  次 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 次 に 定 め る

額  
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  イ  異 動 日 以 後 に 現 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し て い る 職 員  異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月

額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ

よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た

額 （ 当 該 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と

き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 ） に 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の

端 数 を 切 り 捨 て た 額 ）  

  ロ  イ に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の

前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ

る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額  

 四  仮 定 異 動 期 間 末 日 以 後 に 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 又 は 県 委 員 会 が 人 事

委 員 会 と 協 議 し て 定 め る こ れ に 準 ず る 職 員  県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 額  

 五  仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 異 動 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改 定 又 は 減 額 改 定 を さ れ た 職 員   

異 動 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 異 動 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末

日 の 前 日 か ら 異 動 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 異 動 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給

料 月 額 に 、 こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十

を 乗 じ て 得 た 額  

２  前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る 場 合

に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 六 条 基 礎 給 料 月 額 と 異 動 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と あ る の は 、

「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。  

３  第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 で あ っ て 、 第 五 号 に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る 職 員 に 対

す る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 職 員 は 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 で あ

る も の と し 、 当 該 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 六 条 基 礎 給 料 月 額 は 、 同 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 規 定 す る 給 料

月 額 に つ い て 異 動 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、 算 出 す る も の と す る 。  

４  第 一 項 第 一 号 か ら 第 五 号 ま で の う ち 二 以 上 の 号 に 掲 げ る 職 員 に 該 当 す る 職 員 （ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職

員 を 除 く 。 ） に は 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 日 以 後 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る

額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 二 十 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

 （ 降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 附 則 第 二 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 ）  

第 七 条  降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 （ 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 転 任 に 伴 う 給 料 表 異 動

の う ち 、 当 該 給 料 表 異 動 後 の 職 員 の 職 務 の 級 が 当 該 給 料 表 異 動 の 前 日 に 給 料 表 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 の

職 員 の 職 務 の 級 よ り 下 位 の 職 務 の 級 と な る 場 合 の も の を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） を し た 職

員 （ 第 一 項 特 例 任 用 職 員 又 は 第 三 項 特 例 任 用 職 員 か ら 降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 職 員 を 除 く 。 第 四 項 に お い

て 同 じ 。 ） で あ っ て 、 降 任 等 相 当 転 任 日 （ 当 該 降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 日 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に

お い て 同 じ 。 ） の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ） の う ち 、

特 定 日 に 給 与 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る 給 料 月 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 日 給 料 月

額 」 と い う 。 ） が 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 に 降 任 等 相 当 転 任 日 に お い て 適 用 さ れ る 給 料 表 の 適 用 を 受 け る も の

と し た 場 合 に 当 該 職 員 が 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 額 に 五 十

円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上

げ た 額 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 七 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 ） に 達 し な い こ と と な る 職 員 に は 、 特 定 日 以 後 、

第 七 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 二 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 と

し て 支 給 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る 場 合

に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 七 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と あ る の は 、

「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。  

３  降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改 定 又 は 減 額 改 定 を さ れ た 職 員 に 対

す る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 七 条 基 礎 給 料 月 額 は 、 第 一 項 に 規 定 す る

給 料 月 額 に つ い て 特 定 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、 算 出 す る も の と す る 。  

４  降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 職 員 で あ っ て 、 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職

員 の う ち 、 給 与 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 職 員 に は 、 県 委 員 会 が 人 事

委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 日 以 後 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 二 十 一 項 の 規

定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  
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 一  降 任 等 相 当 転 任 日 後 に 給 料 表 異 動 等 を し た 職 員  

 二  降 任 等 相 当 転 任 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 に 降 格 を し た 職 員  

 三  降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員 （ 降 任 等 相 当 転 任 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等

を 開 始 し 、 特 定 日 前 に 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 終 了 し た 職 員 を 除 く 。 ）  

 四  降 任 等 相 当 転 任 日 以 後 に 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 又 は 県 委 員 会 が 人 事

委 員 会 と 協 議 し て 定 め る こ れ に 準 ず る 職 員  

第 八 条  第 一 項 特 例 任 用 職 員 又 は 第 三 項 特 例 任 用 職 員 か ら 降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 職 員 で あ っ て 、 降 任 等 相

当 転 任 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ） の う ち 、 降 任 等

相 当 転 任 日 に 給 与 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る 給 料 月 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 転 任 日 給

料 月 額 」 と い う 。 ） が 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 に 降 任 等 相 当 転 任 日 に お い て 適 用 さ れ る 給 料 表 の 適 用 を 受 け る

も の と し た 場 合 の 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 （ 仮 定 異 動 期 間

末 日 の 前 日 に 当 該 給 料 表 の 適 用 を 受 け 、 同 日 か ら 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 日 ま で 当 該 給 料 表 が 引 き 続 き 適 用 さ れ

て い る も の と し た 場 合 に 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 降 任 等 相 当 転 任 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給 等

に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る と き は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に

百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未

満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 八 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 ）

に 達 し な い こ と と な る 職 員 に は 、 降 任 等 相 当 転 任 日 以 後 、 第 八 条 基 礎 給 料 月 額 と 転 任 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相

当 す る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 二 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る 場 合

に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 八 条 基 礎 給 料 月 額 と 転 任 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と あ る の は 、

「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。  

３  仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 降 任 等 相 当 転 任 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改 定 又 は 減 額 改 定 を さ れ

た 職 員 に 対 す る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 八 条 基 礎 給 料 月 額 は 、 第 一 項

に 規 定 す る 給 料 月 額 に つ い て 降 任 等 相 当 転 任 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、 算 出 す る も

の と す る 。  

４  第 一 項 特 例 任 用 職 員 又 は 第 三 項 特 例 任 用 職 員 か ら 降 任 等 相 当 給 料 表 異 動 を し た 職 員 で あ っ て 、 降 任 等 相 当 転

任 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、 給 与 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員

で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 職 員 に は 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 日 以 後 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協

議 し て 定 め る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 二 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

 一  降 任 等 相 当 転 任 日 後 に 給 料 表 異 動 等 を し た 職 員  

 二  仮 定 異 動 期 間 末 日 か ら 降 任 等 相 当 転 任 日 ま で の 間 に 降 格 （ 職 員 か ら 書 面 に よ る 同 意 を 得 て 行 う も の を 除

く 。 ） を し た 職 員  

 三  仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員  

 四  仮 定 異 動 期 間 末 日 以 後 に 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 又 は 県 委 員 会 が 人 事

委 員 会 と 協 議 し て 定 め る こ れ に 準 ず る 職 員  

 （ 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 附 則 第 二 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 ）  

第 九 条  特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 （ 第 三 項 特 例 任 用 職 員 の う ち 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 か ら 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項

に 規 定 す る 他 の 職 へ の 昇 任 、 降 任 又 は 転 任 を さ れ る 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 降 格 （ 職 員 か ら 書 面 に よ る 同

意 を 得 て 行 う も の に 限 る 。 ） を さ れ た 職 員 又 は 給 料 表 異 動 に よ り 当 該 給 料 表 異 動 後 の 職 員 の 職 務 の 級 が 当 該 給

料 表 異 動 の 前 日 に 給 料 表 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 の 職 員 の 職 務 の 級 よ り 下 位 の 職 務 の 級 と な っ た 職 員 を い

う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） で あ っ て 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員

（ 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ） の う ち 、 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 （ 当 該 日 が 二 以 上 あ る と き

は 、 当 該 日 の う ち 最 も 遅 い 日 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に 給 与 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が

受 け る 給 料 月 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 降 格 等 相 当 日 給 料 月 額 」 と い う 。 ） が 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ

当 該 各 号 に 定 め る 額 （ 当 該 額 に 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数

を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 九 条 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 ） に 達 し な

い こ と と な る 職 員 に は 、 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 か ら 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ

の 昇 任 、 降 任 又 は 転 任 を さ れ る 日 の 前 日 ま で の 間 、 第 九 条 基 礎 給 料 月 額 と 降 格 等 相 当 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相

当 す る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 二 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

 一  次 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 前 日 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給
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料 月 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 前 々 日 ま で の 間 の そ の 者 の 号 給

等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ よ り 多 い 給 料 月 額 が あ る 場 合 は 、 そ の う ち 最 も 多 い 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ）

に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額  

 二  仮 定 異 動 期 間 末 日 以 後 に 給 料 表 異 動 （ 当 該 給 料 表 異 動 後 の 職 員 の 職 務 の 級 が 当 該 給 料 表 異 動 の 前 日 に 給 料

表 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 の 職 員 の 職 務 の 級 よ り 下 位 の 職 務 の 級 と な る も の に 限 る 。 ） を し た 職 員  特

例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 前 日 に 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 に お い て 適 用 さ れ る 給 料 表 の

適 用 を 受 け る 職 員 へ の 給 料 表 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 の 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 前 日 の そ

の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 （ 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 に 当 該 給 料 表 異 動 が あ り 、 同 日 か

ら 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 前 日 ま で 当 該 給 料 表 異 動 後 に 適 用 さ れ て い る 給 料 表 が 引 き 続 き 適 用

さ れ て い る も の と し た 場 合 に 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 前 々 日 ま

で の 間 の そ の 者 の 号 給 等 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 、 こ れ よ り も 多 い 給 料 月 額 が あ る と き は 、 そ の う ち 最 も 多 い

給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ） に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額  

２  前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る 場 合

に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 九 条 基 礎 給 料 月 額 と 降 格 等 相 当 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と あ

る の は 、 「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。  

３  仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 増 額 改 定 又

は 減 額 改 定 を さ れ た 職 員 に 対 す る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 九 条 基 礎 給

料 月 額 は 、 第 一 項 各 号 に 規 定 す る 給 料 月 額 に つ い て 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄

に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、 算 出 す る も の と す る 。  

４  特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 で あ っ て 、 仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、

給 与 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 職 員 に は 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協

議 し て 定 め る 日 か ら 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 昇 任 、 降 任 又 は 転 任 を さ れ る 日 の 前 日 ま で

の 間 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第 二 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す

る 。  

 一  特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 の 翌 日 か ら 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 昇 任 、 降 任

又 は 転 任 を さ れ る 日 の 前 日 ま で の 間 に 公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 第 二 条 第 二

号 に 規 定 す る 昇 格 を し た 職 員  

 二  特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 以 後 に 給 料 表 異 動 等 （ 給 料 表 異 動 の う ち 、 当 該 給 料 表 異 動 後 の 職 員 の

職 務 の 級 が 当 該 給 料 表 異 動 の 前 日 に 給 料 表 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 の 職 員 の 職 務 の 級 よ り 下 位 の 職 務 の

級 と な る 場 合 の も の を 除 く 。 ） を し た 職 員  

 三  仮 定 異 動 期 間 末 日 か ら 特 例 任 用 期 間 降 格 等 職 員 と な っ た 日 ま で の 間 に 降 格 （ 職 員 か ら 書 面 に よ る 同 意 を 得

て 行 う も の を 除 く 。 ） を し た 職 員  

 四  仮 定 異 動 期 間 末 日 の 前 日 以 後 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し た 職 員  

 五  仮 定 異 動 期 間 末 日 以 後 に 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 又 は 県 委 員 会 が 人 事

委 員 会 と 協 議 し て 定 め る こ れ に 準 ず る 職 員  

 （ 人 事 交 流 等 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 附 則 第 二 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 ）  

第 十 条  公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 第 十 六 条 各 号 に 掲 げ る 者 か ら 人 事 交 流 等 に よ

り 引 き 続 い て 管 理 監 督 職 以 外 の 職 に 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 人 事 交 流 等 職 員 」 と い う 。 ） の う

ち 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 （ 当 該 日 が 二 以 上 あ る と き は 、 当 該 日 の う ち 最 も 遅 い 日 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ 。 ） 前 に 職 員 で あ っ た も の と し た 場 合 に 異 動 日 と み な さ れ る 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 み な し 異 動 日 」 と い

う 。 ） が あ る 者 で あ っ て 、 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 第 四 項 各 号 に

掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ） の う ち 、 特 定 日 に 給 与 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 が 受 け る 給 料 月 額 （ 人 事

交 流 等 職 員 と な っ た 日 が 六 十 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 仮 定 特 定 日 」 と

い う 。 ） 後 で あ る と き は 、 仮 定 特 定 日 に 職 員 で あ っ た も の と し て 給 与 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 が 適 用 さ れ た 場

合 に 仮 定 特 定 日 に 当 該 職 員 が 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 日 給 料 月 額 」

と い う 。 ） が み な し 異 動 日 の 前 日 に 職 員 と な っ た も の と し た 場 合 に 当 該 職 員 が 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相

当 す る 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円

以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 十 条 基 礎 給 料 月 額 」

と い う 。 ） に 達 し な い こ と と な る 職 員 に は 、 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 （ 特 定 日 前 に 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た

場 合 に あ っ て は 特 定 日 ） 以 後 、 第 十 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 給 与 条 例 附 則
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第 二 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 上 限 額 を 超 え る 場 合

に お け る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 十 条 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 」 と あ る の は 、

「 上 限 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 と の 差 額 」 と す る 。  

３  給 料 月 額 の 改 定 を す る 条 例 の 制 定 に よ り 、 み な し 異 動 日 の 前 日 か ら 特 定 日 （ 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 が 仮

定 特 定 日 後 で あ る と き は 、 仮 定 特 定 日 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） ま で の 間 の 給 料 表 の 給 料 月 額 が 改 定 さ れ

た 場 合 に お け る 前 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 人 事 交 流 等 職 員 に つ い て 適 用 さ れ る 第 十 条 基 礎 給 料 月 額 は 、

第 一 項 に 規 定 す る 給 料 月 額 に つ い て 特 定 日 の 給 料 表 の 給 料 月 額 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 を 用 い て 、 算 出 す る も の と

す る 。  

４  人 事 交 流 等 職 員 の う ち み な し 異 動 日 が あ る 者 で あ っ て 、 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適

用 を 受 け る 職 員 の う ち 、 給 与 条 例 附 則 第 十 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 職 員 に は 、 県

委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 日 以 後 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 額 を 、 給 与 条 例 附 則 第

二 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。  

 一  か つ て 第 一 項 特 例 任 用 職 員 又 は 第 三 項 特 例 任 用 職 員 と し て 勤 務 し て い た 者 で 、 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 い

て 公 立 学 校 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 第 十 六 条 各 号 に 掲 げ る 者 と な り 引 き 続 い て 人 事

交 流 等 職 員 と な っ た も の 及 び こ れ に 準 ず る も の  

 二  人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 後 に 給 料 表 異 動 等 を し た 職 員  

 三  人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 か ら 特 定 日 ま で の 間 に 降 格 を し た 職 員  

 四  人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 （ 特 定 日 前 に 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 場 合 に あ っ て は 特 定 日 ） 以 後 に 育 児 短 時

間 勤 務 等 を し た 職 員  

 五  人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 以 後 に 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 又 は 県 委 員

会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る こ れ に 準 ず る 職 員  

 （ こ の 規 則 に よ り 難 い 場 合 の 措 置 ）  

第 十 一 条  給 与 条 例 附 則 第 十 八 項 、 第 二 十 項 又 は 第 二 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 に つ い て 、 こ の 規 則 に よ り

難 い 場 合 又 は こ の 規 則 の 規 定 に よ る 場 合 に は 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 を 著 し く 失 す る と 認 め ら れ る と き そ の 他

の 特 別 な 事 情 が あ る と き は 、 あ ら か じ め 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 、 別 段 の 取 扱 い を す る こ と が で き る 。 

 （ 雑 則 ）  

第 十 二 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 給 与 条 例 附 則 第 十 八 項 、 第 二 十 項 又 は 第 二 十 一 項 の 規 定 に よ る 給 料 の

支 給 に 関 し 必 要 な 事 項 は 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

企業庁管理規程 

 

企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 四 年 八 月 十 六 日  

三 重 県 企 業 庁 長   山   口   武   美    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 二 号  

   企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 昭 和 四 十 二 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 五 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 趣 旨 ）  （ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 管 理 規 程 は 、 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類

及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六

十 二 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 企
第 一 条  こ の 管 理 規 程 は 、 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類

及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六

十 二 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 企
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業 庁 企 業 職 員 （ 三 重 県 公 営 企 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例

（ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第 五 条 第 二 項

に 規 定 す る 三 重 県 企 業 庁 の 企 業 職 員 で 、 臨 時 又 は 非 常

勤 の 職 に あ る も の （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律

第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 二 条 の

四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項

の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 第 四 条 第 二 項 及 び 第 三

項 に お い て 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ）

及 び 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年

法 律 第 百 十 号 ） 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ

た 職 員 （ 第 四 条 第 二 項 に お い て 「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職

員 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） 以 外 の も の を い う 。 以 下 「 職

員 」 と い う 。 ） の 給 与 の 額 、 支 給 方 法 そ の 他 給 与 に 関

し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

業 庁 企 業 職 員 （ 三 重 県 公 営 企 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例

（ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第 五 条 第 二 項

に 規 定 す る 三 重 県 企 業 庁 の 企 業 職 員 で 、 臨 時 又 は 非 常

勤 の 職 に あ る も の （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律

第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 八 条 の

四 第 一 項 若 し く は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十

八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ

れ た 職 員 で 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時

間 勤 務 の 職 を 占 め る も の （ 第 四 条 第 三 項 に お い て 「 再

任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 及 び 地 方 公 務 員 の 育

児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十

八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 第 四 条 第 二

項 に お い て 「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） を 除

く 。 ） 以 外 の も の を い う 。 以 下 「 職 員 」 と い う 。 ） の

給 与 の 額 、 支 給 方 法 そ の 他 給 与 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。  

（ 管 理 職 手 当 ）  （ 管 理 職 手 当 ）  

第 四 条  （ 略 ）  第 四 条  （ 略 ）  

２  前 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用

短 時 間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員 に 支 給 す る 手 当 の 月 額 は 、

当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 及 び 当 該 職 に 係 る 前 項 の

規 定 に よ る 区 分 （ 次 項 に お い て 「 職 の 区 分 」 と い う 。 ）

に 応 じ 、 別 表 第 三 の 手 当 額 欄 に 定 め る 額 （ 地 方 公 務 員

の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る

育 児 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の

規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 に あ つ て は そ

の 額 に 三 重 県 企 業 庁 職 員 服 務 規 程 第 五 条 第 二 項 の 規

定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項

に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 、 任 期 付 短 時 間

勤 務 職 員 に あ つ て は そ の 額 に 同 規 程 第 五 条 第 四 項 の

規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一

項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を そ れ ぞ れ 乗

じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き

は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 職 員 の う ち 法 第 二 十 八 条

の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の

六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職

員 （ 次 項 に お い て 「 再 任 用 職 員 」 と い う 。 ） 以 外 の 職

員 に 支 給 す る 手 当 の 月 額 は 、 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の

級 及 び 当 該 職 に 係 る 前 項 の 規 定 に よ る 区 分 （ 次 項 に お

い て 「 職 の 区 分 」 と い う 。 ） に 応 じ 、 別 表 第 三 の 手 当

額 欄 に 定 め る 額 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法

律 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 を し て い

る 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を

し て い る 職 員 （ 次 項 に お い て 「 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 」

と い う 。 ） に あ つ て は そ の 額 に 三 重 県 企 業 庁 職 員 服 務

規 程 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の

勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て

得 た 数 （ 次 項 に お い て 「 算 出 率 」 と い う 。 ） を 、 任 期

付 短 時 間 勤 務 職 員 に あ つ て は そ の 額 に 同 規 程 第 五 条

第 四 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を

同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を そ

れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が

あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） と す

る 。  

３  第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 職 員 の う ち 定 年 前 再 任

用 短 時 間 勤 務 職 員 に 支 給 す る 手 当 の 月 額 は 、 当 該 職 員

の 属 す る 職 務 の 級 及 び 当 該 職 の 区 分 に 応 じ 、 別 表 第 四

の 手 当 額 欄 に 定 め る 額 に 、 三 重 県 企 業 庁 職 員 服 務 規 程

第 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務

時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た

数 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ

る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。  

３  第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 職 員 の う ち 再 任 用 職 員

に 支 給 す る 手 当 の 月 額 は 、 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級

及 び 当 該 職 の 区 分 に 応 じ 、 別 表 第 四 の 手 当 額 欄 に 定 め

る 額 （ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に あ つ て は そ の 額 に 三 重

県 企 業 庁 職 員 服 務 規 程 第 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定

め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る

勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に

あ つ て は そ の 額 に 算 出 率 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 と

し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数

を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） と す る 。  

（ 退 職 手 当 ）  （ 退 職 手 当 ）  
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第 八 条  条 例 第 十 七 条 第 十 二 項 の 管 理 者 が 指 定 す る も の

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 と し 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲

げ る 金 額 の 支 給 を 受 け る 。  

第 八 条  条 例 第 十 七 条 第 十 二 項 の 管 理 者 が 指 定 す る も の

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 と し 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲

げ る 金 額 の 支 給 を 受 け る 。  
一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

五  公 共 職 業 安 定 所 、 職 業 安 定 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律

第 百 四 十 一 号 ） 第 四 条 第 九 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 公

共 団 体 若 し く は 同 法 第 十 八 条 の 二 に 規 定 す る 職 業

紹 介 事 業 者 の 紹 介 し た 職 業 に 就 く た め 、 又 は 管 理 者

が 雇 用 保 険 法 の 規 定 の 例 に よ り 指 示 し た 同 法 第 五

十 八 条 第 一 項 の 公 共 職 業 訓 練 等 を 受 け る た め 、 そ の

住 所 又 は 居 所 を 変 更 す る 者  移 転 費 の 額 に 相 当 す

る 金 額  

五  公 共 職 業 安 定 所 、 職 業 安 定 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律

第 百 四 十 一 号 ） 第 四 条 第 八 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 公

共 団 体 若 し く は 同 法 第 十 八 条 の 二 に 規 定 す る 職 業

紹 介 事 業 者 の 紹 介 し た 職 業 に 就 く た め 、 又 は 管 理 者

が 雇 用 保 険 法 の 規 定 の 例 に よ り 指 示 し た 同 法 第 五

十 八 条 第 一 項 の 公 共 職 業 訓 練 等 を 受 け る た め 、 そ の

住 所 又 は 居 所 を 変 更 す る 者  移 転 費 の 額 に 相 当 す

る 金 額  

六  （ 略 ）  六  （ 略 ）  

（ 補 則 ）  （ 補 則 ）  

第 十 条  こ の 管 理 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 給 与 の 額 及

び 支 給 方 法 に つ い て は 、 職 員 給 与 条 例 、 三 重 県 職 員 退

職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一

号 ） 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重

県 条 例 第 一 号 ） 、 任 期 付 職 員 採 用 条 例 、 職 員 の 配 偶 者

同 行 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 三 重 県 条 例 第 九

十 号 ） 及 び 職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 す る 条 例 （ 令 和

四 年 三 重 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例

に よ る 。  

第 十 条  こ の 管 理 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 給 与 の 額 及

び 支 給 方 法 に つ い て は 、 職 員 給 与 条 例 、 三 重 県 職 員 退

職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一

号 ） 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重

県 条 例 第 一 号 ） 、 任 期 付 職 員 採 用 条 例 及 び 職 員 の 配 偶

者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 三 重 県 条 例 第

九 十 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。  

附  則  附  則  

１ ～ ６  （ 略 ）  １ ～ ６  （ 略 ）  

（ 条 例 附 則 第 三 項 の 規 定 の 運 用 ）   

７  条 例 附 則 第 三 項 に 規 定 す る 管 理 者 が 指 定 す る 職 員

は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。  

 

一  臨 時 職 員 そ の 他 の 法 律 に よ り 任 期 を 定 め て 任 用

さ れ る 職 員  

 

二  職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 三 重 県

条 例 第 十 九 号 ） 第 九 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ

り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 期 間 （ 同 項 又 は 同 条 第

二 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 間 を 含 む 。 ） を 延 長

さ れ た 同 条 例 第 六 条 各 号 に 掲 げ る 職 を 占 め る 職 員  

 

三  職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 第 四 条 第 一 項 又 は 第

二 項 の 規 定 に よ り 勤 務 し て い る 職 員 （ 同 条 例 第 二 条

に 規 定 す る 定 年 退 職 日 に お い て 前 項 の 規 定 が 適 用

さ れ て い た 職 員 を 除 く 。 ）  

 

８  条 例 附 則 第 三 項 に 規 定 す る 管 理 者 が 定 め る 額 は 、 職

員 給 与 条 例 附 則 第 二 十 四 項 、 第 二 十 六 項 、 第 二 十 七 項 、

第 三 十 項 及 び 第 三 十 一 項 の 規 定 の 例 に よ り 算 出 し た

額 と す る 。  

 

（ 条 例 附 則 第 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 へ の 通

知 ）  

 

９  条 例 附 則 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に よ り 給 料 月 額 が 異

動 す る こ と と な つ た 職 員 に 対 し て は 、 人 事 異 動 通 知 書

又 は こ れ に 代 わ る 文 書 に よ り そ の 旨 を 通 知 す る も の

と す る 。 た だ し 、 通 知 書 等 の 交 付 に よ ら な い こ と を 適

当 と 認 め る 場 合 に は 、 適 当 な 方 法 を も つ て 通 知 書 等 の
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交 付 に 代 え る こ と が で き る 。  

（ 条 例 附 則 第 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 管 理

職 手 当 の 支 給 額 ）  

 
1
0  条 例 附 則 第 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対 す

る 第 四 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 条 第

二 項 中 の 「 定 め る 額 」 と あ る の は 、 「 定 め る 額 に 百 分

の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数

を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満

の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 ） 」

と す る 。  

 
附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 八 条 の 改 正 規 定 は 令 和 四 年 十 月 一 日 か ら 施 行

す る 。  

 （ 定 義 ）  

２  こ の 附 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

一  暫 定 再 任 用 職 員  地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 若 し

く は 第 二 項 、 附 則 第 五 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 、 附 則 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 附 則 第 七 条 第 一 項 か

ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。  

二  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 に

規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 暫 定 再 任 用 職 員 を い う 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

３  地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 附 則 第 三 条 第 五 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ り 勤 務 し て い る 職 員 は 、 企 業 庁

企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六 十 二 号 ） 附 則 第 三 項 に 規 定 す る 管

理 者 が 指 定 す る 職 員 と み な す 。  

４  暫 定 再 任 用 職 員 の 給 料 月 額 は 、 当 該 暫 定 再 任 用 職 員 が 地 方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の

五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） で あ る

も の と し た 場 合 に 適 用 さ れ る 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 第 二 条 第 一 項 の 規 定

に よ り 準 用 す る 行 政 職 給 料 表 の 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 欄 に 掲 げ る 基 準 給 料 月 額 の う ち 、 同 条 第 三 項 の

規 定 に よ り 当 該 暫 定 再 任 用 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に 応 じ た 額 と す る 。  

５  暫 定 再 任 用 職 員 （ 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。 ） に 対 す る 改 正 後 の 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基

準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 次 項 に お い て 「 新 規 程 」 と い う 。 ） 第 四 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 別

表 第 三 」 と あ る の は 、 「 別 表 第 四 」 と す る 。  

６  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 新 規 程 第 一 条 に 規 定 す る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 同 条 及 び

第 四 条 第 三 項 の 規 定 を 適 用 す る 。  

７  附 則 第 四 項 か ら 前 項 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 暫 定 再 任 用 職 員 の 給 与 の 額 及 び 支 給 方 法 に つ い て は 、 職 員 の

給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 適 用 を 受 け る 者 の 例 に よ る 。  

８  地 方 公 務 員 災 害 補 償 法 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ） 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 期 間 中 に 、 こ の 管 理 規 程

の 施 行 前 に 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に よ る 改 正 前 の 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第

二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 と し て 在 職 し て い

た 期 間 が あ る 場 合 に お け る 当 該 期 間 に 係 る 同 法 第 二 条 第 五 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

三 重 県 企 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 八 月 十 六 日  

                        三 重 県 企 業 庁 長   山   口   武   美    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 三 号  

三 重 県 企 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 企 業 庁 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 四 十 九 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

令和4年8月16日 三　重　県　公　報 号　　外

99



  

（ 用 語 の 定 義 ）  （ 用 語 の 定 義 ）  
第 二 条  （ 略 ）  第 二 条  （ 略 ）  

 一  職 員  地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百

九 十 二 号 ） 第 十 五 条 に 規 定 す る 企 業 職 員 を い う 。 た

だ し 、 臨 時 又 は 非 常 勤 の 職 に あ る も の （ 地 方 公 務 員

法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条

の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第

二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 定 年 前 再

任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 及 び 地 方 公 務 員 の

育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ）

第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下

「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） を

除 く 。  

 一  職 員  地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百

九 十 二 号 ） 第 十 五 条 に 規 定 す る 企 業 職 員 を い う 。 た

だ し 、 臨 時 又 は 非 常 勤 の 職 に あ る も の （ 地 方 公 務 員

法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条

の 四 第 一 項 若 し く は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二

十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用

さ れ た 職 員 で 同 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る

短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の （ 以 下 「 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 及 び 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等

に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 八 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 任 期 付 短

時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） を 除 く 。  

 二 ・ 三  （ 略 ）   二 ・ 三  （ 略 ）  

（ 一 週 間 の 勤 務 時 間 ）  （ 一 週 間 の 勤 務 時 間 ）  

第 五 条  （ 略 ）  第 五 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 勤 務 時 間 は 、 第 一 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 休 憩 時 間 を 除 き 、 四 週 間 を 超 え

な い 期 間 に つ き 一 週 間 当 た り 十 五 時 間 三 十 分 か ら 三

十 一 時 間 ま で の 範 囲 内 で 、 庁 長 が 定 め る 。  

３  再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 勤 務 時 間 は 、 第 一 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 休 憩 時 間 を 除 き 、 四 週 間 を 超 え な い 期

間 に つ き 一 週 間 当 た り 十 五 時 間 三 十 分 か ら 三 十 一 時 間

ま で の 範 囲 内 で 、 庁 長 が 定 め る 。  

４  （ 略 ）  ４  （ 略 ）  

 （ 週 休 日 及 び 勤 務 時 間 の 割 振 り ）   （ 週 休 日 及 び 勤 務 時 間 の 割 振 り ）  

第 八 条  日 曜 日 及 び 土 曜 日 は 、 週 休 日 （ 勤 務 時 間 を 割 り

振 ら な い 日 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と す る 。 た だ し 、 庁

長 は 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に つ い て は 、 必 要 に 応 じ 、

当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 の 内 容 に 従 い こ れ ら の 日 に 加

え て 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の 五 日 間 に お い て 週 休 日

を 設 け る も の と し 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び

任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て は 、 日 曜 日 及 び 土 曜 日

に 加 え て 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の 五 日 間 に お い て 週

休 日 を 設 け る こ と が で き る 。  

第 八 条  日 曜 日 及 び 土 曜 日 は 、 週 休 日 （ 勤 務 時 間 を 割 り

振 ら な い 日 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と す る 。 た だ し 、 庁

長 は 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に つ い て は 、 必 要 に 応 じ 、

当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 の 内 容 に 従 い こ れ ら の 日 に 加

え て 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の 五 日 間 に お い て 週 休 日

を 設 け る も の と し 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付

短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て は 、 日 曜 日 及 び 土 曜 日 に 加 え

て 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の 五 日 間 に お い て 週 休 日 を

設 け る こ と が で き る 。  

２  庁 長 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の 五 日 間 に お い て 、

一 日 に つ き 七 時 間 四 十 五 分 の 勤 務 時 間 を 割 り 振 る も

の と す る 。 た だ し 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に つ い て は 、

一 週 間 ご と の 期 間 に つ い て 、 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 の

内 容 に 従 い 一 日 に つ き 七 時 間 四 十 五 分 を 超 え な い 範

囲 内 で 勤 務 時 間 を 割 り 振 る も の と し 、 定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て は 、

一 週 間 ご と の 期 間 に つ い て 、 一 日 に つ き 七 時 間 四 十 五

分 を 超 え な い 範 囲 内 で 勤 務 時 間 を 割 り 振 る も の と す

る 。  

２  庁 長 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の 五 日 間 に お い て 、

一 日 に つ き 七 時 間 四 十 五 分 の 勤 務 時 間 を 割 り 振 る も

の と す る 。 た だ し 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に つ い て は 、

一 週 間 ご と の 期 間 に つ い て 、 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 の

内 容 に 従 い 一 日 に つ き 七 時 間 四 十 五 分 を 超 え な い 範

囲 内 で 勤 務 時 間 を 割 り 振 る も の と し 、 再 任 用 短 時 間 勤

務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て は 、 一 週 間

ご と の 期 間 に つ い て 、 一 日 に つ き 七 時 間 四 十 五 分 を 超

え な い 範 囲 内 で 勤 務 時 間 を 割 り 振 る も の と す る 。  

 （ 休 暇 の 単 位 及 び 計 算 ）   （ 休 暇 の 単 位 及 び 計 算 ）  

第 十 四 条  休 暇 の 単 位 は 、 年 次 休 暇 、 病 気 休 暇 、 特 別 休

暇 及 び 介 護 休 暇 に あ つ て は 特 別 の 定 め が あ る 場 合 の

ほ か 、 一 日 、 半 日 又 は 一 時 間 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 、

定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務

職 員 に あ つ て は 、 一 日 又 は 一 時 間 ） 、 介 護 時 間 に あ つ
第 十 四 条  休 暇 の 単 位 は 、 年 次 休 暇 、 病 気 休 暇 、 特 別 休

暇 及 び 介 護 休 暇 に あ つ て は 特 別 の 定 め が あ る 場 合 の

ほ か 、 一 日 、 半 日 又 は 一 時 間 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 、

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に

あ つ て は 、 一 日 又 は 一 時 間 ） 、 介 護 時 間 に あ つ て は 三
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て は 三 十 分 、 組 合 休 暇 に あ つ て は 一 日 又 は 一 時 間 と す

る 。  

十 分 、 組 合 休 暇 に あ つ て は 一 日 又 は 一 時 間 と す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

第 十 六 条 の 二  （ 略 ）  第 十 六 条 の 二  （ 略 ）  

（ 高 齢 者 部 分 休 業 ）   

第 十 六 条 の 二 の 三  庁 長 は 、 職 員 が 請 求 し た 場 合 に お い

て 、 公 務 の 運 営 に 支 障 が な い と 認 め る と き は 、 給 与 条

例 第 十 九 条 第 二 項 の 高 齢 者 部 分 休 業 を 承 認 す る こ と

が で き る 。  

 

２  前 項 の 規 定 に よ る 承 認 は 、 高 齢 者 部 分 休 業 を し て い

る 職 員 が 休 職 又 は 停 職 の 処 分 を 受 け た 場 合 に は 、 そ の

効 力 を 失 う 。  

 

３  前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 高 齢 者 部 分 休 業 に つ い

て は 、 職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 す る 条 例 （ 令 和 四 年

三 重 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ

る 。  

 

附  則  

１  こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 四 条 第

一 項 若 し く は 第 二 項 、 附 則 第 五 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 、 附 則 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 附 則 第 七 条 第

一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 で あ っ て 、 短 時 間 勤 務 の 職 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法

律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を い う 。 ） を 占 め る 職 員 を い う 。 ） は 、 改

正 後 の 三 重 県 企 業 庁 職 員 服 務 規 程 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 新 規 程 」 と い う 。 ） 第 二 条 に 規 定 す る 定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 同 条 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 、 新 規 程 第 五 条 第 三 項 、 第 八 条 及 び 第 十 四 条 第 一

項 の 規 定 を 適 用 す る 。  

 

 

病院事業庁管理規程 

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公

布 し ま す 。  

  令 和 四 年 八 月 十 六 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   長   﨑   敬   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 六 号  

   三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規

程 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 管 理 職 手 当 ）  （ 管 理 職 手 当 ）  

第 十 三 条  （ 略 ）  第 十 三 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 病 院 事 業 職 員 の う ち 地

方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の

五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 に よ り 採 用 さ れ た 病 院 事 業

職 員 （ 次 項 、 第 十 四 条 及 び 第 二 十 四 条 第 二 項 に お い て

「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 以 外 の 病

院 事 業 職 員 に 支 給 す る 手 当 の 月 額 は 、 当 該 職 員 に 適 用
３  第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 病 院 事 業 職 員 の う ち 地

方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五 第

一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規

定 に よ り 採 用 さ れ た 病 院 事 業 職 員 （ 次 項 及 び 第 二 十 四

条 第 二 項 に お い て 「 再 任 用 職 員 」 と い う 。 ） 以 外 の 病

院 事 業 職 員 に 支 給 す る 手 当 の 月 額 は 、 当 該 職 員 に 適 用
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さ れ る 給 料 表 の 別 並 び に 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級

及 び 当 該 職 に 係 る 前 項 の 規 定 に よ る 区 分 （ 次 項 に お い

て 「 職 の 区 分 」 と い う 。 ） に 応 じ 、 別 表 第 五 の 手 当 額

欄 に 定 め る 額 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育

児 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規

定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 （ 以 下 「 育 児 短 時

間 勤 務 職 員 等 」 と い う 。 ） に あ っ て は そ の 額 に 三 重 県

病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業

庁 管 理 規 程 第 八 号 。 以 下 「 服 務 規 程 」 と い う 。 ） 第 五

条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間

を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 （ 第

十 四 条 の 二 第 三 項 に お い て 「 算 出 率 」 と い う 。 ） を 、

任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に あ っ て は そ の 額 に 服 務 規 程

第 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務

時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た

数 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の

端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ）

と す る 。  
さ れ る 給 料 表 の 別 並 び に 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級

及 び 当 該 職 に 係 る 前 項 の 規 定 に よ る 区 分 （ 次 項 に お い

て 「 職 の 区 分 」 と い う 。 ） に 応 じ 、 別 表 第 五 の 手 当 額

欄 に 定 め る 額 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律

第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 を し て い る

職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し

て い る 職 員 （ 以 下 「 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 」 と い う 。 ）

に あ っ て は そ の 額 に 三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程

（ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 八 号 。 以 下

「 服 務 規 程 」 と い う 。 ） 第 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定

め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る

勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 （ 次 項 及 び 第 十 四 条 の 二 第 三

項 に お い て 「 算 出 率 」 と い う 。 ） を 、 任 期 付 短 時 間 勤

務 職 員 に あ っ て は そ の 額 に 服 務 規 程 第 五 条 第 四 項 の

規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一

項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を そ れ ぞ れ 乗

じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き

は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） と す る 。  

４  第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 病 院 事 業 職 員 の う ち 定

年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 支 給 す る 手 当 の 月 額 は 、

当 該 職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 別 並 び に 当 該 職 員 の

属 す る 職 務 の 級 及 び 当 該 職 の 区 分 に 応 じ 、 別 表 第 六 の

手 当 額 欄 に 定 め る 額 に 、 服 務 規 程 第 五 条 第 三 項 の 規 定

に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に

規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 と

し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数

を 切 り 捨 て た 額 と す る 。  

４  第 一 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 病 院 事 業 職 員 の う ち 再

任 用 職 員 に 支 給 す る 手 当 の 月 額 は 、 当 該 職 員 に 適 用 さ

れ る 給 料 表 の 別 並 び に 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 及

び 当 該 職 の 区 分 に 応 じ 、 別 表 第 六 の 手 当 額 欄 に 定 め る

額 （ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に あ っ て は そ の 額 に 服 務 規

程 第 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤

務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得

た 数 を 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に あ っ て は そ の 額 に 算

出 率 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満

の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す

る 。 ） と す る 。  

（ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 ）  （ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 ）  

第 十 四 条  病 院 事 業 給 与 条 例 第 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る

管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 額 は 、 当 該 勤 務 一 回 に つ き 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 病 院 事 業 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各

号 に 定 め る 額 と す る 。 た だ し 、 当 該 勤 務 に 従 事 し た 時

間 が 六 時 間 を 超 え る 場 合 は 、 そ の 額 に 百 分 の 百 五 十 を

乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

第 十 四 条  病 院 事 業 給 与 条 例 第 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る

管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 額 は 、 当 該 勤 務 一 回 に つ き 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 別 表 第 四 の 下 欄 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 額 と す る 。 た だ し 、 当 該 勤 務 に 従 事 し た

時 間 が 六 時 間 を 超 え る 場 合 は 、 そ の 額 に 百 分 の 百 五 十

を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

一  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 以 外 の 病 院 事 業 職

員  別 表 第 四 の 下 欄 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定

め る 額  

 

イ  一 種  一 万 二 千 円  一  一 種  一 万 二 千 円  

ロ  四 種 及 び 五 種  一 万 円  二  四 種 及 び 五 種  一 万 円  

ハ  六 種 、 七 種 及 び 八 種  八 千 五 百 円  三  六 種 、 七 種 及 び 八 種  八 千 五 百 円  

ニ  十 種 及 び 十 一 種  七 千 円  四  十 種 及 び 十 一 種  七 千 円  

二  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  別 表 第 四 の 下 欄

の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額  

 

イ  一 種  一 万 一 千 円   

ロ  四 種 及 び 五 種  九 千 円   

ハ  六 種 、 七 種 及 び 八 種  七 千 五 百 円   

ニ  十 種 及 び 十 一 種  六 千 円   
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２  病 院 事 業 給 与 条 例 第 十 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 管 理 職

員 特 別 勤 務 手 当 の 額 は 、 当 該 勤 務 一 回 に つ き 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 病 院 事 業 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定

め る 額 と す る 。 た だ し 、 特 定 任 期 付 職 員 に は 、 同 項 の

規 定 に よ る 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 を 支 給 し な い 。  

２  病 院 事 業 給 与 条 例 第 十 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 管 理 職

員 特 別 勤 務 手 当 の 額 は 、 当 該 勤 務 一 回 に つ き 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 別 表 第 四 の 下 欄 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に

定 め る 額 と す る 。 た だ し 、 特 定 任 期 付 職 員 に は 、 同 項

の 規 定 に よ る 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 を 支 給 し な い 。  

一  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 以 外 の 病 院 事 業 職

員  別 表 第 四 の 下 欄 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定

め る 額  

 

イ  一 種  六 千 円  一  一 種  六 千 円  

ロ  四 種 及 び 五 種  五 千 円  二  四 種 及 び 五 種  五 千 円  

ハ  六 種 、 七 種 及 び 八 種  四 千 三 百 円  三  六 種 、 七 種 及 び 八 種  四 千 三 百 円  

ニ  十 種 及 び 十 一 種  三 千 五 百 円  四  十 種 及 び 十 一 種  三 千 五 百 円  

二  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  別 表 第 四 の 下 欄

の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額  

 

イ  一 種  五 千 五 百 円   

ロ  四 種 及 び 五 種  四 千 五 百 円   

ハ  六 種 、 七 種 及 び 八 種  三 千 八 百 円   

ニ  十 種 及 び 十 一 種  三 千 円   

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

（ 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 ）  （ 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 ）  

第 二 十 一 条  （ 略 ）  第 二 十 一 条  （ 略 ）  

２  月 額 手 当 の 支 給 を 受 け て い る 病 院 事 業 職 員 が 、 勤 務

時 間 の 全 日 数 に わ た っ て 次 の 各 号 に 該 当 す る 場 合 に

お い て は 、 当 該 月 分 の 手 当 は 支 給 し な い 。  

２  月 額 手 当 の 支 給 を 受 け て い る 病 院 事 業 職 員 が 、 勤 務

時 間 の 全 日 数 に わ た っ て 次 の 各 号 に 該 当 す る 場 合 に

お い て は 、 当 該 月 分 の 手 当 は 支 給 し な い 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  休 職 、 停 職 、 専 従 休 職 、 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機

関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和

六 十 三 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 派 遣 条 例 」 と い

う 。 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 派 遣 、 地 方 公 務 員

の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に

よ る 育 児 休 業 及 び 地 方 公 務 員 法 第 二 十 六 条 の 六 第

一 項 の 規 定 に よ る 配 偶 者 同 行 休 業  

三  休 職 、 停 職 、 専 従 休 職 、 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機

関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和

六 十 三 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 「 派 遣 条 例 」 と い

う 。 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 派 遣 、 地 方 公 務 員

の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十

号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 育 児 休 業 及 び 地 方 公

務 員 法 第 二 十 六 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ る 配 偶 者

同 行 休 業  

四  （ 略 ）  四  （ 略 ）  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

４  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 す る 月 額 手 当 の 額

は 、 服 務 規 程 第 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ

の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で

除 し て 得 た 数 を 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に 対 す る 月 額

手 当 の 額 は 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の

者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除

し て 得 た 数 を 、 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 す る 月 額 手

当 の 額 は 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者

の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し

て 得 た 数 を そ れ ぞ れ 当 該 月 額 手 当 の 額 に 乗 じ て 得 た

額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数

を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。  

４  再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 す る 月 額 手 当 の 額 は 、 服

務 規 程 第 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者

の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し

て 得 た 数 を 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に 対 す る 月 額 手 当

の 額 は 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の

勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て

得 た 数 を 、 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 す る 月 額 手 当 の

額 は 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤

務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得

た 数 を そ れ ぞ れ 当 該 月 額 手 当 の 額 に 乗 じ て 得 た 額 （ そ

の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り

捨 て た 額 ） と す る 。  

５  （ 略 ）  ５  （ 略 ）  

（ 勤 勉 手 当 ）  （ 勤 勉 手 当 ）  

第 二 十 四 条  （ 略 ）  第 二 十 四 条  （ 略 ）  
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２  月 額 手 当 の 支 給 を 受 け て い る 病 院 事 業 職 員 が 、 勤 務

時 間 の 全 日 数 に わ た っ て 次 の 各 号 に 該 当 す る 場 合 に

お い て は 、 当 該 月 分 の 手 当 は 支 給 し な い 。  

２  月 額 手 当 の 支 給 を 受 け て い る 病 院 事 業 職 員 が 、 勤 務

時 間 の 全 日 数 に わ た っ て 次 の 各 号 に 該 当 す る 場 合 に

お い て は 、 当 該 月 分 の 手 当 は 支 給 し な い 。  
一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  百 分 の 九 十  四  再 任 用 職 員  百 分 の 九 十  

五  （ 略 ）  五  （ 略 ）  

（ 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 の 算 出 ）  （ 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 の 算 出 ）  

第 二 十 六 条  （ 略 ）  第 二 十 六 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 病 院 事 業 職 員 が 服 務 規 程

第 三 十 条 の 三 に 規 定 す る 高 齢 者 部 分 休 業 の 承 認 を 受

け て 勤 務 し な い 場 合 に は 、 病 院 事 業 給 与 条 例 第 二 十 二

条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 与 額 は 、 給

料 の 月 額 並 び に こ れ に 対 す る 地 域 手 当 、 管 理 職 手 当 、

初 任 給 調 整 手 当 及 び 特 殊 勤 務 手 当 （ 月 額 で 定 め ら れ て

い る も の に 限 る 。 ） の 月 額 の 合 計 額 に 十 二 を 乗 じ 、 そ

の 額 を 一 週 間 当 た り の 勤 務 時 間 に 五 十 二 を 乗 じ た も

の で 除 し て 得 た 額 と す る 。  

 

（ 給 与 の 支 給 方 法 等 ）  （ 給 与 の 支 給 方 法 等 ）  

第 二 十 九 条  こ の 管 理 規 程 に 定 め る も の を 除 く ほ か 、 病

院 事 業 職 員 の 給 与 の 額 、 支 給 方 法 そ の 他 給 与 の 支 給 に

関 し 必 要 な 事 項 は 、 職 員 給 与 条 例 、 三 重 県 職 員 退 職 手

当 支 給 条 例 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四

年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） 、 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 三 重 県 条 例 第 九 十 号 ） 、 任 期 付

職 員 採 用 条 例 及 び 職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 す る 条

例 （ 令 和 四 年 三 重 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 適 用 を 受 け る

者 の 例 に よ る 。  

第 二 十 九 条  こ の 管 理 規 程 に 定 め る も の を 除 く ほ か 、 病

院 事 業 職 員 の 給 与 の 額 、 支 給 方 法 そ の 他 給 与 の 支 給 に

関 し 必 要 な 事 項 は 、 職 員 給 与 条 例 、 三 重 県 職 員 退 職 手

当 支 給 条 例 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四

年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） 、 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 三 重 県 条 例 第 九 十 号 ） 及 び 任 期

付 職 員 採 用 条 例 の 適 用 を 受 け る 者 の 例 に よ る 。  

附  則  附  則  

１ ～ ８  （ 略 ）  １ ～ ８  （ 略 ）  

（ 病 院 事 業 給 与 条 例 附 則 第 六 項 の 規 定 の 運 用 ）   

９  病 院 事 業 給 与 条 例 附 則 第 六 項 に 規 定 す る 管 理 者 が 指

定 す る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 病 院 事 業 職 員 と す る 。  

 

一  臨 時 病 院 事 業 職 員 そ の 他 の 法 律 に よ り 任 期 を 定

め て 任 用 さ れ る 病 院 事 業 職 員  

 

二  職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 三 重 県

条 例 第 十 九 号 ） 第 九 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ

り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 期 間 （ 同 項 又 は 同 条 第

二 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 間 を 含 む 。 ） を 延 長

さ れ た 同 条 例 第 六 条 各 号 に 掲 げ る 職 を 占 め る 病 院

事 業 職 員  

 

三  職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 第 三 条 第 二 項 に 規 定

す る 病 院 事 業 職 員  

 

四  職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 第 四 条 第 一 項 又 は 第

二 項 の 規 定 に よ り 勤 務 し て い る 病 院 事 業 職 員 （ 同 条

例 第 二 条 に 規 定 す る 定 年 退 職 日 に お い て 前 項 の 規

定 が 適 用 さ れ て い た 病 院 事 業 職 員 を 除 く 。 ）  

 

1
0  病 院 事 業 給 与 条 例 附 則 第 六 項 に 規 定 す る 管 理 者 が

定 め る 額 は 、 職 員 給 与 条 例 附 則 第 二 十 四 項 、 第 二 十 六

項 、 第 二 十 七 項 、 第 三 十 項 及 び 第 三 十 一 項 の 規 定 の 例
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に よ り 算 出 し た 額 と す る 。  

（ 病 院 事 業 給 与 条 例 附 則 第 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け

る 病 院 事 業 職 員 へ の 通 知 ）  

 
1
1  病 院 事 業 給 与 条 例 附 則 第 六 項 の 規 定 の 適 用 に よ り

給 料 月 額 が 異 動 す る こ と と な っ た 病 院 事 業 職 員 に 対

し て は 、 人 事 異 動 通 知 書 又 は こ れ に 代 わ る 文 書 に よ り

そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、 通 知 書 等 の 交

付 に よ ら な い こ と を 適 当 と 認 め る 場 合 に は 、 適 当 な 方

法 を も っ て 通 知 書 等 の 交 付 に 代 え る こ と が で き る 。  

 

（ 病 院 事 業 給 与 条 例 附 則 第 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け

る 病 院 事 業 職 員 の 管 理 職 手 当 の 支 給 額 ）  

 

1
2  病 院 事 業 給 与 条 例 附 則 第 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け

る 病 院 事 業 職 員 に 対 す る 第 十 三 条 の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 当 分 の 間 、 同 条 第 三 項 中 の 「 定 め る 額 」 と あ

る の は 、 「 定 め る 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ

の 額 に 、 五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り

捨 て 、 五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ

を 百 円 に 切 り 上 げ た 額 ） 」 と す る 。  

 

（ 病 院 事 業 給 与 条 例 附 則 第 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け

る 病 院 事 業 職 員 の 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 支 給 額 ）  

 

1
3  病 院 事 業 給 与 条 例 附 則 第 六 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け

る 病 院 事 業 職 員 に 対 す る 第 十 四 条 第 一 項 及 び 同 条 第

二 項 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 第 十 四 条 第 一 項 第

一 号 及 び 同 条 第 二 項 第 一 号 中 「 定 め る 額 」 と あ る の は 、

「 定 め る 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 、

五 十 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 五  

 

十 円 以 上 百 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 百 円

に 切 り 上 げ た 額 ） 」 と す る 。  

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 定 義 ）  

２  こ の 附 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

一  暫 定 再 任 用 職 員  地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 若 し

く は 第 二 項 、 附 則 第 五 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 、 附 則 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 附 則 第 七 条 第 一 項 か

ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 病 院 事 業 職 員 を い う 。  

二  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員  地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 に

規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 暫 定 再 任 用 職 員 を い う 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

３  地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 附 則 第 三 条 第 五 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ り 勤 務 し て い る 病 院 事 業 職 員

は 、 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 年 三 重 県 条 例 第 五 十 号 ） 附 則 第 六 項 に 規

定 す る 管 理 者 が 指 定 す る 職 員 と み な す 。  

４  暫 定 再 任 用 職 員 の 給 料 月 額 は 、 当 該 暫 定 再 任 用 職 員 が 地 方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の

五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 病 院 事 業 職 員 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ）

で あ る も の と し た 場 合 に 適 用 さ れ る 三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程

（ 以 下 こ の 項 に お い て 「 規 程 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 給 料 表 の 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務

職 員 の 欄 に 掲 げ る 基 準 給 料 月 額 の う ち 、 規 程 第 四 条 の 規 定 に よ り 当 該 暫 定 再 任 用 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に 応 じ

た 額 と す る 。  

５  暫 定 再 任 用 職 員 （ 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。 ） に 対 す る 改 正 後 の 三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の

種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 次 項 及 び 附 則 第 七 項 に お い て 「 新 規 程 」 と い う 。 ） 第 十 三 条 第 三 項 の 規 定
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の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 別 表 第 五 」 と あ る の は 、 「 別 表 第 六 」 と す る 。  

６  暫 定 再 任 用 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 新 規 程 第 十 四 条 及 び 第 二 十 四 条 第 二 項 の 規 定

を 適 用 す る 。  

７  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 新 規 程 第 十 三 条 第 四 項 及 び 第 二 十

一 条 第 四 項 の 規 定 を 適 用 す る 。  

８  附 則 第 四 項 か ら 前 項 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 暫 定 再 任 用 職 員 の 給 与 の 額 、 支 給 方 法 そ の 他 給 与 の 支 給 に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 適 用 を 受 け る 者 の 例 に よ

る 。  

９  地 方 公 務 員 災 害 補 償 法 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 百 二 十 一 号 ） 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 期 間 中 に 、 こ の 管 理 規 程

の 施 行 前 に 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に よ る 改 正 前 の 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第

二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 病 院 事 業 職 員 と し て 在

職 し て い た 期 間 が あ る 場 合 に お け る 当 該 期 間 に 係 る 同 法 第 二 条 第 五 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例

に よ る 。  

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 四 年 八 月 十 六 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   長   﨑   敬   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 七 号  

   三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 用 語 の 定 義 ）  （ 用 語 の 定 義 ）  

第 二 条  こ の 管 理 規 程 中 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義

は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 二 条  こ の 管 理 規 程 中 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義

は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

一  病 院 事 業 職 員  三 重 県 病 院 事 業 庁 に 勤 務 す る 職

員 を い う 。 た だ し 、 臨 時 又 は 非 常 勤 の 職 に あ る 者 （ 地

方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以

下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二

十 二 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採

用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」

と い う 。 ） 及 び 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法

律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定

に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職

員 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） を 除 く 。  

一  病 院 事 業 職 員  三 重 県 病 院 事 業 庁 に 勤 務 す る 職

員 を い う 。 た だ し 、 臨 時 又 は 非 常 勤 の 職 に あ る 者 （ 地

方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以

下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は

第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項

若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 で 法

第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職

を 占 め る も の （ 以 下 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い

う 。 ） 及 び 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平

成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 」 と

い う 。 ） を 除 く 。 ） を 除 く 。  

二 ・ 三  （ 略 ）  二 ・ 三  （ 略 ）  

（ 一 週 間 の 勤 務 時 間 ）  （ 一 週 間 の 勤 務 時 間 ）  

第 五 条  （ 略 ）  第 五 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 勤 務 時 間 は 、 第 一 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 休 憩 時 間 を 除 き 、 四 週 間 を 超 え

な い 期 間 に つ き 一 週 間 当 た り 十 五 時 間 三 十 分 か ら 三

十 一 時 間 ま で の 範 囲 内 で 、 事 業 庁 長 が 定 め る 。  

３  再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 勤 務 時 間 は 、 第 一 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 休 憩 時 間 を 除 き 、 四 週 間 を 超 え な い 期

間 に つ き 一 週 間 当 た り 十 五 時 間 三 十 分 か ら 三 十 一 時

間 ま で の 範 囲 内 で 、 事 業 庁 長 が 定 め る 。  

４  （ 略 ）  ４  （ 略 ）  

（ 週 休 日 及 び 勤 務 時 間 の 割 振 り ）  （ 週 休 日 及 び 勤 務 時 間 の 割 振 り ）  
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第 六 条  日 曜 日 及 び 土 曜 日 は 週 休 日 （ 勤 務 時 間 を 割 り 振

ら な い 日 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と す る 。 た だ し 、 事 業

庁 長 は 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に つ い て は 、 必 要 に 応

じ 、 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 の 内 容 に 従 い こ れ ら の 日 に

加 え て 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の 五 日 間 に お い て 週 休

日 を 設 け る も の と し 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及

び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て は 、 日 曜 日 及 び 土 曜

日 に 加 え て 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の 五 日 間 に お い て

週 休 日 を 設 け る こ と が で き る 。  

第 六 条  日 曜 日 及 び 土 曜 日 は 週 休 日 （ 勤 務 時 間 を 割 り 振

ら な い 日 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と す る 。 た だ し 、 事 業

庁 長 は 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に つ い て は 、 必 要 に 応

じ 、 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 の 内 容 に 従 い こ れ ら の 日 に

加 え て 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の 五 日 間 に お い て 週 休

日 を 設 け る も の と し 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期

付 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て は 、 日 曜 日 及 び 土 曜 日 に 加

え て 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の 五 日 間 に お い て 週 休 日

を 設 け る こ と が で き る 。  

２  事 業 庁 長 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の 五 日 間 に お い

て 、 一 日 に つ き 七 時 間 四 十 五 分 の 勤 務 時 間 を 割 り 振 る

も の と す る 。 た だ し 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に つ い て

は 、 一 週 間 ご と の 期 間 に つ い て 、 当 該 育 児 短 時 間 勤 務

等 の 内 容 に 従 い 一 日 に つ き 七 時 間 四 十 五 分 を 超 え な

い 範 囲 内 で 勤 務 時 間 を 割 り 振 る も の と し 、 定 年 前 再 任

用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い

て は 、 一 週 間 ご と の 期 間 に つ い て 、 一 日 に つ き 七 時 間

四 十 五 分 を 超 え な い 範 囲 内 で 勤 務 時 間 を 割 り 振 る も

の と す る 。  

２  事 業 庁 長 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の 五 日 間 に お い

て 、 一 日 に つ き 七 時 間 四 十 五 分 の 勤 務 時 間 を 割 り 振 る

も の と す る 。 た だ し 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に つ い て

は 、 一 週 間 ご と の 期 間 に つ い て 、 当 該 育 児 短 時 間 勤 務

等 の 内 容 に 従 い 一 日 に つ き 七 時 間 四 十 五 分 を 超 え な

い 範 囲 内 で 勤 務 時 間 を 割 り 振 る も の と し 、 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て は 、 一

週 間 ご と の 期 間 に つ い て 、 一 日 に つ き 七 時 間 四 十 五 分

を 超 え な い 範 囲 内 で 勤 務 時 間 を 割 り 振 る も の と す る 。 

（ 週 休 日 及 び 勤 務 時 間 の 割 振 り の 特 例 ）  （ 週 休 日 及 び 勤 務 時 間 の 割 振 り の 特 例 ）  

第 七 条  （ 略 ）  第 七 条  （ 略 ）  

２  事 業 庁 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 、 週 休 日 及 び 勤 務 時

間 の 割 振 り を 定 め る 場 合 に は 、 勤 務 時 間 が 割 り 振 ら れ

た 日 （ 以 下 「 勤 務 日 」 と い う 。 ） が 引 き 続 き 十 二 日 を

超 え な い よ う に し 、 か つ 、 一 回 の 勤 務 に 割 り 振 ら れ る

勤 務 時 間 が 十 五 時 間 三 十 分 を 超 え な い よ う に し て 、 四

週 間 ご と の 期 間 に つ き 八 日 の 週 休 日 （ 育 児 短 時 間 勤 務

職 員 等 に あ っ て は 八 日 以 上 で 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等

の 内 容 に 従 っ た 週 休 日 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に あ っ て は 八 日 以 上 の 週

休 日 ） を 設 け な け れ ば な ら な い 。  

２  事 業 庁 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 、 週 休 日 及 び 勤 務 時

間 の 割 振 り を 定 め る 場 合 に は 、 勤 務 時 間 が 割 り 振 ら れ

た 日 （ 以 下 「 勤 務 日 」 と い う 。 ） が 引 き 続 き 十 二 日 を

超 え な い よ う に し 、 か つ 、 一 回 の 勤 務 に 割 り 振 ら れ る

勤 務 時 間 が 十 五 時 間 三 十 分 を 超 え な い よ う に し て 、 四

週 間 ご と の 期 間 に つ き 八 日 の 週 休 日 （ 育 児 短 時 間 勤 務

職 員 等 に あ っ て は 八 日 以 上 で 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等

の 内 容 に 従 っ た 週 休 日 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任

期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に あ っ て は 八 日 以 上 の 週 休 日 ） を

設 け な け れ ば な ら な い 。  

３  事 業 庁 長 は 、 職 務 の 特 殊 性 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等

に あ っ て は 、 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 の 内 容 ） に よ り 、

四 週 間 ご と の 期 間 に つ き 八 日 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員

等 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤

務 職 員 に あ っ て は 、 八 日 以 上 ） の 週 休 日 を 設 け る こ と

が 困 難 で あ る 病 院 事 業 職 員 に つ い て は 、 前 項 の 規 定 に

か か わ ら ず 、 四 週 間 を 超 え な い 期 間 に つ き 一 週 間 当 た

り 一 日 以 上 の 割 合 で 週 休 日 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に

あ っ て は 、 四 週 間 を 超 え な い 期 間 に つ き 一 週 間 当 た り

一 日 以 上 の 割 合 で 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 の 内 容 に 従

っ た 週 休 日 ） を 設 け る よ う に し て 、 週 休 日 及 び 勤 務 時

間 の 割 振 り を 別 に 定 め る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 に

掲 げ る 基 準 に 適 合 す る よ う に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

３  事 業 庁 長 は 、 職 務 の 特 殊 性 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等

に あ っ て は 、 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 の 内 容 ） に よ り 、

四 週 間 ご と の 期 間 に つ き 八 日 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員

等 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員

に あ っ て は 、 八 日 以 上 ） の 週 休 日 を 設 け る こ と が 困 難

で あ る 病 院 事 業 職 員 に つ い て は 、 前 項 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 四 週 間 を 超 え な い 期 間 に つ き 一 週 間 当 た り 一 日

以 上 の 割 合 で 週 休 日 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に あ っ て

は 、 四 週 間 を 超 え な い 期 間 に つ き 一 週 間 当 た り 一 日 以

上 の 割 合 で 当 該 育 児 短 時 間 勤 務 等 の 内 容 に 従 っ た 週

休 日 ） を 設 け る よ う に し て 、 週 休 日 及 び 勤 務 時 間 の 割

振 り を 別 に 定 め る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る

基 準 に 適 合 す る よ う に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

（ 特 別 休 暇 ）  （ 特 別 休 暇 ）  

第 二 十 三 条  特 別 休 暇 は 、 選 挙 権 の 行 使 、 結 婚 、 出 産 、

交 通 機 関 の 事 故 そ の 他 の 特 別 の 事 由 に よ り 病 院 事 業

職 員 が 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る 場 合 と し て 次 の

各 号 に 掲 げ る 場 合 に お け る 休 暇 と し 、 そ の 期 間 は 、 当
第 二 十 三 条  特 別 休 暇 は 、 選 挙 権 の 行 使 、 結 婚 、 出 産 、

交 通 機 関 の 事 故 そ の 他 の 特 別 の 事 由 に よ り 病 院 事 業

職 員 が 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る 場 合 と し て 次 の

各 号 に 掲 げ る 場 合 に お け る 休 暇 と し 、 そ の 期 間 は 、 当
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該 各 号 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  該 各 号 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  

一 ～ 十 二  （ 略 ）  一 ～ 十 二  （ 略 ）  

十 三  生 後 満 一 年 九 月 に 達 し な い 子 を 保 育 す る 場 合  

一 日 二 回 各 四 十 五 分 以 内 の 期 間 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職

員 等 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時

間 勤 務 職 員 に あ っ て は 、 一 日 二 回 各 三 十 分 以 内 の 期

間 ）  

十 三  生 後 満 一 年 九 月 に 達 し な い 子 を 保 育 す る 場 合  

一 日 二 回 各 四 十 五 分 以 内 の 期 間 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職

員 等 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務

職 員 に あ っ て は 、 一 日 二 回 各 三 十 分 以 内 の 期 間 ）  

十 四 ～ 十 七  （ 略 ）  十 四 ～ 十 七  （ 略 ）  

十 八  夏 季 に お け る 盆 等 の 諸 行 事 、 心 身 の 健 康 の 維 持

及 び 増 進 又 は 家 庭 生 活 の 充 実 の た め 勤 務 し な い こ

と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合  一 の 年 の 六 月

か ら 九 月 （ 事 業 庁 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 に あ っ

て は 十 月 ） ま で の 期 間 内 に お け る 五 日 の 範 囲 内 の 期

間 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤

務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 の う ち 一 週 間 ご

と の 勤 務 日 の 日 数 が 同 一 で あ る 職 員 に あ っ て は 当

該 職 員 の 一 週 間 に お け る 勤 務 日 の 日 数 の 範 囲 内 の

期 間 、 一 週 間 ご と の 勤 務 日 の 日 数 が 同 一 で な い 職 員

に あ っ て は 三 日 の 範 囲 内 の 期 間 ）  

十 八  夏 季 に お け る 盆 等 の 諸 行 事 、 心 身 の 健 康 の 維 持

及 び 増 進 又 は 家 庭 生 活 の 充 実 の た め 勤 務 し な い こ

と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合  一 の 年 の 六 月

か ら 九 月 （ 事 業 庁 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 に あ っ

て は 十 月 ） ま で の 期 間 内 に お け る 五 日 の 範 囲 内 の 期

間 （ 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 の う ち 一 週 間 ご と の 勤

務 日 の 日 数 が 同 一 で あ る 職 員 に あ っ て は 当 該 職 員

の 一 週 間 に お け る 勤 務 日 の 日 数 の 範 囲 内 の 期 間 、 一

週 間 ご と の 勤 務 日 の 日 数 が 同 一 で な い 職 員 に あ っ

て は 三 日 の 範 囲 内 の 期 間 ）  

十 九 ～ 二 十 三  （ 略 ）  十 九 ～ 二 十 三  （ 略 ）  

（ 休 暇 の 単 位 及 び 計 算 ）  （ 休 暇 の 単 位 及 び 計 算 ）  

第 二 十 六 条  休 暇 の 単 位 は 、 年 次 有 給 休 暇 、 病 気 休 暇 、

特 別 休 暇 及 び 介 護 休 暇 に あ っ て は 特 別 の 定 め が あ る

場 合 の ほ か 、 一 日 、 半 日 又 は 一 時 間 （ 育 児 短 時 間 勤 務

職 員 等 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時

間 勤 務 職 員 に あ っ て は 、 一 日 又 は 一 時 間 ） 、 介 護 時 間

に あ っ て は 三 十 分 、 組 合 休 暇 に あ っ て は 一 日 又 は 一 時

間 と す る 。 た だ し 、 年 次 有 給 休 暇 に つ い て 、 事 業 庁 長

は 、 交 替 制 職 員 が 変 則 二 交 替 制 勤 務 （ 正 規 の 勤 務 時 間

の 勤 務 の 全 部 が 深 夜 に お い て 行 わ れ る 一 勤 務 十 五 時

間 三 十 分 勤 務 を い う 。 ） に 従 事 し た 場 合 に は 、 二 日 を

単 位 と し て 与 え る も の と す る 。  

第 二 十 六 条  休 暇 の 単 位 は 、 年 次 有 給 休 暇 、 病 気 休 暇 、

特 別 休 暇 及 び 介 護 休 暇 に あ っ て は 特 別 の 定 め が あ る

場 合 の ほ か 、 一 日 、 半 日 又 は 一 時 間 （ 育 児 短 時 間 勤 務

職 員 等 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務

職 員 に あ っ て は 、 一 日 又 は 一 時 間 ） 、 介 護 時 間 に あ っ

て は 三 十 分 、 組 合 休 暇 に あ っ て は 一 日 又 は 一 時 間 と す

る 。 た だ し 、 年 次 有 給 休 暇 に つ い て 、 事 業 庁 長 は 、 交

替 制 職 員 が 変 則 二 交 替 制 勤 務 （ 正 規 の 勤 務 時 間 の 勤 務

の 全 部 が 深 夜 に お い て 行 わ れ る 一 勤 務 十 五 時 間 三 十

分 勤 務 を い う 。 ） に 従 事 し た 場 合 に は 、 二 日 を 単 位 と

し て 与 え る も の と す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 高 齢 者 部 分 休 業 ）   

第 三 十 条 の 三  事 業 庁 長 は 、 病 院 事 業 職 員 が 申 請 し た 場

合 に お い て 、 公 務 の 運 営 に 支 障 が な い と 認 め る と き

は 、 高 齢 者 部 分 休 業 （ 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種

類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 第 二 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す

る 高 齢 者 部 分 休 業 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） を 承

認 す る こ と が で き る 。  

 

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 高 齢 者 部 分 休 業 に つ い て

は 、 職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 す る 条 例 （ 令 和 四 年 三

重 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ

る 。  

 

（ 臨 時 又 は 非 常 勤 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 ）  （ 臨 時 又 は 非 常 勤 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 ）  
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第 三 十 一 条  臨 時 又 は 非 常 勤 職 員 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。 ） の 勤 務

時 間 、 休 暇 等 に つ い て は 、 そ の 職 務 の 性 質 等 を 考 慮 し

て 、 事 業 庁 長 が 別 に 定 め る 。  

第 三 十 一 条  臨 時 又 は 非 常 勤 職 員 （ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。 ） の 勤 務 時 間 、

休 暇 等 に つ い て は 、 そ の 職 務 の 性 質 等 を 考 慮 し て 、 事

業 庁 長 が 別 に 定 め る 。  
附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 四 条 第

一 項 若 し く は 第 二 項 、 附 則 第 五 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 、 附 則 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 附 則 第 七 条 第

一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 病 院 事 業 職 員 で あ っ て 、 短 時 間 勤 務 の 職 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二

十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を い う 。 ） を 占 め る 病 院 事 業 職 員

を い う 。 ） は 、 改 正 後 の 三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 新 規 程 」 と い う 。 ） 第 二 条 に 規

定 す る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 同 条 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 、 新 規 程 第 五 条 第 三 項 、 第

六 条 、 第 七 条 第 二 項 及 び 第 三 項 、 第 二 十 三 条 （ 第 十 三 号 及 び 第 十 八 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 、 第 二 十 六 条 第 一 項

並 び に 第 三 十 一 条 の 規 定 を 適 用 す る 。  
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